
○
総
務
省
令
第
六
十
七
号

地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
五
号
）
及
び
地
方
税
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政

令
（
令
和
二
年
政
令
第
百
九
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
及

び
地
方
税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
二
百
四
十
五
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
方
税
法
施
行
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
七
月
二
十
七
日

総
務
大
臣

高
市

早
苗

地
方
税
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

地
方
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
総
理
府
令
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
（
下
線
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ

部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、

改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と

い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
同
一
の
も
の
は
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
そ
の

標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正

前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後

欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。



改

正

後

改

正

前

（
法
人
の
道
府
県
民
税
に
係
る
申
告
書
等
の
様
式
）

（
法
人
の
道
府
県
民
税
に
係
る
申
告
書
等
の
様
式
）

第
三
条

法
人
の
道
府
県
民
税
に
つ
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
申
告
書
等
の
様
式
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

第
三
条

法
人
の
道
府
県
民
税
に
つ
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
申
告
書
等
の
様
式
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

下
欄
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
に
掲
げ
る
様
式
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
や
む

下
欄
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
に
掲
げ
る
様
式
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
や
む

を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
総
務
大
臣
は
、
別
に
こ
れ
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
総
務
大
臣
は
、
別
に
こ
れ
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

申

告

書

等

の

種

類

様

式

申

告

書

等

の

種

類

様

式

確
定
申
告
書
及
び
中
間
申
告
書
並
び
に
こ
れ
ら
に
係
る
修
正
申
告

第
六
号
様
式
又
は
第
六
号

確
定
申
告
書
及
び
中
間
申
告
書
並
び
に
こ
れ
ら
に
係
る
修
正
申
告

第
六
号
様
式
（
別
表
一
か

(一)

(一)

書
（
法
第
五
十
三
条
第
一
項
及
び
第
四
項
の
道
府
県
民
税
の
申
告

様
式
（
そ
の
２
）
（
別
表

書
（
法
第
五
十
三
条
第
一
項
及
び
第
四
項
の
道
府
県
民
税
の
申
告

ら
別
表
四
の
三
ま
で
）

書
並
び
に
こ
れ
ら
に
係
る
同
条
第
二
十
二
項
の
道
府
県
民
税
の

一
か
ら
別
表
四
の

三
ま

書
並
び
に
こ
れ
ら
に
係
る
同
条
第
二
十
二
項
の
道
府
県
民
税
の

申
告
書
）

で
）

申
告
書
）

［

略
］

［
略
］

［

同
上
］

［
同
上
］

(二)

(二)

予
定
申
告
書
及
び
こ
れ
に
係
る
修
正
申
告
書
（
法
第
五
十
三
条
第

第
六
号
の
三
様
式
又
は
第

予
定
申
告
書
及
び
こ
れ
に
係
る
修
正
申
告
書
（
法
第
五
十
三
条
第

第
六
号
の
三
様
式
（
第
六

(三)

(三)

一
項
及
び
第
二
項
の
道
府
県
民
税
の
申
告
書
並
び
に
こ
れ
ら
に
係

六
号
の
三
様
式
（
そ
の

一
項
及
び
第
二
項
の
道
府
県
民
税
の
申
告
書
並
び
に
こ
れ
ら
に
係

号
様
式
別
表
四
の
三
）

る
同
条
第
二
十
二
項
の
道
府
県
民
税
の
申
告
書
）

２
）
（
第
六
号
様
式
別
表

る
同
条
第
二
十
二
項
の
道
府
県
民
税
の
申
告
書
）

四
の
三
）

［

～

略
］

［
略
］

［

～

同
上
］

［
同
上
］

(四)

(八)

(四)

(八)

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

（
法
人
の
事
業
税
及
び
特
別
法
人
事
業
税
又
は
地
方
法
人
特
別
税
に
係
る
申
告
書
等
の
様
式
）

（
法
人
の
事
業
税
及
び
特
別
法
人
事
業
税
又
は
地
方
法
人
特
別
税
に
係
る
申
告
書
等
の
様
式
）

第
五
条

法
人
の
事
業
税
及
び
特
別
法
人
事
業
税
又
は
地
方
法
人
特
別
税
に
つ
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る

第
五
条

法
人
の
事
業
税
及
び
特
別
法
人
事
業
税
又
は
地
方
法
人
特
別
税
に
つ
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る

申
告
書
等
の
様
式
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
に
掲

申
告
書
等
の
様
式
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
に
掲

げ
る
様
式
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
総
務
大
臣
は
、
別
に

げ
る
様
式
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
総
務
大
臣
は
、
別
に

こ
れ
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

申

告

書

等

の

種

類

様

式

申

告

書

等

の

種

類

様

式

確
定
申
告
書
及
び
中
間
申
告
書
並
び
に
こ
れ
ら
に
係
る
修
正
申
告
書

第
六
号
様
式
又
は
第
六
号

確
定
申
告
書
及
び
中
間
申
告
書
並
び
に
こ
れ
ら
に
係
る
修
正
申
告
書

第
六
号
様
式
（
別
表
五
か
ら

(一)

(一)

（
法
第
七
十
二
条
の
二
十
五
第
八
項
か
ら
第
十
二
項
ま
で
（
こ
れ
ら
の

様
式
（
そ
の
２
）
（
別
表

（
法
第
七
十
二
条
の
二
十
五
第
八
項
か
ら
第
十
項
ま
で
（
こ
れ
ら
の
規

別
表
十
四
ま
で
）

規
定
を
法
第
七
十
二
条
の
二
十
八
第
二
項
並
び
に
第
七
十
二
条
の
二
十

五
か
ら
別
表
十
四
ま
で
）

定
を
法
第
七
十
二
条
の
二
十
八
第
二
項
並
び
に
第
七
十
二
条
の
二
十
九

九
第
二
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第

第
二
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
七

七
十
二
条
の
二
十
六
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
四
項
の

十
二
条
の
二
十
六
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
四
項
の
申

申
告
書
並
び
に
こ
れ
ら
の
申
告
書
に
係
る
法
第
七
十
二
条
の
三
十
一
第

告
書
並
び
に
こ
れ
ら
の
申
告
書
に
係
る
法
第
七
十
二
条
の
三
十
一
第
二

二
項
及
び
第
三
項
の
修
正
申
告
書
）

項
及
び
第
三
項
の
修
正
申
告
書
）

予
定
申
告
書
及
び
こ
れ
に
係
る
修
正
申
告
書
（
法
第
七
十
二
条
の
二

第
六
号
の
三
様
式
又
は
第

予
定
申
告
書
及
び
こ
れ
に
係
る
修
正
申
告
書
（
法
第
七
十
二
条
の
二

第
六
号
の
三
様
式

(二)

(二)

十
六
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
四
項
の
申
告
書
並
び
に
こ
れ

六
号
の
三
様
式
（
そ
の

十
六
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
四
項
の
申
告
書
並
び
に
こ
れ

に
係
る
法
第
七
十
二
条
の
三
十
一
第
二
項
及
び
第
三
項
の
修
正
申
告

２
）

に
係
る
法
第
七
十
二
条
の
三
十
一
第
二
項
及
び
第
三
項
の
修
正
申
告

書
）

書
）

［

略
］

［
略
］

［

同
上
］

［
同
上
］

(三)

(三)

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］



（
租
税
条
約
に
基
づ
く
申
立
て
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
け
る
個
人
の
事
業
税
の
徴
収
猶
予
の
申
請
書
類
）

（
租
税
条
約
に
基
づ
く
申
立
て
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
け
る
個
人
の
事
業
税
の
徴
収
猶
予
の
申
請
書
類
）

第
六
条
の
九

［
略
］

第
六
条
の
九

［
同
上
］

２

政
令
第
三
十
五
条
の
四
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す

２

［
同
上
］

る
。

［
一

略
］

［
一

同
上
］

二

法
第
七
十
二
条
の
五
十
七
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
事
業
税
額
が
、
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
条
の
三
の

二

法
第
七
十
二
条
の
五
十
七
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
事
業
税
額
が
、
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
条
の
三
の

三
第
二
十
二
項
第
一
号
（
同
法
第
四
十
一
条
の
十
九
の
五
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

三
第
十
六
項
第
一
号
（
同
法
第
四
十
一
条
の
十
九
の
五
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に

に
掲
げ
る
更
正
決
定
に
係
る
所
得
税
の
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
つ
た
所
得
に
基
づ
き
課
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

掲
げ
る
更
正
決
定
に
係
る
所
得
税
の
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
つ
た
所
得
に
基
づ
き
課
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ

こ
と
及
び
前
号
の
申
立
て
に
係
る
条
約
相
手
国
等
（
法
第
七
十
二
条
の
五
十
七
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
条

と
及
び
前
号
の
申
立
て
に
係
る
条
約
相
手
国
等
（
法
第
七
十
二
条
の
五
十
七
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
条
約

約
相
手
国
等
を
い
う
。
）
と
の
間
の
相
互
協
議
（
同
項
に
規
定
す
る
相
互
協
議
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同

相
手
国
等
を
い
う
。
）
と
の
間
の
相
互
協
議
（
同
項
に
規
定
す
る
相
互
協
議
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
対
象
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
書
類

じ
。
）
の
対
象
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
書
類

［
三

略
］

［
三

同
上
］

（
法
第
百
四
十
四
条
の
六
十
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
道
路
）

（
法
第
百
四
十
四
条
の
六
十
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
道
路
）

第
八
条
の
五
十
四

法
第
百
四
十
四
条
の
六
十
第
一
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
道
路
は
、
第
九
条
の
九

第
八
条
の
五
十
四

法
第
百
四
十
四
条
の
六
十
第
一
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
道
路
は
、
第
八
条
の
二

に
定
め
る
道
路
と
す
る
。

十
一
に
定
め
る
道
路
と
す
る
。

（
法
人
の
都
民
税
に
係
る
申
告
書
等
の
様
式
）

（
法
人
の
都
民
税
に
係
る
申
告
書
等
の
様
式
）

第
十
条
の
二

法
第
七
百
三
十
四
条
第
二
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
都
が
そ
の
特
別

第
十
条
の
二

法
第
七
百
三
十
四
条
第
二
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
都
が
そ
の
特
別

区
の
存
す
る
区
域
内
に
お
い
て
法
人
に
対
し
て
課
す
る
都
民
税
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら

区
の
存
す
る
区
域
内
に
お
い
て
法
人
に
対
し
て
課
す
る
都
民
税
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
申
告
書
等
の
様
式
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の

ず
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
申
告
書
等
の
様
式
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の

と
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
に
掲
げ
る
様
式
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
場

と
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
に
掲
げ
る
様
式
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
場

合
に
は
、
総
務
大
臣
は
、
別
に
こ
れ
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

合
に
は
、
総
務
大
臣
は
、
別
に
こ
れ
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

申

告

書

等

の

種

類

様

式

申

告

書

等

の

種

類

様

式

確
定
申
告
書
及
び
中
間
申
告
書
並
び
に
こ
れ
ら
に
係
る
修
正
申
告
書

第
六
号
様
式
又
は
第
六
号

確
定
申
告
書
及
び
中
間
申
告
書
並
び
に
こ
れ
ら
に
係
る
修
正
申
告
書

第
六
号
様
式
（
別
表
一
か

(一)

(一)

（
法
第
七
百
三
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
さ
れ
る
法
第
三
百
二

様
式
（
そ
の
２
）
（
別
表

（
法
第
七
百
三
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
さ
れ
る
法
第
三
百
二

ら
別
表
四
の
三
ま
で
）

十
一
条
の
八
第
一
項
及
び
第
四
項
の
申
告
書
並
び
に
こ
れ
ら
に
係
る
同
条

一
か
ら
別
表
四
の

三
ま

十
一
条
の
八
第
一
項
及
び
第
四
項
の
申
告
書
並
び
に
こ
れ
ら
に
係
る
同
条

第
二
十
二
項
の
申
告
書
）

で
）

第
二
十
二
項
の
申
告
書
）

［

略
］

［
略
］

［

同
上
］

［
同
上
］

(二)

(二)

予
定
申
告
書
及
び
こ
れ
に
係
る
修
正
申
告
書
（
法
第
七
百
三
十
四
条

第
六
号
の
三
様
式
又
は
第

予
定
申
告
書
及
び
こ
れ
に
係
る
修
正
申
告
書
（
法
第
七
百
三
十
四
条

第
六
号
の
三
様
式
（
第
六

(三)

(三)

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
さ
れ
る
法
第
三
百
二
十
一
条
の
八
第
一
項
及

六
号
の
三
様
式
（
そ
の

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
さ
れ
る
法
第
三
百
二
十
一
条
の
八
第
一
項
及

号
様
式
別
表
四
の
三
）

び
第
二
項
の
申
告
書
並
び
に
こ
れ
ら
に
係
る
同
条
第
二
十
二
項
の
申
告

２
）
（
第
六
号
様
式
別
表

び
第
二
項
の
申
告
書
並
び
に
こ
れ
ら
に
係
る
同
条
第
二
十
二
項
の
申
告

書
）

四
の
三
）

書
）

［

～

略
］

［
略
］

［

～

同
上
］

［
同
上
］

(四)

(七)

(四)

(七)

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

（
特
定
書
面
等
地
方
税
関
係
申
告
等
及
び
特
定
地
方
税
関
係
申
告
等
）

（
特
定
書
面
等
地
方
税
関
係
申
告
等
及
び
特
定
地
方
税
関
係
申
告
等
）

第
二
十
四
条
の
三
十
九

法
第
七
百
四
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲

第
二
十
四
条
の
三
十
九

［
同
上
］

げ
る
も
の
の
う
ち
、
地
方
税
関
係
法
令
（
同
項
に
規
定
す
る
地
方
税
関
係
法
令
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
書
面
等
（
法
第
七
百
四
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
書
面
等
を
い

う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
行
う
こ
と
そ
の
他
の
方
法
が
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の



と
す
る
。

［
一
～
六

略
］

［
一
～
六

同
上
］

七

法
第
七
十
二
条
の
二
十
五
第
八
項
か
ら
第
十
二
項
ま
で
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第
七
十
二
条
の
二
十
八
第

七

法
第
七
十
二
条
の
二
十
五
第
八
項
か
ら
第
十
二
項
ま
で
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第
七
十
二
条
の
二
十
八
第

二
項
並
び
に
第
七
十
二
条
の
二
十
九
第
二
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
七

二
項
並
び
に
第
七
十
二
条
の
二
十
九
第
二
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
七

十
二
条
の
二
十
六
第
四
項
の
申
告
書
並
び
に
こ
れ
ら
の
申
告
書
に
係
る
法
第
七
十
二
条
の
三
十
一
第
二
項
及

十
二
条
の
二
十
六
第
四
項
の
申
告
書
並
び
に
こ
れ
ら
の
申
告
書
に
係
る
法
第
七
十
二
条
の
三
十
三
第
二
項
及

び
第
三
項
の
修
正
申
告
書
の
提
出

び
第
三
項
の
修
正
申
告
書
の
提
出

［
七
の
二
～
十
六

略
］

［
七
の
二
～
十
六

同
上
］

［
２
～
７

略
］

［
２
～
７

同
上
］

附

則

附

則

（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
に
係
る
特
定
書
面
等
地
方
税
関
係
申
告
等
）

（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
に
係
る
特
定
書
面
等
地
方
税
関
係
申
告
等
）

第
三
十
一
条

法
第
七
百
四
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
第
二
十
四
条
の
三

第
三
十
一
条

［
同
上
］

十
九
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
、
地
方
税

関
係
法
令
（
法
第
七
百
四
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
地
方
税
関
係
法
令
を
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
書

面
等
（
同
項
に
規
定
す
る
書
面
等
を
い
う
。
）
に
よ
り
行
う
こ
と
そ
の
他
の
方
法
が
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
と

す
る
。

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

五

法
附
則
第
六
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
及
び
添
付
す
べ
き
書
類
の
提
出

［
新
設
］

第
一
号
の
三
様
式
（
第
二
条
関
係
）

第
一
号
の
三
様
式
（
第
二
条
関
係
）

［
様
式

別
紙
二

挿
入
］

［
様
式

別
紙
一

挿
入
］

第
一
号
の
四
様
式
（
第
二
条
関
係
）

第
一
号
の
四
様
式
（
第
二
条
関
係
）

［
様
式

別
紙
四

挿
入
］

［
様
式

別
紙
三

挿
入
］

第
三
号
様
式
別
表
裏
面
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ｂ
４
）
（
第
二
条
関
係
）

第
三
号
様
式
別
表
裏
面
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ｂ
４
）
（
第
二
条
関
係
）

［
様
式

別
紙
六

挿
入
］

［
様
式

別
紙
五

挿
入
］

第
四
号
様
式
（
第
二
条
関
係
）

第
四
号
様
式
（
第
二
条
関
係
）

［
様
式

別
紙
八

挿
入
］

［
様
式

別
紙
七

挿
入
］

第
四
号
の
二
様
式
（
第
二
条
関
係
）

第
四
号
の
二
様
式
（
第
二
条
関
係
）

［
様
式

別
紙
十

挿
入
］

［
様
式

別
紙
九

挿
入
］

第
五
号
の
二
様
式
（
第
二
条
関
係
）

第
五
号
の
二
様
式
（
第
二
条
関
係
）

［
様
式

別
紙
十
二

挿
入
］

［
様
式

別
紙
十
一

挿
入
］

第
六
号
様
式
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
三
条
・
第
五
条
・
第
十
条
の
二
関

第
六
号
様
式
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
三
条
・
第
五
条
・
第
十
条
の
二
関

係
）

係
）

［
様
式

別
紙
十
四

挿
入
］

［
様
式

別
紙
十
三

挿
入
］

第
六
号
様
式
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
三
条
・
第
五
条
・
第
十
条
の
二
関

第
六
号
様
式
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
三
条
・
第
五
条
・
第
十
条
の
二
関

係
）

係
）

［
様
式

別
紙
十
六

挿
入
］

［
様
式

別
紙
十
五

挿
入
］

第
６
号
様
式
記
載
要
領

第
６
号
様
式
記
載
要
領

１
こ
の
申
告
書
は

法
第
7
2
条
の
２
第
１
項
第
１
号
又
は
第
２
号
に
掲
げ
る
事
業
を
行
う
法
人

同
項
第
１

１
こ
の
申
告
書
は

仮
決
算
に
基
づ
く
中
間
申
告

確
定
し
た
決
算
に
基
づ
く
確
定
申
告
又
は
こ
れ
ら
に
係

、
（

、
、

号
に
掲
げ
る
事
業
と
同
項
第
２
号
に
掲
げ
る
事
業
と
を
併
せ
て
行
う
法
人
を
含
み
同
項
第
３
号
に
掲
げ
る

る
修
正
申
告
を
す
る
場
合
に
使
用
す
る
こ
と

な
お

事
業
税
及
び
特
別
法
人
事
業
税
又
は
地
方
法
人
特
別

、
。

、



事
業
を
行
う
法
人
を
除
く

が
仮
決
算
に
基
づ
く
中
間
申
告

確
定
し
た
決
算
に
基
づ
く
確
定
申
告
又
は

税

（地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律

（平
成
2
8
年
法
律
第
1
3
号

）附
則
第
3
1
条
第
２
項
の
規
定

。
）

、

こ
れ
ら
に
係
る
修
正
申
告
を
す
る
場
合
に
使
用
す
る
こ
と

な
お

事
業
税
及
び
特
別
法
人
事
業
税
又
は
地

に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
第
９
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
地
方
法
人
特
別
税

。
、

方
法
人
特
別
税

（地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律

（平
成
2
8
年
法
律
第
1
3
号

）附
則
第
3
1
条
第

等
に
関
す
る
暫
定
措
置
法
に
規
定
す
る
地
方
法
人
特
別
税
を
い
う

以
下
こ
の
記
載
要
領
に
お
い
て
同
じ

。

２
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
第
９
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
地
方

）に
係
る
仮
決
算
に
基
づ
く
中
間
申
告
は

そ
の
税
額
が
予
定
申
告
に
係
る
税
額
を
超
え
な
い
と
き
に
限

。
、

法
人
特
別
税
等
に
関
す
る
暫
定
措
置
法
に
規
定
す
る
地
方
法
人
特
別
税
を
い
う
以
下
こ
の
記
載
要
領
に
お

り
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と

。
。

い
て
同
じ

）に
係
る
仮
決
算
に
基
づ
く
中
間
申
告
は

そ
の
税
額
が
予
定
申
告
に
係
る
税
額
を
超
え
な
い

。
、

と
き
に
限
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

２
９
略

２
９
同
左

［
～

］
［

～
］

1
0
道
府
県
民
税
の

法
人
税
法
の
規
定
に
よ

て
計
算
し
た
法
人
税
額
①
の
欄
は

法
人
税
の
申
告
書

1
0
道
府
県
民
税
の

法
人
税
法
の
規
定
に
よ
っ
て
計
算
し
た
法
人
税
額
①

の
欄
は

法
人
税
の
申
告
書

「
っ

」
、

（
「

」
、

（

別
表
１

の
法
人
税
額
計

の
欄
の
金
額

こ
の
欄
の
上
段
に
使
途
秘
匿
金
の
支
出
の
額
の
4
0
％
相
当
額

別
表
１

の
法
人
税
額
計

の
欄
の
金
額

こ
の
欄
の
上
段
に
使
途
秘
匿
金
の
支
出
の
額
の
4
0
％
相
当
額

）
「

」
（

）
「

」
（

が
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は

当
該
額
を
加
算
し
た
金
額

を
記
載
し

括
弧
内
に
は
土
地
譲
渡
利
益

が
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は

当
該
額
を
加
算
し
た
金
額

を
記
載
し

括
弧
内
に
は

土
地
譲
渡
利
益

、
）

、
、

、
）

、
、

金
額
に
対
す
る
法
人
税
額

特
別
控
除
取
戻
税
額
及
び
使
途
秘
匿
金
の
支
出
に
対
す
る
法
人
税
額

使
途
秘

金
額
に
対
す
る
法
人
税
額

リ
ス
特
別
控
除
取
戻
税
額
及
び
使
途
秘
匿
金
の
支
出
に
対
す
る
法
人
税
額

、
（

、
ー

（

匿
金
の
支
出
の
額
の
40
％
相
当
額
の
合
計
額
を
記
載
す
る
こ
と

使
途
秘
匿
金
の
支
出
の
額
の
40
％
相
当
額
の
合
計
額
を
記
載
す
る
こ
と

）
。

）
。

11
略

11
同
左

［
］

［
］

1
2
事
業
税
の

所
得
金
額
総
額
㉗

の
欄
は

第
６
号
様
式
別
表
５
を
添
付
す
る
法
人
に
あ

て
は
第
６
号

1
2
事
業
税
の

所
得
金
額
総
額
㉗
の
欄
は

第
６
号
様
式
別
表
５
を
添
付
す
る
法
人
に
あ

て
は
第
６
号

「
」

、
っ

「
」

、
っ

様
式
別
表
５
の

合
計
㊱

の
欄
の
金
額
を

そ
の
他
の
法
人
に
あ

て
は
こ
の
申
告
書
の

仮
計

○

67
の

様
式
別
表
５
の

合
計
㉞

の
欄
の
金
額
を

そ
の
他
の
法
人
に
あ

て
は
こ
の
申
告
書
の

仮
計

○

68
の

「
」

、
っ

「
」

「
」

、
っ

「
」

欄
の
金
額
か
ら

繰
越
欠
損
金
額
等
若
し
く
は
災
害
損
失
金
額
又
は
債
務
免
除
等
が
あ

た
場
合
の
欠
損
金

欄
の
金
額
か
ら

繰
越
欠
損
金
額
等
若
し
く
は
災
害
損
失
金
額
又
は
債
務
免
除
等
が
あ

た
場
合
の
欠
損
金

「
っ

「
っ

額
等
の
当
期
控
除
額

○

6
8
の
欄
の
金
額
を
控
除
し
た
金
額
を
記
載
す
る
こ
と

額
等
の
当
期
控
除
額

○

6
9
の
欄
の
金
額
を
控
除
し
た
金
額
を
記
載
す
る
こ
と

」
。

」
。

1
3
事
業
税
の

付
加
価
値
額
総
額
㉝

又
は

資
本
金
等
の
額
総
額
㉟

の
各
欄
は

法
第
7
2
条
の
２
第
１

1
3
事
業
税
の

付
加
価
値
額
総
額
㉝

又
は

資
本
金
等
の
額
総
額
㉟

の
各
欄
は

法
第
7
2
条
の
２
第
１

「
」

「
」

、
「

」
「

」
、

項
第
１
号
イ
に
掲
げ
る
法
人
が
第
６
号
様
式
別
表
５
の
２
の
課
税
標
準
と
な
る
付
加
価
値
額
⑪

又
は

項
第
１
号
イ
に
掲
げ
る
法
人
が
第
６
号
様
式
別
表
５
の
２
の
課
税
標
準
と
な
る
付
加
価
値
額
⑪

又
は

「
」

「
「

」
「

課
税
標
準
と
な
る
資
本
金
等
の
額
㉔

の
各
欄
の
金
額
を
そ
れ
ぞ
れ
記
載
す
る
こ
と

課
税
標
準
と
な
る
資
本
金
等
の
額
⑳
の
各
欄
の
金
額
を
そ
れ
ぞ
れ
記
載
す
る
こ
と

」
。

」
。

削
る

1
4
事
業
税
の
平
成
2
8
年
改
正
法
附
則
第
５
条
の
控
除
額
㊵

の
欄
は

平
成
2
8
年
４
月
１
日
か
ら
平
成
2
9

［
］

「
」

、

年
３
月
3
1
日
ま
で
の
間
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
あ
っ
て
は
第
６
号
様
式
別
表
５
の
７
の
③
が
3
0
億
円
以

「

下
の
場
合
の
控
除
額
⑯

の
欄
の
金
額
又
は

③
が
3
0
億
円
超
4
0
億
円
未
満
の
場
合
の
控
除
額
⑰

の
欄
の

」
「

」

金
額
を
記
載
し

平
成
2
9
年
４
月
１
日
か
ら
平
成
3
0
年
３
月
3
1
日
ま
で
の
間
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
あ
っ

、

て
は
第
６
号
様
式
別
表
５
の
７
の

③
が
3
0
億
円
以
下
の
場
合
の
控
除
額
⑱

の
欄
の
金
額
又
は

③
が
3
0

「
」

「

億
円
超
4
0
億
円
未
満
の
場
合
の
控
除
額
⑲

の
欄
の
金
額
を
記
載
し
平
成
3
0
年
４
月
１
日
か
ら
平
成
3
1
年

」
、

３
月
3
1
日
ま
で
の
間
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
あ
っ
て
は
第
６
号
様
式
別
表
５
の
７
の

③
が
3
0
億
円
以
下

「

の
場
合
の
控
除
額
⑳

の
欄
の
金
額
又
は

③
が
3
0
億
円
超
4
0
億
円
未
満
の
場
合
の
控
除
額
㉑

の
欄
の
金

」
「

」

額
を
記
載
す
る
こ
と
。

1
4
事
業
税
の
㊺
の
う
ち
見
込
納
付
額
㊿
の
欄
は

法
第
7
2条
の
2
5第
３
項
又
は
第
５
項
法
第
7
2条
の
2

15
事
業
税
の
㊻
の
う
ち
見
込
納
付
額

○

5
1
の
欄
は
法
第
7
2条
の
2
5第
３
項
又
は
第
５
項
法
第
7
2条
の
2

「
」

、
（

「
」

、
（

8第
２
項
及
び
第
7
2条
の
2
9第
２
項
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
を
含
む

の
規
定
に
よ
り

8第
２
項
及
び
第
7
2条
の
2
9第
２
項
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
を
含
む

の
規
定
に
よ
り

。
）

。
）

確
定
申
告
書
の
提
出
期
限
が
延
長
さ
れ
て
い
る
法
人
が
事
業
税
に
つ
き
当
該
申
告
書
の
提
出
前
に
納
付
し
た

確
定
申
告
書
の
提
出
期
限
が
延
長
さ
れ
て
い
る
法
人
が
事
業
税
に
つ
き
当
該
申
告
書
の
提
出
前
に
納
付
し
た

金
額
を
記
載
す
る
こ
と

金
額
を
記
載
す
る
こ
と

。
。

1
5
特
別
法
人
事
業
税
又
は
地
方
法
人
特
別
税
の
所
得
割
に
係
る
特
別
法
人
事
業
税
額
又
は
地
方
法
人
特
別

1
6
特
別
法
人
事
業
税
又
は
地
方
法
人
特
別
税
の

所
得
割
に
係
る
特
別
法
人
事
業
税
額
又
は
地
方
法
人
特
別

「
「

税
額

○

5
2
の

課
税
標
準

の
欄
は

標
準
税
率
が
適
用
さ
れ
る
法
人
に
つ
い
て
は

計
㉛

又
は

軽
減

税
額

○

5
3
の

課
税
標
準

の
欄
は

標
準
税
率
が
適
用
さ
れ
る
法
人
に
つ
い
て
は

計
㉛

又
は

軽
減

」
「

」
、

「
」

「
」

「
」

、
「

」
「

税
率
不
適
用
法
人
の
金
額
㉜

の
税
額

の
欄
の
金
額
を
記
載
し

標
準
税
率
以
外
の
税
率
が
適
用
さ
れ

税
率
不
適
用
法
人
の
金
額
㉜

の
税
額

の
欄
の
金
額
を
記
載
し

標
準
税
率
以
外
の
税
率
が
適
用
さ
れ

」
「

」
、

」
「

」
、

る
法
人
に
つ
い
て
は
第
６
号
様
式
別
表
1
4
の

計
⑤

又
は

軽
減
税
率
不
適
用
法
人
の
金
額
⑥
の

基
る
法
人
に
つ
い
て
は
第
６
号
様
式
別
表
1
4
の

計
⑤

又
は

軽
減
税
率
不
適
用
法
人
の
金
額
⑥
の

基
「

」
「

」
「

「
」

「
」

「



準
法
人
所
得
割
額
の
欄
の
金
額
を
記
載
す
る
こ
と

準
法
人
所
得
割
額
の
欄
の
金
額
を
記
載
す
る
こ
と

」
。

」
。

1
6
特
別
法
人
事
業
税
又
は
地
方
法
人
特
別
税
の

収
入
割
に
係
る
特
別
法
人
事
業
税
額
又
は
地
方
法
人
特
別

1
7
特
別
法
人
事
業
税
又
は
地
方
法
人
特
別
税
の

収
入
割
に
係
る
特
別
法
人
事
業
税
額
又
は
地
方
法
人
特
別

「
「

税
額

○

5
3
の

課
税
標
準

の
欄
は

標
準
税
率
が
適
用
さ
れ
る
法
人
に
つ
い
て
は

収
入
金
額
㊳

の
税
額

○

5
4
の

課
税
標
準

の
欄
は

標
準
税
率
が
適
用
さ
れ
る
法
人
に
つ
い
て
は

収
入
金
額
㊳

の
」

「
」

、
「

」
「

」
「

」
、

「
」

「

税
額

の
欄
の
金
額
を
記
載
し

標
準
税
率
以
外
の
税
率
が
適
用
さ
れ
る
法
人
に
つ
い
て
は
第
６
号
様
式
別

税
額

の
欄
の
金
額
を
記
載
し

標
準
税
率
以
外
の
税
率
が
適
用
さ
れ
る
法
人
に
つ
い
て
は
第
６
号
様
式
別

」
、

」
、

表
1
4の

収
入
金
額
⑧
の
基
準
法
人
収
入
割
額
の
欄
の
金
額
を
記
載
す
る
こ
と

表
1
4の

収
入
金
額
⑧
の
基
準
法
人
収
入
割
額
の
欄
の
金
額
を
記
載
す
る
こ
と

「
」

「
」

。
「

」
「

」
。

1
7
特
別
法
人
事
業
税
又
は
地
方
法
人
特
別
税
の

○

5
9
の
う
ち
見
込
納
付
額

○

6
0
の
欄
は
事
業
税
の
確
定
申

1
8
特
別
法
人
事
業
税
又
は
地
方
法
人
特
別
税
の

○

6
0
の
う
ち
見
込
納
付
額

○

6
1
の
欄
は

事
業
税
の
確
定
申

「
」

、
「

」
、

告
書
の
提
出
期
限
が
延
長
さ
れ
て
い
る
法
人
が
特
別
法
人
事
業
税
又
は
地
方
法
人
特
別
税
に
つ
き
当
該
申
告

告
書
の
提
出
期
限
が
延
長
さ
れ
て
い
る
法
人
が
特
別
法
人
事
業
税
又
は
地
方
法
人
特
別
税
に
つ
き
当
該
申
告

書
の
提
出
前
に
納
付
し
た
金
額
を
記
載
す
る
こ
と

書
の
提
出
前
に
納
付
し
た
金
額
を
記
載
す
る
こ
と

。
。

1
8
事
業
税
の

所
得
金
額

（法
人
税
の
明
細
書

（別
表
４

）の
3
4

）又
は
個
別
所
得
金
額

（法
人
税
の
明

1
9
事
業
税
の

所
得
金
額

（法
人
税
の
明
細
書

（別
表
４

）の
3
4

）又
は
個
別
所
得
金
額

（法
人
税
の
明

「
(
)

「
(
)

細
書

（別
表
４
の
２
付
表

）の
4
2

）
○

6
2
の
欄
は

法
人
税
法
第
8
1
条
の
９
第
４
項
の
規
定
の
適
用
を
受

細
書

（別
表
４
の
２
付
表

）の
4
2

）
○

6
3
の
欄
は

法
人
税
法
第
8
1
条
の
９
第
４
項
の
規
定
の
適
用
を
受

(
)

」
、

(
)

」
、

け
る
法
人
に
あ

て
は

法
人
税
の
明
細
書

（別
表
４
の
２
付
表

）の
仮
計
4
2

の
欄
の
金
額
に
同

け
る
法
人
に
あ

て
は

法
人
税
の
明
細
書

（別
表
４
の
２
付
表

）の
仮
計
4
2

の
欄
の
金
額
に

同
っ

、
「

(
)」

、
っ

、
「

(
)」

、

明
細
書
の

被
合
併
法
人
等
の
最
終
の
事
業
年
度
の
欠
損
金
の
損
金
算
入
額
3
4

の
欄
の
金
額
を
加
算
し

明
細
書
の

被
合
併
法
人
等
の
最
終
の
事
業
年
度
の
欠
損
金
の
損
金
算
入
額
3
4

の
欄
の
金
額
を
加
算
し

「
(
)」

「
(
)」

た
金
額
を
記
載
す
る
こ
と

た
金
額
を
記
載
す
る
こ
と

。
。

1
9

法
第
1
5
条
の
４
の
徴
収
猶
予
を
受
け
よ
う
と
す
る
税
額

○

7
0
の
欄
は

法
第
1
5
条
の
４
第
１
項
の
規
定

2
0

法
第
1
5
条
の
４
の
徴
収
猶
予
を
受
け
よ
う
と
す
る
税
額

○

7
1
の
欄
は

法
第
1
5
条
の
４
第
１
項
の
規
定

「
」

、
「

」
、

の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て

第
１
号
様
式
に
よ
る
届
出
書
に
代
え
よ
う
と
す
る
法
人
が
記

の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て

第
１
号
様
式
に
よ
る
届
出
書
に
代
え
よ
う
と
す
る
法
人
が
記

、
、

載
す
る
こ
と

載
す
る
こ
と

。
。

2
0
還
付
請
求
の

中
間
納
付
額

○

7
1
の
欄
は

法
第
5
3
条
第
2
0
項
又
は
第
7
2
条
の
2
8
第
４
項
の
規
定
に
よ
り

2
1
還
付
請
求
の

中
間
納
付
額

○

7
2
の
欄
は

法
第
5
3
条
第
2
0
項
又
は
第
7
2
条
の
2
8
第
４
項
の
規
定
に
よ
り

「
」

、
「

」
、

還
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て

政
令
第
９
条
の
２
又
は
第
2
5
条
の
規
定
に
よ
る
請
求
書
に
代
わ

還
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て

政
令
第
９
条
の
２
又
は
第
2
5
条
の
規
定
に
よ
る
請
求
書
に
代
わ

、
、

る
も
の
と
し
て
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

る
も
の
と
し
て
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

。
。

2
1

略
2
2

同
左

［
］

［
］

2
2

略
2
3

同
左

［
］

［
］

23
略

24
同
左

［
］

［
］

第
六
号
様
式
（
そ
の
２
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
三
条
・
第
五
条
・
第
十
条
の
二
関

［
新
設
］

係
）

［
様
式

別
紙
十
七

挿
入
］

第
六
号
様
式
別
表
一
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
三
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）

第
六
号
様
式
別
表
一
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
三
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）

［
様
式

略
］

［
様
式

同
上
］

第
六
号
様
式
別
表
一
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
三
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）

第
六
号
様
式
別
表
一
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
三
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）

［
様
式

略
］

［
様
式

同
上
］

第
６
号
様
式
別
表
１
記
載
要
領

第
６
号
様
式
別
表
１
記
載
要
領

１
こ
の
計
算
書
は

連
結
法
人

法
人
税
法
第
２
条
第
1
2
号
の
７
の
２
に
規
定
す
る
連
結
法
人
を
い
う
以

１
こ
の
計
算
書
は

連
結
法
人

法
人
税
法
第
２
条
第
1
2
号
の
７
の
２
に
規
定
す
る
連
結
法
人
を
い
う

以
、

（
。

、
（

。

下
こ
の
記
載
要
領
に
お
い
て
同
じ

及
び
連
結
法
人
で
あ
っ
た
法
人
が
記
載
し

第
６
号
様
式
又
は
第
６

下
こ
の
記
載
要
領
に
お
い
て
同
じ

及
び
連
結
法
人
で
あ
っ
た
法
人
が
記
載
し

第
６
号
様
式
の
申
告
書

。
）

、
。
）

、

号
様
式
そ
の
２
の
申
告
書
に
添
付
す
る
こ
と

に
添
付
す
る
こ
と

（
）

。
。

２
４
略

２
４
同
左

［
～

］
［

～
］

５
法
人
税
法
の
規
定
に
よ
っ
て
計
算
し
た
連
結
法
人
税
額
に
係
る
個
別
帰
属
額
又
は
法
人
税
法
の
規
定
に

５
法
人
税
法
の
規
定
に
よ
っ
て
計
算
し
た
連
結
法
人
税
額
に
係
る
個
別
帰
属
額
又
は
法
人
税
法
の
規
定
に

「
「

よ
っ
て
計
算
し
た
法
人
税
額
①

の
欄
は

連
結
申
告
法
人
法
人
税
法
第
２
条
第
1
6
号
に
規
定
す
る
連
結

よ
っ
て
計
算
し
た
法
人
税
額
①

の
欄
は

連
結
申
告
法
人

法
人
税
法
第
２
条
第
1
6
号
に
規
定
す
る
連
結

」
、

（
」

、
（

申
告
法
人
を
い
う

以
下
こ
の
記
載
要
領
に
お
い
て
同
じ

に
あ
っ
て
は

当
該
連
結
申
告
法
人
に
係
る

申
告
法
人
を
い
う

以
下
こ
の
記
載
要
領
に
お
い
て
同
じ

に
あ
っ
て
は

当
該
連
結
申
告
法
人
に
係
る

。
。
）

、
。

。
）

、

法
人
税
の
明
細
書
別
表
５
の
２
2
付
表
の
当
期
分
44

欄
の
当
期
発
生
額
②
の
欄
の
金
額

法
人
税
の
明
細
書
別
表
５
の
２
2
付
表
の
当
期
分
44

欄
の
当
期
発
生
額
②
の
欄
の
金
額

（
(
)

）
「

(
)」

「
」

（
（

(
)

）
「

(
)」

「
」

（



連
結
地
方
法
人
税
個
別
帰
属
額
を
除
く

に
所
得
税
額
の
控
除
額
の
個
別
帰
属
額

法
人
税
の
明
細
書

連
結
地
方
法
人
税
個
別
帰
属
額
を
除
く

に
所
得
税
額
の
控
除
額
の
個
別
帰
属
額

法
人
税
の
明
細
書

。
）

、
（

。
）

、
（

別
表
６
の
２
1
の
22
の
欄
の
金
額

外
国
税
額
の
控
除
額
の
個
別
帰
属
額
法
人
税
の
明
細
書

別
表
６
の
２
1
の
22
の
欄
の
金
額

外
国
税
額
の
控
除
額
の
個
別
帰
属
額
法
人
税
の
明
細
書

（
(
)）

(
)

）
、

（
（

（
(
)）

(
)

）
、

（
（

別
表
６
の
２
2
付
表
の
18
の
欄
の
金
額

分
配
時
調
整
外
国
税
相
当
額
の
個
別
帰
属
額
法
人
税
の

別
表
６
の
２
2
付
表

の
18
の
欄
の
金
額

分
配
時
調
整
外
国
税
相
当
額
の
個
別
帰
属
額
法
人
税
の

(
)

）
(
)

）
、

（
(
)

）
(
)

）
、

（

明
細
書

（別
表
６
の
２

（２
の
２

）
）の

2
7
の
欄
の
金
額

連
結
欠
損
金
の
繰
戻
し
に
よ
る
還
付
金
の

明
細
書

（別
表
６
の
２

（２
の
２

）
）の

2
7
の
欄
の
金
額

連
結
欠
損
金
の
繰
戻
し
に
よ
る
還
付
金
の

(
)

）
、

(
)

）
、

個
別
帰
属
額
及
び
個
別
控
除
対
象
所
得
税
額
等
相
当
額
の
個
別
帰
属
額

法
人
税
の
明
細
書

（別
表
1
7

（３
個
別
帰
属
額
及
び
個
別
控
除
対
象
所
得
税
額
等
相
当
額
の
個
別
帰
属
額

法
人
税
の
明
細
書

（別
表
1
7

（３
（

（

の
1
2

）
）の

1
1
の
欄
の
金
額

の
合
計
額
を
加
算
し
た
金
額
を
記
載
し

括
弧
内
に
は
個
別
帰
属
特
別
控

の
1
2

）
）の

1
1
の
欄
の
金
額

の
合
計
額
を
加
算
し
た
金
額
を
記
載
し

括
弧
内
に
は
個
別
帰
属
特
別
控

(
)

）
、

(
)

）
、

除
取
戻
税
額
等
個
別
帰
属
特
別
控
除
取
戻
税
額
等
が
な
い
場
合
に
は
零
を
記
載
す
る
こ
と

除
取
戻
税
額
等
個
別
帰
属
特
別
控
除
取
戻
税
額
等
が
な
い
場
合
に
は
零
を
記
載
す
る
こ
と

（
、

）
。

（
、

）
。

ま
た

連
結
申
告
法
人
以
外
の
法
人
に
あ
っ
て
は

法
人
税
の
申
告
書
別
表
１

の
法
人
税
額
計

ま
た

連
結
申
告
法
人
以
外
の
法
人
に
あ
っ
て
は

法
人
税
の
申
告
書

別
表
１

の
法
人
税
額
計

、
、

（
）

「
」

、
、

（
）

「
」

の
欄
の
金
額

こ
の
欄
の
上
段
に
使
途
秘
匿
金
の
支
出
の
額
の
4
0
％
相
当
額
が
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は

の
欄
の
金
額

こ
の
欄
の
上
段
に
使
途
秘
匿
金
の
支
出
の
額
の
4
0
％
相
当
額
が
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は

（
（

当
該

法
人
税
額
計

の
欄
の
金
額
に
当
該
額
を
加
算
し
た
金
額

を
記
載
し

括
弧
内
に
は
特
別
控
除

当
該

法
人
税
額
計

の
欄
の
金
額
に
当
該
額
を
加
算
し
た
金
額

を
記
載
し

括
弧
内
に
は
連
結
納
税

、
「

」
）

、
、

「
」

）
、

取
戻
税
額

使
途
秘
匿
金
の
支
出
に
対
す
る
法
人
税
額
及
び
土
地
譲
渡
利
益
金
額
に
対
す
る
法
人
税
額
の
合

の
承
認
の
取
消
し
に
よ
る
取
戻
税
額

リ
ス
特
別
控
除
取
戻
税
額

使
途
秘
匿
金
の
支
出
に
対
す
る
法
人

、
、

ー
、

計
額
を
記
載
す
る
こ
と

税
額
及
び
土
地
譲
渡
利
益
金
額
に
対
す
る
法
人
税
額
の
合
計
額
を
記
載
す
る
こ
と

。
。

６
８
略

６
８
同
左

［
～

］
［

～
］

第
六
号
様
式
別
表
一
の
二
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
三
条
・
第
十
条
の
二
関

第
六
号
様
式
別
表
一
の
二
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
三
条
・
第
十
条
の
二
関

係
）

係
）

［
様
式

略
］

［
様
式

同
上
］

第
六
号
様
式
別
表
一
の
二
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
三
条
・
第
十
条
の
二
関

第
六
号
様
式
別
表
一
の
二
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
三
条
・
第
十
条
の
二
関

係
）

係
）

［
様
式

略
］

［
様
式

同
上
］

第
６
号
様
式
別
表
１
の
２
記
載
要
領

第
６
号
様
式
別
表
１
の
２
記
載
要
領

１
こ
の
計
算
書
は

道
府
県
内
に
恒
久
的
施
設
を
有
す
る
外
国
法
人
が
記
載
し

第
６
号
様
式
又
は
第
６
号

１
こ
の
計
算
書
は

道
府
県
内
に
恒
久
的
施
設
を
有
す
る
外
国
法
人
が
記
載
し

第
６
号
様
式
の
申
告
書
に

、
、

、
、

様
式
そ
の
２
の
申
告
書
に
添
付
す
る
こ
と

添
付
す
る
こ
と

（
）

。
。

２

・３
略

２

・３
同
左

［
］

［
］

４
法
人
税
法
の
規
定
に
よ
っ
て
計
算
し
た
法
人
税
額
①

の
欄
は

法
人
税
の
申
告
書

別
表
１
の
３

４
法
人
税
法
の
規
定
に
よ
っ
て
計
算
し
た
法
人
税
額
①

の
欄
は

法
人
税
の
申
告
書

別
表
１
の
３

「
」

、
（

）
「

」
、

（
）

の
法
人
税
額
計
6
及
び
法
人
税
額
計
29

の
欄
の
金
額
こ
れ
ら
の
欄
の
上
段
に
使
途
秘
匿
金
の

の
法
人
税
額
計
6
及
び
法
人
税
額
計
29

の
欄
の
金
額
こ
れ
ら
の
欄
の
上
段
に
使
途
秘
匿
金
の

「
(
)」

「
(
)」

（
「

(
)」

「
(
)」

（

支
出
の
額
の
4
0
％
相
当
額
が
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は

当
該
欄
の
金
額
に
当
該
額
を
加
算
し
た
金
額

支
出
の
額
の
4
0
％
相
当
額
が
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は

当
該
欄
の
金
額
に
当
該
額
を
加
算
し
た
金
額

、
）

、
）

を
記
載
し

括
弧
内
に
は
特
別
控
除
取
戻
税
額

使
途
秘
匿
金
の
支
出
に
対
す
る
法
人
税
額
及
び
土
地
譲
渡

を
記
載
し

括
弧
内
に
は
リ

ス
特
別
控
除
取
戻
税
額

使
途
秘
匿
金
の
支
出
に
対
す
る
法
人
税
額
及
び
土

、
、

、
ー

、

利
益
金
額
に
対
す
る
法
人
税
額
の
合
計
額
を
記
載
す
る
こ
と

地
譲
渡
利
益
金
額
に
対
す
る
法
人
税
額
の
合
計
額
を
記
載
す
る
こ
と

。
。

第
六
号
様
式
別
表
二
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
三
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）

第
六
号
様
式
別
表
二
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
三
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）

［
様
式

略
］

［
様
式

同
上
］

第
６
号
様
式
別
表
２
記
載
要
領

第
６
号
様
式
別
表
２
記
載
要
領

１
こ
の
明
細
書
は

当
該
事
業
年
度
又
は
連
結
事
業
年
度
開
始
の
日
前
1
0
年
以
内
に
開
始
し
た
事
業
年
度
に

１
こ
の
明
細
書
は

当
該
事
業
年
度
又
は
連
結
事
業
年
度
開
始
の
日
前
1
0
年
以
内
に
開
始
し
た
事
業
年
度
に

、
、

お
い
て
生
じ
た
連
結
適
用
前
欠
損
金
額

法
第
5
3
条
第
５
項
に
規
定
す
る
連
結
適
用
前
欠
損
金
額
を
い
う

お
い
て
生
じ
た
連
結
適
用
前
欠
損
金
額

法
第
5
3
条
第
５
項
に
規
定
す
る
連
結
適
用
前
欠
損
金
額
を
い
う

（
。

（
。

以
下
こ
の
記
載
要
領
に
お
い
て
同
じ

又
は
連
結
適
用
前
災
害
損
失
欠
損
金
額

同
項
に
規
定
す
る
連
結

以
下
こ
の
記
載
要
領
に
お
い
て
同
じ

又
は
連
結
適
用
前
災
害
損
失
欠
損
金
額

同
項
に
規
定
す
る
連
結

。
）

（
。
）

（

適
用
前
災
害
損
失
欠
損
金
額
を
い
う

以
下
こ
の
記
載
要
領
に
お
い
て
同
じ

に
つ
い
て
同
項
の
規
定

適
用
前
災
害
損
失
欠
損
金
額
を
い
う

以
下
こ
の
記
載
要
領
に
お
い
て
同
じ

に
つ
い
て

同
項
の
規
定

。
。
）

、
。

。
）

、

の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
法
人
が
記
載
し

第
６
号
様
式
又
は
第
６
号
様
式
そ
の
２

の
申
告
書
に
添

の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
法
人
が
記
載
し

第
６
号
様
式
の
申
告
書
に
添
付
す
る
こ
と

ま
た

当
該
連

、
（

）
、

。
、

付
す
る
こ
と

ま
た

当
該
連
結
適
用
前
欠
損
金
額
又
は
連
結
適
用
前
災
害
損
失
欠
損
金
額
の
生
じ
た
事
業

結
適
用
前
欠
損
金
額
又
は
連
結
適
用
前
災
害
損
失
欠
損
金
額
の
生
じ
た
事
業
年
度
後
最
初
の
最
初
連
結
事
業

。
、

年
度
後
最
初
の
最
初
連
結
事
業
年
度

法
人
税
法
第
1
5
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
最
初
連
結
事
業
年
度
を

年
度

法
人
税
法
第
1
5
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
最
初
連
結
事
業
年
度
を
い
う

以
下
こ
の
記
載
要
領
に

（
（

。



い
う

以
下
こ
の
記
載
要
領
に
お
い
て
同
じ

に
お
い
て
は
同
法
第
8
1
条
の
９
第
２
項
の
規
定
の
適
用
が

お
い
て
同
じ

に
お
い
て
は
同
法
第
8
1
条
の
９
第
２
項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
こ
と
を
証
す
る
書
類
も
併

。
。
）

。
）

な
い
こ
と
を
証
す
る
書
類
も
併
せ
て
添
付
す
る
こ
と

せ
て
添
付
す
る
こ
と

。
。

２

・３
略

２

・３
同
左

［
］

［
］
第
六
号
様
式
別
表
二
の
二
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
三
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）

第
六
号
様
式
別
表
二
の
二
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
三
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）

［
様
式

略
］

［
様
式

同
上
］

第
６
号
様
式
別
表
２
の
２
記
載
要
領

第
６
号
様
式
別
表
２
の
２
記
載
要
領

１
こ
の
明
細
書
は

当
該
事
業
年
度
又
は
連
結
事
業
年
度
開
始
の
日
前
1
0
年
以
内
に
開
始
し
た
連
結
事
業
年

１
こ
の
明
細
書
は

当
該
事
業
年
度
又
は
連
結
事
業
年
度
開
始
の
日
前
1
0
年
以
内
に
開
始
し
た
連
結
事
業
年

、
、

度
に
お
い
て
生
じ
た
控
除
対
象
個
別
帰
属
税
額

法
第
5
3
条
第
９
項
に
規
定
す
る
控
除
対
象
個
別
帰
属
税
額

度
に
お
い
て
生
じ
た
控
除
対
象
個
別
帰
属
税
額

法
第
5
3
条
第
９
項
に
規
定
す
る
控
除
対
象
個
別
帰
属
税
額

（
（

を
い
う

以
下
こ
の
記
載
要
領
に
お
い
て
同
じ

に
つ
い
て

同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る

を
い
う

以
下
こ
の
記
載
要
領
に
お
い
て
同
じ

に
つ
い
て

同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る

。
。
）

、
。

。
）

、

法
人
が
記
載
し

第
６
号
様
式
又
は
第
６
号
様
式
そ
の
２
の
申
告
書
に
添
付
す
る
こ
と

法
人
が
記
載
し
第
６
号
様
式
の
申
告
書
に
添
付
す
る
こ
と

、
（

）
。

、
。

２
略

２
同
左

［
］

［
］

第
六
号
様
式
別
表
二
の
三
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
三
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）

第
六
号
様
式
別
表
二
の
三
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
三
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）

［
様
式

略
］

［
様
式

同
上
］

第
６
号
様
式
別
表
２
の
３
記
載
要
領

第
６
号
様
式
別
表
２
の
３
記
載
要
領

１
こ
の
明
細
書
は

当
該
事
業
年
度
開
始
の
日
前
1
0
年
以
内
に
開
始
し
た
事
業
年
度

法
人
税
法
第
8
0
条
第

１
こ
の
明
細
書
は

当
該
事
業
年
度
開
始
の
日
前
1
0
年
以
内
に
開
始
し
た
事
業
年
度

法
人
税
法
第
8
0
条
第

、
（

、
（

５
項
又
は
第
1
44条
の
1
3第
1
1項
に
規
定
す
る
中
間
期
間
を
含
む

又
は
当
該
連
結
事
業
年
度
開
始
の
日
前

５
項
又
は
第
1
44条
の
1
3第
1
1項
に
規
定
す
る
中
間
期
間
を
含
む

又
は
当
該
連
結
事
業
年
度
開
始
の
日
前

。
）

。
）

10年
以
内
に
開
始
し
た
事
業
年
度
同
法
第
80
条
第
５
項
又
は
第
14
4条
の
13
第
11
項
に
規
定
す
る
中
間
期
間

10年
以
内
に
開
始
し
た
事
業
年
度
同
法
第
80
条
第
５
項
又
は
第
14
4条
の
13
第
11
項
に
規
定
す
る
中
間
期
間

（
（

を
含
む

に
お
い
て
生
じ
た
内
国
法
人
の
控
除
対
象
還
付
法
人
税
額

法
第
5
3
条
第
1
2
項
第
１
号
に
規
定

を
含
む

に
お
い
て
生
じ
た
内
国
法
人
の
控
除
対
象
還
付
法
人
税
額

法
第
5
3
条
第
1
2
項
第
１
号
に
規
定

。
）

（
。
）

（

す
る
内
国
法
人
の
控
除
対
象
還
付
法
人
税
額
を
い
う

以
下
こ
の
記
載
要
領
に
お
い
て
同
じ

外
国
法

す
る
内
国
法
人
の
控
除
対
象
還
付
法
人
税
額
を
い
う

以
下
こ
の
記
載
要
領
に
お
い
て
同
じ

外
国
法

。
。
）
、

。
。
）
、

人
の
恒
久
的
施
設
帰
属
所
得
に
係
る
控
除
対
象
還
付
法
人
税
額

同
項
第
２
号
に
規
定
す
る
外
国
法
人
の
恒

人
の
恒
久
的
施
設
帰
属
所
得
に
係
る
控
除
対
象
還
付
法
人
税
額

同
項
第
２
号
に
規
定
す
る
外
国
法
人
の
恒

（
（

久
的
施
設
帰
属
所
得
に
係
る
控
除
対
象
還
付
法
人
税
額
を
い
う

以
下
こ
の
記
載
要
領
に
お
い
て
同
じ

久
的
施
設
帰
属
所
得
に
係
る
控
除
対
象
還
付
法
人
税
額
を
い
う

以
下
こ
の
記
載
要
領
に
お
い
て
同
じ

。
。
）

。
。
）

外
国
法
人
の
恒
久
的
施
設
非
帰
属
所
得
に
係
る
控
除
対
象
還
付
法
人
税
額

同
項
第
３
号
に
規
定
す
る
外

外
国
法
人
の
恒
久
的
施
設
非
帰
属
所
得
に
係
る
控
除
対
象
還
付
法
人
税
額
同
項
第
３
号
に
規
定
す
る
外

、
（

、
（

国
法
人
の
恒
久
的
施
設
非
帰
属
所
得
に
係
る
控
除
対
象
還
付
法
人
税
額
を
い
う

以
下
こ
の
記
載
要
領
に
お

国
法
人
の
恒
久
的
施
設
非
帰
属
所
得
に
係
る
控
除
対
象
還
付
法
人
税
額
を
い
う

以
下
こ
の
記
載
要
領
に
お

。
。

い
て
同
じ

及
び
当
該
事
業
年
度
又
は
連
結
事
業
年
度
開
始
の
日
前
1
0
年
以
内
に
開
始
し
た
連
結
事
業
年

い
て
同
じ

及
び
当
該
事
業
年
度
又
は
連
結
事
業
年
度
開
始
の
日
前
1
0
年
以
内
に
開
始
し
た
連
結
事
業
年

。
）

。
）

度
法
人
税
法
第
8
1
条
の
3
1
第
５
項
に
規
定
す
る
中
間
期
間
を
含
む

に
お
い
て
生
じ
た
控
除
対
象
個
別

度
同
法
第
8
1
条
の
3
1
第
５
項
に
規
定
す
る
中
間
期
間
を
含
む

に
お
い
て
生
じ
た
控
除
対
象
個
別
帰
属

（
。
）

（
。
）

帰
属
還
付
税
額

法
第
5
3条
第
1
5
項
に
規
定
す
る
控
除
対
象
個
別
帰
属
還
付
税
額
を
い
う
以
下
こ
の
記
載

還
付
税
額

法
第
5
3
条
第
1
5
項
に
規
定
す
る
控
除
対
象
個
別
帰
属
還
付
税
額
を
い
う

以
下
こ
の
記
載
要
領

（
。

（
。

要
領
に
お
い
て
同
じ

に
つ
い
て

同
条
第
1
2
項
又
は
第
1
5
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
法
人

に
お
い
て
同
じ

に
つ
い
て

同
条
第
1
2
項
又
は
第
1
5
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
法
人
が
記

。
）

、
。
）

、

が
記
載
し
第
６
号
様
式
又
は
第
６
号
様
式
そ
の
２
の
申
告
書
に
添
付
す
る
こ
と

載
し
第
６
号
様
式
の
申
告
書
に
添
付
す
る
こ
と

、
（

）
。

、
。

２
法
人
課
税
信
託
の
受
託
者
が
当
該
法
人
課
税
信
託
に
つ
い
て

第
６
号
様
式
又
は
第
６
号
様
式

そ
の
２

２
法
人
課
税
信
託
の
受
託
者
が
当
該
法
人
課
税
信
託
に
つ
い
て

第
６
号
様
式
の
申
告
書
に
添
付
す
る
場
合

、
（

、

の
申
告
書
に
添
付
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は

法
人
名

の
欄
に
は
法
人
課
税
信
託
の
名
称
を
併
記
す
る

に
あ
っ
て
は

法
人
名
の
欄
に
は
法
人
課
税
信
託
の
名
称
を
併
記
す
る
こ
と

）
、
「

」
、
「

」
。

こ
と
。

３

・４
略

３
・４

同
左

［
］

［
］

第
六
号
様
式
別
表
四
の
三
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
三
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）

第
六
号
様
式
別
表
四
の
三
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
三
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）

［
様
式

略
］

［
様
式

同
上
］

第
６
号
様
式
別
表
４
の
３
記
載
要
領

第
６
号
様
式
別
表
４
の
３
記
載
要
領

こ
の
明
細
書
は

特
別
区
に
事
務
所

事
業
所
又
は
寮
等
を
有
す
る
法
人
が
東
京
都
に
提
出
す
る
第
６
号
様
式

こ
の
明
細
書
は

特
別
区
に
事
務
所

事
業
所
又
は
寮
等
を
有
す
る
法
人
が
東
京
都
に
提
出
す
る
第
６
号
様
式

、
、

、
、

若
し
く
は
第
６
号
様
式

そ
の
２

又
は
第
６
号
の
３
様
式
若
し
く
は
第
６
号
の
３
様
式

そ
の
２

の
申
告
書
又
は
第
６
号
の
３
様
式
の
申
告
書
に
添
付
す
る
こ
と

（
）

（
）

。

に
添
付
す
る
こ
と
。



第
六
号
様
式
別
表
五
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
五
条
関
係
）

第
六
号
様
式
別
表
五
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
五
条
関
係
）

［
様
式

別
紙
十
九

挿
入
］

［
様
式

別
紙
十
八

挿
入
］

第
六
号
様
式
別
表
五
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
五
条
関
係
）

第
六
号
様
式
別
表
五
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
五
条
関
係
）

［
様
式

別
紙
二
十
一

挿
入
］

［
様
式

別
紙
二
十

挿
入
］

第
６
号
様
式
別
表
５
記
載
要
領

第
６
号
様
式
別
表
５
記
載
要
領

１
こ
の
計
算
書
は

法
第
7
2
条
の
２
第
１
項
第
３
号
に
掲
げ
る
事
業
を
行
う
法
人

法
第
7
2
条
の
2
3
第
２
項

１
こ
の
計
算
書
は

法
第
7
2
条
の
2
3
第
２
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
医
療
法
人
若
し
く
は
農
業
協
同
組
合

、
、

、

の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
医
療
法
人
若
し
く
は
農
業
協
同
組
合
連
合
会

法
第
7
2
条
の
2
4
の
規
定
の
適
用
を

連
合
会

法
第
7
2
条
の
2
4
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
法
人

事
業
税
を
課
さ
れ
な
い
事
業
と
そ
の
他
の
事
業

、
、

、

受
け
る
法
人

事
業
税
を
課
さ
れ
な
い
事
業
と
そ
の
他
の
事
業
と
を
併
せ
て
行
う
法
人

法
人
税
法
第
2
7
条

と
を
併
せ
て
行
う
法
人
法
人
税
法
第
27条

第
62
条
第
２
項
第
62条
の
５
第
２
項
若
し
く
は
第
142
条
の

、
、

、
、

、

第
62条
第
２
項
第
62
条
の
５
第
２
項
若
し
く
は
第
142
条
の
２
の
２
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
法
人
租

２
の
２
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
法
人

租
税
特
別
措
置
法
第
5
7
条
の
７
第
１
項

第
5
7
条
の
７
の
２
第
１

、
、

、
、

、

税
特
別
措
置
法
第
5
7条
の
７
第
１
項

第
5
7条
の
７
の
２
第
１
項
第
5
9条
第
１
項
若
し
く
は
第
２
項
第
6

項
第
5
9
条
第
１
項
若
し
く
は
第
２
項

第
6
1
条
の
２
第
１
項

第
6
1
条
の
３
第
１
項

第
6
7
条
の
1
4
第
１

、
、

、
、

、
、

、

1条
の
２
第
１
項
第
6
1条
の
３
第
１
項
第
6
6条
の
1
3
第
6
7条
の
1
4第
１
項

第
6
7条
の
1
5第
１
項
第

項
第
6
7
条
の
1
5
第
１
項
第
6
8
条
の
３
の
２
第
１
項

第
6
8
条
の
３
の
３
第
１
項

第
6
8
条
の
5
7
第
１
項

、
、

、
、

、
、

、
、

、

6
8
条
の
３
の
２
第
１
項

第
6
8
条
の
３
の
３
第
１
項

第
6
8
条
の
5
7
第
１
項

第
6
8
条
の
5
7
の
２
第
１
項

第
68条
の
57の
２
第
１
項
第
68条
の
62
第
１
項
若
し
く
は
第
２
項
第
68
条
の
64
第
１
項
若
し
く
は
第
6

、
、

、
、

、
、

、

第
68
条
の
62
第
１
項
若
し
く
は
第
２
項

第
68
条
の
64第
１
項
第
68
条
の
65
第
１
項
若
し
く
は
第
68条
の
9

8条
の
65
第
１
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
法
人
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨

、
、

、

8の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
法
人

東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す

時
特
例
に
関
す
る
法
律
第
1
8
条
の
３
第
１
項
若
し
く
は
第
2
6
条
の
３
第
１
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
法
人

、

る
法
律
第
1
8条
の
３
第
１
項
若
し
く
は
第
2
6
条
の
３
第
１
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
法
人
又
は
政
令
第
2
1

又
は
政
令
第
2
1
条
の
２
の
３
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
法
人
が
課
税
標
準
と
な
る
所
得
の
計
算
を
行
う
場
合

条
の
２
の
３
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
法
人
が

課
税
標
準
と
な
る
所
得
の
計
算
を
行
う
場
合
又
は
単
年
度

に
記
載
し
第
６
号
様
式
の
申
告
書
に
添
付
す
る
こ
と

、
、

。

損
益
の
計
算
を
行
う
場
合
に
記
載
し

第
６
号
様
式
又
は
第
６
号
様
式

そ
の
２
の
申
告
書
に
添
付
す
る

、
（

）

こ
と
。

２
法
人
課
税
信
託
の
受
託
者
が
当
該
法
人
課
税
信
託
に
つ
い
て

第
６
号
様
式
又
は
第
６
号
様
式

そ
の
２

２
法
人
課
税
信
託
の
受
託
者
が
当
該
法
人
課
税
信
託
に
つ
い
て

第
６
号
様
式
の
申
告
書
に
添
付
す
る
場
合

、
（

、

の
申
告
書
に
添
付
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は

法
人
名

の
欄
に
は
法
人
課
税
信
託
の
名
称
を
併
記
す
る

に
あ
っ
て
は

法
人
名

の
欄
に
は
法
人
課
税
信
託
の
名
称
を
併
記
す
る
こ
と

）
、
「

」
、
「

」
。

こ
と
。

３
略

３
同
左

［
］

［
］

第
１
号

「
４

法
第
72条
の
２
第
１
項
・
に
掲
げ
る
事
業

と
な
っ
て
い
る
箇
所
に
つ
い
て
は
事
業
の
区

新
設

、
［

］
第
３
号

」

分
に
応
じ

第
１
号

と
第
３
号
の
い
ず
れ
か
を
○
印
で
囲
ん
で
表
示
す
る
こ
と

、
「

」
「

」
。

５
法
第
7
2
条
の
２
第
１
項
第
１
号
に
掲
げ
る
事
業
と
同
項
第
３
号
に
掲
げ
る
事
業
と
を
併
せ
て
行
う
法
人

新
設

（
［

］

同
項
第
１
号
ロ
に
掲
げ
る
法
人
に
限
る

に
あ
っ
て
は
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
に
係
る
所
得
の
金
額
の
計
算
の

。
）

別
を
明
ら
か
に
し
て
記
載
し

同
項
第
１
号
に
掲
げ
る
事
業
と
同
項
第
３
号
に
掲
げ
る
事
業
と
を
併
せ
て
行

、

う
法
人

同
項
第
１
号
イ
に
掲
げ
る
法
人
に
限
る

に
あ
っ
て
は
同
項
第
１
号
に
掲
げ
る
事
業
に
係
る
所

（
。
）

得
の
金
額
及
び
単
年
度
損
益
と
同
項
第
３
号
に
掲
げ
る
事
業
に
係
る
単
年
度
損
益
と
の
計
算
の
別
を
明
ら
か

に
し
て
記
載
し

そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
ご
と
に
提
出
す
る
こ
と

、
。

６
略

４
同
左

［
］

［
］

７
略

５
同
左

［
］

［
］

８
法
第
7
2
条
の
２
第
１
項
第
３
号
イ
に
掲
げ
る
法
人
が
同
号
に
掲
げ
る
事
業
に
係
る
単
年
度
損
益
の
計
算
を

新
設

［
］

行
う
場
合
に
あ
っ
て
は

繰
越
欠
損
金
額
等
又
は
災
害
損
失
金
額
の
当
期
控
除
額
㉕

の
欄
及
び
債
務

、
「

」
「

免
除
等
が
あ
っ
た
場
合
の
欠
損
金
額
等
の
当
期
控
除
額
㉖
の
欄
は
記
載
し
な
い
こ
と

」
。

９
外
国
の
事
務
所
又
は
事
業
所

政
令
第
2
0
条
の
２
の
2
0
第
１
項
に
規
定
す
る
外
国
の
事
務
所
又
は
事
業
所

６
外
国
の
事
務
所
又
は
事
業
所

政
令
第
2
0
条
の
２
の
1
9
第
１
項
に
規
定
す
る
外
国
の
事
務
所
又
は
事
業
所

（
（

を
い
う

以
下
こ
の
記
載
要
領
に
お
い
て
同
じ

を
有
し
な
い
内
国
法
人
が
事
業
年
度
の
中
途
に
お
い
て

を
い
う

以
下
こ
の
記
載
要
領
に
お
い
て
同
じ

を
有
し
な
い
内
国
法
人
が
事
業
年
度
の
中
途
に
お
い
て

。
。
）

。
。
）



外
国
の
事
務
所
又
は
事
業
所
を
有
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
又
は
特
定
内
国
法
人

法
第
7
2
条
の
1
9
に
規
定

外
国
の
事
務
所
又
は
事
業
所
を
有
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
又
は
特
定
内
国
法
人

法
第
7
2
条
の
1
9
に
規
定

（
（

す
る
特
定
内
国
法
人
を
い
う

が
事
業
年
度
の
中
途
に
お
い
て
外
国
の
事
務
所
又
は
事
業
所
を
有
し
な
い

す
る
特
定
内
国
法
人
を
い
う

が
事
業
年
度
の
中
途
に
お
い
て
外
国
の
事
務
所
又
は
事
業
所
を
有
し
な
い

。
）

。
）

こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
は

外
国
に
お
け
る
事
務
所
又
は
事
業
所
の
期
末
の
従
業
者
数
㊲
の
欄
に
は

こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
は

外
国
に
お
け
る
事
務
所
又
は
事
業
所
の
期
末
の
従
業
者
数
㉟

の
欄
に
は

、
「

」
、

、
「

」
、

当
該
事
業
年
度
に
属
す
る
各
月
の
末
日
現
在
に
お
け
る
外
国
の
事
務
所
又
は
事
業
所
の
従
業
者
の
数
を
合
計

当
該
事
業
年
度
に
属
す
る
各
月
の
末
日
現
在
に
お
け
る
外
国
の
事
務
所
又
は
事
業
所
の
従
業
者
の
数
を
合
計

し
た
数
を
当
該
事
業
年
度
の
月
数
で
除
し
て
得
た
数

そ
の
数
に
１
人
に
満
た
な
い
端
数
を
生
じ
た
と
き
は

し
た
数
を
当
該
事
業
年
度
の
月
数
で
除
し
て
得
た
数

そ
の
数
に
１
人
に
満
た
な
い
端
数
を
生
じ
た
と
き
は

（
（

こ
れ
を
１
人
と
す
る

以
下
こ
の
記
載
要
領
に
お
い
て
同
じ

を
記
載
し

期
末
の
総
従
業
者
数
㊳

こ
れ
を
１
人
と
す
る

以
下
こ
の
記
載
要
領
に
お
い
て
同
じ

を
記
載
し

期
末
の
総
従
業
者
数
㊱

、
。

。
）

、
「

、
。

。
）

、
「

の
欄
に
は

当
該
事
業
年
度
に
属
す
る
各
月
の
末
日
現
在
に
お
け
る
法
の
施
行
地
内
に
有
す
る
事
務
所
又

の
欄
に
は

当
該
事
業
年
度
に
属
す
る
各
月
の
末
日
現
在
に
お
け
る
法
の
施
行
地
内
に
有
す
る
事
務
所
又

」
、

」
、

は
事
業
所
の
従
業
者
の
数
を
合
計
し
た
数
を
当
該
事
業
年
度
の
月
数
で
除
し
て
得
た
数

そ
の
数
に
１
人
に

は
事
業
所
の
従
業
者
の
数
を
合
計
し
た
数
を
当
該
事
業
年
度
の
月
数
で
除
し
て
得
た
数

そ
の
数
に
１
人
に

（
（

満
た
な
い
端
数
を
生
じ
た
と
き
は

こ
れ
を
１
人
と
す
る

と
当
該
事
業
年
度
に
属
す
る
各
月
の
末
日
現

満
た
な
い
端
数
を
生
じ
た
と
き
は

こ
れ
を
１
人
と
す
る

と
当
該
事
業
年
度
に
属
す
る
各
月
の
末
日
現

、
。
）

、
。
）

在
に
お
け
る
外
国
の
事
務
所
又
は
事
業
所
の
従
業
者
の
数
を
合
計
し
た
数
を
当
該
事
業
年
度
の
月
数
で
除
し

在
に
お
け
る
外
国
の
事
務
所
又
は
事
業
所
の
従
業
者
の
数
を
合
計
し
た
数
を
当
該
事
業
年
度
の
月
数
で
除
し

て
得
た
数
と
を
合
計
し
た
数
を
記
載
す
る
こ
と

て
得
た
数
と
を
合
計
し
た
数
を
記
載
す
る
こ
と

。
。

10
略

７
同
左

［
］

［
］

第
六
号
様
式
別
表
五
の
二
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
ロ
ー
ズ
色
）
（
第
五
条
関
係
）

第
六
号
様
式
別
表
五
の
二
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
ロ
ー
ズ
色
）
（
第
五
条
関
係
）

［
様
式

別
紙
二
十
三

挿
入
］

［
様
式

別
紙
二
十
二

挿
入
］

第
六
号
様
式
別
表
五
の
二
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
ロ
ー
ズ
色
）
（
第
五
条
関
係
）

第
六
号
様
式
別
表
五
の
二
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
ロ
ー
ズ
色
）
（
第
五
条
関
係
）

［
様
式

別
紙
二
十
五

挿
入
］

［
様
式

別
紙
二
十
四

挿
入
］

第
６
号
様
式
別
表
５
の
２
記
載
要
領

第
６
号
様
式
別
表
５
の
２
記
載
要
領

１
こ
の
計
算
書
は

法
第
7
2
条
の
２
第
１
項
第
１
号
イ
又
は
第
３
号
イ
に
掲
げ
る
法
人
が

付
加
価
値
割
の

１
こ
の
計
算
書
は

法
第
7
2
条
の
２
第
１
項
第
１
号
イ
に
掲
げ
る
法
人
が

付
加
価
値
割
の
課
税
標
準
と
な

、
、

、
、

課
税
標
準
と
な
る
付
加
価
値
額
及
び
資
本
割
の
課
税
標
準
と
な
る
資
本
金
等
の
額
の
計
算
を
行
う
場
合
に
記

る
付
加
価
値
額
及
び
資
本
割
の
課
税
標
準
と
な
る
資
本
金
等
の
額
の
計
算
を
行
う
場
合
に
記
載
し

第
６
号

、

載
し
第
６
号
様
式
又
は
第
６
号
様
式
そ
の
２
の
申
告
書
に
添
付
す
る
こ
と

様
式
の
申
告
書
に
添
付
す
る
こ
と

、
（

）
。

。

２
略

２
同
左

［
］

［
］

第
１
号

「
３

法
第
72条
の
２
第
１
項
・

に
掲
げ
る
事
業

と
な
っ
て
い
る
箇
所
に
つ
い
て
は
事
業
の
区

新
設

、
［

］
第
３
号

」

分
に
応
じ

第
１
号
と
第
３
号

の
い
ず
れ
か
を
○
印
で
囲
ん
で
表
示
す
る
こ
と

、
「

」
「

」
。

４
法
第
7
2
条
の
２
第
１
項
第
１
号
に
掲
げ
る
事
業
と
同
項
第
３
号
に
掲
げ
る
事
業
と
を
併
せ
て
行
う
法
人
に

新
設

［
］

あ
っ
て
は

そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
に
係
る
付
加
価
値
額
及
び
資
本
金
等
の
額
の
計
算
の
別
を
明
ら
か
に
し
て
記

、

載
し
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
ご
と
に
提
出
す
る
こ
と

、
。

５
単
年
度
損
益
⑤
の
欄
の
記
載
に
当
た

て
は
次
に
よ
る
こ
と

３
単
年
度
損
益
⑤
の
欄
の
記
載
に
当
た
て
は
次
に
よ
る
こ
と

「
」

っ
、

。
「

」
っ

、
。

1
法
第
72
条
の
18
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
政
令
第
20
条
の
２
の
12の
規
定

1
法
第
72
条
の
18
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
政
令
第
20条
の
２
の
12の
規
定
に
よ
る

(
)

(
)

に
よ
る
読
替
え
後
の
法
人
税
法
第
59
条
第
１
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
法
人
に
あ
て
は

読
替
え
後
の
法
人
税
法
第
59条
第
１
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
法
人
に
あ
て
は
同
欄
中

っ
、

っ
、

同
欄
中
第
６
号
様
式

○

6
7
と
あ
る
の
は

(第
６
号
様
式

○

6
7－
別
表
1
0⑨
)
と

別
表
５
㉔
と
あ

第
６
号
様
式

○

6
8
と
あ
る
の
は

(第
６
号
様
式

○

6
8－
別
表
1
0⑨
)
と

別
表
５
㉔
と
あ
る
の
は

「
」

「
」

、
「

」
「

」
「

」
、
「

」

る
の
は

(別
表
５
㉔
－
別
表
1
0⑨
)
と
読
み
替
え
て
計
算
し
た
金
額
を
記
載
す
る
こ
と

(別
表
５
㉔
－
別
表
1
0⑨
)
と
読
み
替
え
て
計
算
し
た
金
額
を
記
載
す
る
こ
と

「
」

。
「

」
。

2
法
第
72
条
の
18
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
政
令
第
20
条
の
２
の
12の
規
定

2
法
人
税
法
第
59
条
第
２
項

（同
項
第
３
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
に
限
る

）の
規
定
の
適

(
)

(
)

。

に
よ
る
読
替
え
後
の
法
人
税
法
第
59
条
第
２
項

（東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の

用
を
受
け
よ
う
と
す
る
法
人
に
あ

て
は

同
欄
中

第
６
号
様
式

○

6
8
と
あ
る
の
は

(
第
６
号
様
式

っ
、

「
」

「

臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
平
成
23
年
法
律
第
29
号
以
下
こ
の
記
載
要
領
に
お
い
て
震
災
特
例
法

○

6
8
－
別
表
1
0
㉑
)
と

別
表
５
㉔

と
あ
る
の
は

(
別
表
５
㉔
－
別
表
1
0
㉑
)
と
読
み
替
え
て
計

（
。

「
」

」
、
「

」
「

」

と
い
う

第
1
7条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
み
法
人
税
法
第
5
9条
第

算
し
た
金
額
を
記
載
す
る
こ
と

。
）

、
。

２
項
第
３
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
に
限
る

）の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
法
人
に

。

あ
て
は
同
欄
中

第
６
号
様
式

○

6
7
と
あ
る
の
は

(第
６
号
様
式

○

6
7－
別
表
10㉑

)
と

別
表

っ
、

「
」

「
」

、
「



５
㉔
と
あ
る
の
は

(別
表
５
㉔
－
別
表
10㉑

)
と
読
み
替
え
て
計
算
し
た
金
額
を
記
載
す
る
こ
と

」
「

」
。

3
法
第
72
条
の
18
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
政
令
第
20
条
の
２
の
12の
規
定

3
法
人
税
法
第
59
条
第
２
項

（同
項
第
３
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く

）の
規
定
の
適

(
)

(
)

。

に
よ
る
読
替
え
後
の
法
人
税
法
第
59
条
第
２
項

（震
災
特
例
法
第
17条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

用
を
受
け
よ
う
と
す
る
法
人
に
あ

て
は

同
欄
中

第
６
号
様
式

○

6
8
と
あ
る
の
は

(
第
６
号
様
式

っ
、

「
」

「

て
適
用
す
る
場
合
を
含
み
法
人
税
法
第
59
条
第
２
項
第
３
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く

○

6
8
－
別
表
1
1
⑫
)
と

別
表
５
㉔

と
あ
る
の
は

(
別
表
５
㉔
－
別
表
1
1
⑫
)
と
読
み
替
え
て
計

、
」

、
「

」
「

」

）の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
法
人
に
あ
て
は
同
欄
中
第
６
号
様
式

○

6
7
と
あ
る
の
は

算
し
た
金
額
を
記
載
す
る
こ
と

。
っ

、
「

」
。

(第
６
号
様
式

○

6
7－
別
表
11
⑫
)
と

別
表
５
㉔
と
あ
る
の
は

(別
表
５
㉔
－
別
表
11
⑫
)
と

「
」

、
「

」
「

」

読
み
替
え
て
計
算
し
た
金
額
を
記
載
す
る
こ
と
。

4
法
第
72
条
の
18
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
政
令
第
20
条
の
２
の
12の
規
定

4
法
人
税
法
第
59
条
第
３
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
法
人
に
あ
て
は
同
欄
中
第
６
号

(
)

(
)

っ
、

「

に
よ
る
読
替
え
後
の
法
人
税
法
第
59
条
第
３
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
法
人
に
あ

て
は

様
式

○

6
8
と
あ
る
の
は

(
第
６
号
様
式

○

6
8
－
別
表
1
1
⑫
)
と

別
表
５
㉔

と
あ
る
の
は

(
別
表

っ
、

」
「

」
、
「

」
「

同
欄
中
第
６
号
様
式

○
6
7
と
あ
る
の
は

(第
６
号
様
式

○

6
7－
別
表
1
1⑫
)
と

別
表
５
㉔
と
あ

５
㉔
－
別
表
1
1⑫
)
と
読
み
替
え
て
計
算
し
た
金
額
を
記
載
す
る
こ
と

「
」

「
」

、
「

」
」

。

る
の
は

(別
表
５
㉔
－
別
表
1
1⑫
)
と
読
み
替
え
て
計
算
し
た
金
額
を
記
載
す
る
こ
と

「
」

。

5
略

5
同
左

［
(
)

］
［
(
)

］

6
租
税
特
別
措
置
法
第
66
条
の
５
の
３
第
１
項
又
は
第
68
条
の
89
の
３
第
１
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る

6
租
税
特
別
措
置
法
第
66
条
の
５
の
３
第
１
項
又
は
第
68
条
の
89
の
３
第
１
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る

(
)

(
)

法
人
に
あ
っ
て
は
法
人
税
の
明
細
書
別
表
17
２
の
３

の
10
の
欄
か
ら
23
の
欄
を
控
除
し

法
人
に
あ
っ
て
は

法
人
税
の
明
細
書

別
表
17
２
の
３

の
10
の
欄
か
ら
23
の
欄
を
控
除
し

、
（

（
）
）

(
)

(
)

、
（

（
）
）

(
)

(
)

た
金
額
又
は
法
人
税
の
明
細
書

別
表
1
7
の
２
3
付
表
一

の
1
0
の
計
の
欄
か
ら
2
8
の
欄
を
控
除

た
金
額
又
は
法
人
税
の
明
細
書
別
表
1
7の
２
3
付
表
一
の
8
の
計
の
欄
か
ら
2
6
の
欄
を
控
除
し

（
(
)

）
(
)

(
)

（
(
)

）
(
)

(
)

し
た
金
額
を
加
算
し
た
金
額
を
記
載
す
る
こ
と

た
金
額
を
記
載
す
る
こ
と

。
。

7
第
６
号
様
式
別
表
５
の
㉘
か
ら
㉝
ま
で
及
び
㉟
の
各
欄
に
記
載
の
あ
る
法
人
に
あ
て
は
こ
れ
ら
の
欄

7
第
６
号
様
式
別
表
５
の
㉘
か
ら
㉝
ま
で
の
各
欄
に
記
載
の
あ
る
法
人
に
あ
て
は
こ
れ
ら
の
欄
の
合

(
)

っ
(
)

っ
、

の
合
計
額
を
減
算
し
た
金
額
を
記
載
し

同
表
の
㉞
の
欄
に
記
載
の
あ
る
法
人
に
あ
っ
て
は
同
欄
を
加
算

計
額
を
減
算
し
た
金
額
を
記
載
す
る
こ
と

、
。

し
た
金
額
を
記
載
す
る
こ
と
。

６
略

４
同
左

［
］

［
］

７
国
内
に
お
け
る
所
得
等
課
税
事
業
に
係
る
期
末
の
従
業
者
数
㉑

の
欄
か
ら
計
㉓
の
欄
ま
で
は

新
設

「
」

「
」

、
［

］

法
第
7
2
条
の
２
第
１
項
第
１
号
に
掲
げ
る
事
業
と
同
項
第
３
号
に
掲
げ
る
事
業
と
を
併
せ
て
行
う
法
人
が
記

載
し

次
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は

国
内
に
お
け
る
所
得
等
課
税
事
業
に
係
る
期
末
の
従
業

、
、
「

者
数
㉑

の
欄
に
は

当
該
事
業
年
度
に
属
す
る
各
月
の
末
日
現
在
に
お
け
る
法
の
施
行
地
内
に
有
す
る
事

」
、

務
所
又
は
事
業
所
の
従
業
者
の
う
ち
同
項
第
１
号
に
掲
げ
る
事
業

非
課
税
事
業
を
除
く

以
下
こ
の
記
載

（
。

要
領
に
お
い
て

所
得
等
課
税
事
業

と
い
う

に
係
る
者
の
数
を
合
計
し
た
数
を
当
該
事
業
年
度
の
月

「
」

。
）

数
で
除
し
て
得
た
数

そ
の
数
に
１
人
に
満
た
な
い
端
数
を
生
じ
た
と
き
は

こ
れ
を
１
人
と
す
る

以
下

（
、

。

こ
の
記
載
要
領
に
お
い
て
同
じ

を
記
載
し

国
内
に
お
け
る
収
入
金
額
等
課
税
事
業
に
係
る
期
末
の

。
）

、
「

従
業
者
数
㉒

の
欄
に
は

各
事
業
年
度
に
属
す
る
各
月
の
末
日
現
在
に
お
け
る
法
の
施
行
地
内
に
有
す
る

」
、

事
務
所
又
は
事
業
所
の
従
業
者
の
う
ち
同
項
第
３
号
に
掲
げ
る
事
業

以
下
こ
の
記
載
要
領
に
お
い
て
収

（
「

入
金
額
等
課
税
事
業

と
い
う

に
係
る
者
の
数
を
合
計
し
た
数
を
当
該
事
業
年
度
の
月
数
で
除
し
て
得

」
。
）

た
数

そ
の
数
に
１
人
に
満
た
な
い
端
数
を
生
じ
た
と
き
は

こ
れ
を
１
人
と
す
る

以
下
こ
の
記
載
要
領

（
、

。

に
お
い
て
同
じ

を
記
載
し

計
㉓

の
欄
に
は

各
事
業
年
度
に
属
す
る
各
月
の
末
日
現
在
に
お
け

。
）

、
「

」
、

る
法
の
施
行
地
内
に
有
す
る
事
務
所
又
は
事
業
所
の
従
業
者
の
う
ち
所
得
等
課
税
事
業
に
係
る
者
の
数
を
合

計
し
た
数
を
当
該
事
業
年
度
の
月
数
で
除
し
て
得
た
数
と
各
事
業
年
度
に
属
す
る
各
月
の
末
日
現
在
に
お
け

る
法
の
施
行
地
内
に
有
す
る
事
務
所
又
は
事
業
所
の
従
業
者
の
う
ち
収
入
金
額
等
課
税
事
業
に
係
る
者
の
数

を
合
計
し
た
数
を
当
該
事
業
年
度
の
月
数
で
除
し
て
得
た
数
と
を
合
計
し
た
数
を
記
載
す
る
こ
と
。

1
所
得
等
課
税
事
業
を
行
う
法
人
が
事
業
年
度
の
中
途
に
お
い
て
収
入
金
額
等
課
税
事
業
を
開
始
し
た
場

(
)



合

2
収
入
金
額
等
課
税
事
業
を
行
う
法
人
が
事
業
年
度
の
中
途
に
お
い
て
所
得
等
課
税
事
業
を
開
始
し
た
場

(
)合

3
所
得
等
課
税
事
業
と
収
入
金
額
等
課
税
事
業
と
を
併
せ
て
行
う
法
人
が
事
業
年
度
の
中
途
に
お
い
て
所

(
)得
等
課
税
事
業
又
は
収
入
金
額
等
課
税
事
業
を
廃
止
し
た
場
合

第
六
号
様
式
別
表
五
の
二
の
二
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
ロ
ー
ズ
色
）
（
第
五
条
関
係
）

第
六
号
様
式
別
表
五
の
二
の
二
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
ロ
ー
ズ
色
）
（
第
五
条
関
係
）

［
様
式

別
紙
二
十
七

挿
入
］

［
様
式

別
紙
二
十
六

挿
入
］

第
六
号
様
式
別
表
五
の
二
の
二
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
ロ
ー
ズ
色
）
（
第
五
条
関
係
）

第
六
号
様
式
別
表
五
の
二
の
二
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
ロ
ー
ズ
色
）
（
第
五
条
関
係
）

［
様
式

略
］

［
様
式

同
上
］

第
６
号
様
式
別
表
５
の
２
の
２
記
載
要
領

第
６
号
様
式
別
表
５
の
２
の
２
記
載
要
領

１
・
２

略
１
・
２
同
左

［
］

［
］

第
１
号

「
３

法
第
72条
の
２
第
１
項
・
に
掲
げ
る
事
業

と
な
っ
て
い
る
箇
所
に
つ
い
て
は
事
業
の
区

新
設

、
［

］
第
３
号

」

分
に
応
じ

第
１
号
と
第
３
号
の
い
ず
れ
か
を
○
印
で
囲
ん
で
表
示
す
る
こ
と

、
「

」
「

」
。

４
法
第
7
2
条
の
２
第
１
項
第
１
号
に
掲
げ
る
事
業
と
同
項
第
３
号
に
掲
げ
る
事
業
と
を
併
せ
て
行
う
法
人
に

新
設

［
］

あ
っ
て
は

そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
に
係
る
付
加
価
値
額
等
の
計
算
の
別
を
明
ら
か
に
し
て
記
載
し

そ
れ
ぞ
れ

、
、

の
事
業
ご
と
に
提
出
す
る
こ
と
。

５
外
国
の
事
務
所
又
は
事
業
所

政
令
第
2
0
条
の
２
の
2
0
第
１
項
に
規
定
す
る
外
国
の
事
務
所
又
は
事
業
所

３
外
国
の
事
務
所
又
は
事
業
所

政
令
第
2
0
条
の
２
の
1
9
第
１
項
に
規
定
す
る
外
国
の
事
務
所
又
は
事
業
所

（
（

を
い
う

以
下
こ
の
記
載
要
領
に
お
い
て
同
じ

を
有
し
な
い
内
国
法
人
が
事
業
年
度
の
中
途
に
お
い
て

を
い
う

以
下
こ
の
記
載
要
領
に
お
い
て
同
じ

を
有
し
な
い
内
国
法
人
が
事
業
年
度
の
中
途
に
お
い
て

。
。
）

。
。
）

外
国
の
事
務
所
又
は
事
業
所
を
有
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
又
は
特
定
内
国
法
人

法
第
7
2条
の
1
9に
規
定

外
国
の
事
務
所
又
は
事
業
所
を
有
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
又
は
特
定
内
国
法
人

法
第
7
2条
の
1
9に
規
定

（
（

す
る
特
定
内
国
法
人
を
い
う

が
事
業
年
度
の
中
途
に
お
い
て
外
国
の
事
務
所
又
は
事
業
所
を
有
し
な
い

す
る
特
定
内
国
法
人
を
い
う

が
事
業
年
度
の
中
途
に
お
い
て
外
国
の
事
務
所
又
は
事
業
所
を
有
し
な
い

。
）

。
）

こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
は

外
国
に
お
け
る
事
務
所
又
は
事
業
所
の
期
末
の
従
業
者
数
⑪

の
欄
に
は

こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
は

外
国
に
お
け
る
事
務
所
又
は
事
業
所
の
期
末
の
従
業
者
数
⑪

の
欄
に
は

、
「

」
、

、
「

」
、

当
該
事
業
年
度
に
属
す
る
各
月
の
末
日
現
在
に
お
け
る
外
国
の
事
務
所
又
は
事
業
所
の
従
業
者
の
数
を
合
計

当
該
事
業
年
度
に
属
す
る
各
月
の
末
日
現
在
に
お
け
る
外
国
の
事
務
所
又
は
事
業
所
の
従
業
者
の
数
を
合
計

し
た
数
を
当
該
事
業
年
度
の
月
数
で
除
し
て
得
た
数

そ
の
数
に
１
人
に
満
た
な
い
端
数
を
生
じ
た
と
き
は

し
た
数
を
当
該
事
業
年
度
の
月
数
で
除
し
て
得
た
数

そ
の
数
に
１
人
に
満
た
な
い
端
数
を
生
じ
た
と
き
は

（
（

こ
れ
を
１
人
と
す
る

以
下
こ
の
記
載
要
領
に
お
い
て
同
じ

を
記
載
し

期
末
の
総
従
業
者
数
⑫

こ
れ
を
１
人
と
す
る

以
下
こ
の
記
載
要
領
に
お
い
て
同
じ

を
記
載
し

期
末
の
総
従
業
者
数
⑫

、
。

。
）

、
「

、
。

。
）

、
「

の
欄
に
は

当
該
事
業
年
度
に
属
す
る
各
月
の
末
日
現
在
に
お
け
る
法
の
施
行
地
内
に
有
す
る
事
務
所
又

の
欄
に
は

当
該
事
業
年
度
に
属
す
る
各
月
の
末
日
現
在
に
お
け
る
法
の
施
行
地
内
に
有
す
る
事
務
所
又

」
、

」
、

は
事
業
所
の
従
業
者
の
数
を
合
計
し
た
数
を
当
該
事
業
年
度
の
月
数
で
除
し
て
得
た
数

そ
の
数
に
１
人
に

は
事
業
所
の
従
業
者
の
数
を
合
計
し
た
数
を
当
該
事
業
年
度
の
月
数
で
除
し
て
得
た
数

そ
の
数
に
１
人
に

（
（

満
た
な
い
端
数
を
生
じ
た
と
き
は

こ
れ
を
１
人
と
す
る

と
当
該
事
業
年
度
に
属
す
る
各
月
の
末
日
現

満
た
な
い
端
数
を
生
じ
た
と
き
は

こ
れ
を
１
人
と
す
る

と
当
該
事
業
年
度
に
属
す
る
各
月
の
末
日
現

、
。
）

、
。
）

在
に
お
け
る
外
国
の
事
務
所
又
は
事
業
所
の
従
業
者
の
数
を
合
計
し
た
数
を
当
該
事
業
年
度
の
月
数
で
除
し

在
に
お
け
る
外
国
の
事
務
所
又
は
事
業
所
の
従
業
者
の
数
を
合
計
し
た
数
を
当
該
事
業
年
度
の
月
数
で
除
し

て
得
た
数
と
を
合
計
し
た
数
を
記
載
す
る
こ
と

て
得
た
数
と
を
合
計
し
た
数
を
記
載
す
る
こ
と

。
。

６
略

４
同
左

［
］

［
］

第
六
号
様
式
別
表
五
の
二
の
三
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
ロ
ー
ズ
色
）
（
第
五
条
関
係
）

第
六
号
様
式
別
表
五
の
二
の
三
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
ロ
ー
ズ
色
）
（
第
五
条
関
係
）

［
様
式

別
紙
二
十
九

挿
入
］

［
様
式

別
紙
二
十
八

挿
入
］

第
六
号
様
式
別
表
五
の
二
の
三
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
ロ
ー
ズ
色
）
（
第
五
条
関
係
）

第
六
号
様
式
別
表
五
の
二
の
三
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
ロ
ー
ズ
色
）
（
第
五
条
関
係
）

［
様
式

別
紙
三
十
一

挿
入
］

［
様
式

別
紙
三
十

挿
入
］

第
６
号
様
式
別
表
５
の
２
の
３
記
載
要
領

第
６
号
様
式
別
表
５
の
２
の
３
記
載
要
領

１
こ
の
計
算
書
は

法
第
7
2
条
の
2
1
第
１
項
第
１
号
か
ら
第
３
号
ま
で
若
し
く
は
第
２
項

法
第
7
2
条
の
2
2
１

こ
の
計
算
書
は

法
第
7
2
条
の
2
1
第
１
項
第
１
号
か
ら
第
３
号
ま
で
若
し
く
は
第
２
項

法
第
7
2
条
の
2
2

、
、

、
、

若
し
く
は
法
附
則
第
９
条
第
１
項
若
し
く
は
第
４
項
か
ら
第
７
項
ま
で
又
は
政
令
第
2
0
条
の
２
の
2
6
の
規
定

若
し
く
は
法
附
則
第
９
条
第
１
項
若
し
く
は
第
４
項
か
ら
第
７
項
ま
で
若
し
く
は
平
成
2
8
年
改
正
法
附
則
第



の
適
用
を
受
け
る
法
人
が

資
本
割
の
課
税
標
準
と
な
る
資
本
金
等
の
額
の
計
算
を
行
う
場
合
に
記
載
し

５
条
第
1
1
項
又
は
政
令
第
2
0
条
の
２
の
2
5
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
法
人
が

資
本
割
の
課
税
標
準
と
な
る

、
、

、

第
６
号
様
式
別
表
５
の
２
に
併
せ
て
提
出
す
る
こ
と

資
本
金
等
の
額
の
計
算
を
行
う
場
合
に
記
載
し
第
６
号
様
式
別
表
５
の
２
に
併
せ
て
提
出
す
る
こ
と

。
、

。

２
略

２
同
左

［
］

［
］

３
次
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
に
は

収
入
金
額
課
税
事
業
以
外
の
事
業
に
係
る
期
末
の
従
業
者

３
次
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
に
は

収
入
金
額
課
税
事
業
以
外
の
事
業
に
係
る
期
末
の
従
業
者

、
「

、
「

数
③

の
欄
に
は

当
該
事
業
年
度
に
属
す
る
各
月
の
末
日
現
在
に
お
け
る
収
入
金
額
課
税
事
業
以
外
の
事

数
③

の
欄
に
は

当
該
事
業
年
度
に
属
す
る
各
月
の
末
日
現
在
に
お
け
る
収
入
金
額
課
税
事
業
以
外
の
事

」
、

」
、

業
法
第
7
2
条
の
２
第
１
項
第
１
号
及
び
第
３
号
に
掲
げ
る
事
業
を
い
う

以
下
こ
の
記
載
要
領
に
お
い
て

業
法
第
7
2
条
の
２
第
１
項
第
１
号
に
掲
げ
る
事
業
を
い
う

以
下
こ
の
記
載
要
領
に
お
い
て
同
じ

に
（

。
（

。
。
）

同
じ

に
係
る
従
業
者
の
数
を
合
計
し
た
数
を
当
該
事
業
年
度
の
月
数
で
除
し
て
得
た
数

そ
の
数
に
１

係
る
従
業
者
の
数
を
合
計
し
た
数
を
当
該
事
業
年
度
の
月
数
で
除
し
て
得
た
数

そ
の
数
に
１
人
に
満
た
な

。
）

（
（

人
に
満
た
な
い
端
数
を
生
じ
た
と
き
は

こ
れ
を
１
人
と
す
る

以
下
こ
の
記
載
要
領
に
お
い
て
同
じ

い
端
数
を
生
じ
た
と
き
は

こ
れ
を
１
人
と
す
る

以
下
こ
の
記
載
要
領
に
お
い
て
同
じ

を
記
載
し

、
。

。
）

、
。

。
）

、

を
記
載
し

期
末
の
総
従
業
者
数
④

の
欄
に
は

当
該
事
業
年
度
に
属
す
る
各
月
の
末
日
現
在
に
お
け

期
末
の
総
従
業
者
数
④

の
欄
に
は

当
該
事
業
年
度
に
属
す
る
各
月
の
末
日
現
在
に
お
け
る
収
入
金
額

、
「

」
、

「
」

、

る
収
入
金
額
課
税
事
業
以
外
の
事
業
に
係
る
従
業
者
の
数
を
合
計
し
た
数
を
当
該
事
業
年
度
の
月
数
で
除
し

課
税
事
業
以
外
の
事
業
に
係
る
従
業
者
の
数
を
合
計
し
た
数
を
当
該
事
業
年
度
の
月
数
で
除
し
て
得
た
数
と

て
得
た
数
と
当
該
事
業
年
度
に
属
す
る
各
月
の
末
日
現
在
に
お
け
る
収
入
金
額
課
税
事
業
同
項
第
２
号
に

当
該
事
業
年
度
に
属
す
る
各
月
の
末
日
現
在
に
お
け
る
収
入
金
額
課
税
事
業

同
項
第
２
号
に
掲
げ
る
事
業

（
（

掲
げ
る
事
業
を
い
う

以
下
こ
の
記
載
要
領
に
お
い
て
同
じ

に
係
る
従
業
者
の
数
を
合
計
し
た
数
を
当

を
い
う

以
下
こ
の
記
載
要
領
に
お
い
て
同
じ

に
係
る
従
業
者
の
数
を
合
計
し
た
数
を
当
該
事
業
年
度

。
。
）

。
。
）

該
事
業
年
度
の
月
数
で
除
し
て
得
た
数

そ
の
数
に
１
人
に
満
た
な
い
端
数
を
生
じ
た
と
き
は

こ
れ
を
１

の
月
数
で
除
し
て
得
た
数

そ
の
数
に
１
人
に
満
た
な
い
端
数
を
生
じ
た
と
き
は

こ
れ
を
１
人
と
す
る

（
、

（
、

。

人
と
す
る

と
を
合
計
し
た
数
を
記
載
す
る
こ
と

と
を
合
計
し
た
数
を
記
載
す
る
こ
と

。
）

。
）

。

1
3
略

1
3
同
左

［
(
)～
(
)

］
［
(
)～
(
)

］

４
外
国
の
事
業
に
係
る
控
除
額
⑧

の
欄
は
法
第
7
2
条
の
２
第
１
項
第
１
号
に
掲
げ
る
事
業
と
同
項
第

新
設

「
」

、
［

］

３
号
に
掲
げ
る
事
業
と
を
併
せ
て
行
う
法
人
に
あ
っ
て
は

同
欄
中

別
表
５
の
２
の
２
⑩

と
あ
る
の
は

、
「

」

そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
に
係
る
別
表
５
の
２
の
２
⑥
の
欄
の
合
計
額

同
表
⑦
の
欄
の
合
計
額

同
表
⑧
の
欄

「
、

、

の
合
計
額
及
び
同
表
⑨
の
欄
の
合
計
額
の
合
計
額

と
同
表
⑤

と
あ
る
の
は

そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
に

」
、
「

」
「

係
る
別
表
５
の
２
の
２
①
の
欄
の
合
計
額

同
表
②
の
欄
の
合
計
額

同
表
③
の
欄
の
合
計
額
及
び
同
表
④

、
、

の
欄
の
合
計
額
の
合
計
額

と
別
表
５
の
２
の
２
⑪

と
あ
る
の
は

そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
に
係
る
別
表

」
、
「

」
「

５
の
２
の
２
⑪
の
欄
の
従
業
者
数
を
合
計
し
た
数

と
同
表
⑫

と
あ
る
の
は

そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
に

」
、
「

」
「

係
る
別
表
５
の
２
の
２
⑫
の
欄
の
従
業
者
数
を
合
計
し
た
数

と
読
み
替
え
て
計
算
し
た
金
額
を
記
載
す
る

」

こ
と
。

５
特
定
内
国
法
人
の
付
加
価
値
額
の
総
額
に
占
め
る
国
内
の
事
業
に
帰
属
す
る
付
加
価
値
額
の
割
合
⑬

新
設

「
」

［
］

の
欄
は

法
第
7
2条
の
２
第
１
項
第
１
号
に
掲
げ
る
事
業
と
同
項
第
３
号
に
掲
げ
る
事
業
と
を
併
せ
て
行
う

、

法
人
に
あ
っ
て
は

同
欄
中

別
表
５
の
２
の
２
⑤

及
び

同
表
⑤

と
あ
る
の
は

そ
れ
ぞ
れ
の
事
業

、
「

」
「

」
「

に
係
る
別
表
５
の
２
の
２
①
の
欄
の
合
計
額

同
表
②
の
欄
の
合
計
額

同
表
③
の
欄
の
合
計
額
及
び
同
表

、
、

④
の
欄
の
合
計
額
の
合
計
額

と
同
表
⑩

と
あ
る
の
は

そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
に
係
る
別
表
５
の
２
の

」
、
「

」
「

２
⑥
の
欄
の
合
計
額

同
表
⑦
の
欄
の
合
計
額

同
表
⑧
の
欄
の
合
計
額
及
び
同
表
⑨
の
欄
の
合
計
額
の
合

、
、

計
額
と
読
み
替
え
て
計
算
し
た
割
合
を
記
載
す
る
こ
と

」
。

６
次
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
に
は

国
内
に
お
け
る
非
課
税
事
業
に
係
る
期
末
の
従
業
者
数
⑭

４
次
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
に
は

国
内
に
お
け
る
非
課
税
事
業
に
係
る
期
末
の
従
業
者
数
⑭

、
「

、
「

の
欄
に
は

当
該
事
業
年
度
に
属
す
る
各
月
の
末
日
現
在
に
お
け
る
法
の
施
行
地
内
に
有
す
る
事
務
所
又

の
欄
に
は

当
該
事
業
年
度
に
属
す
る
各
月
の
末
日
現
在
に
お
け
る
法
の
施
行
地
内
に
有
す
る
事
務
所
又

」
、

」
、

は
事
業
所
の
従
業
者
の
う
ち
事
業
税
を
課
さ
れ
な
い
事
業

以
下
こ
の
記
載
要
領
に
お
い
て
非
課
税
事
業

は
事
業
所
の
従
業
者
の
う
ち
事
業
税
を
課
さ
れ
な
い
事
業

以
下
こ
の
記
載
要
領
に
お
い
て

非
課
税
事
業

（
「

（
「

と
い
う

に
係
る
者
の
数
を
合
計
し
た
数
を
当
該
事
業
年
度
の
月
数
で
除
し
て
得
た
数

そ
の
数
に
１

と
い
う

に
係
る
者
の
数
を
合
計
し
た
数
を
当
該
事
業
年
度
の
月
数
で
除
し
て
得
た
数

そ
の
数
に
１

」
。
）

（
」

。
）

（

人
に
満
た
な
い
端
数
を
生
じ
た
と
き
は

こ
れ
を
１
人
と
す
る

以
下
こ
の
記
載
要
領
に
お
い
て
同
じ

人
に
満
た
な
い
端
数
を
生
じ
た
と
き
は

こ
れ
を
１
人
と
す
る

以
下
こ
の
記
載
要
領
に
お
い
て
同
じ

、
。

。
）

、
。

。
）

を
記
載
し

国
内
に
お
け
る
事
務
所
又
は
事
業
所
の
期
末
の
従
業
者
数
⑮

の
欄
に
は

当
該
事
業
年
度

を
記
載
し

国
内
に
お
け
る
事
務
所
又
は
事
業
所
の
期
末
の
従
業
者
数
⑮

の
欄
に
は

当
該
事
業
年
度

、
「

」
、

、
「

」
、

に
属
す
る
各
月
の
末
日
現
在
に
お
け
る
法
の
施
行
地
内
に
有
す
る
事
務
所
又
は
事
業
所
の
従
業
者
の
う
ち
非

に
属
す
る
各
月
の
末
日
現
在
に
お
け
る
法
の
施
行
地
内
に
有
す
る
事
務
所
又
は
事
業
所
の
従
業
者
の
う
ち
非



課
税
事
業
に
係
る
者
の
数
を
合
計
し
た
数
を
当
該
事
業
年
度
の
月
数
で
除
し
て
得
た
数
と
当
該
事
業
年
度
に

課
税
事
業
に
係
る
者
の
数
を
合
計
し
た
数
を
当
該
事
業
年
度
の
月
数
で
除
し
て
得
た
数
と
当
該
事
業
年
度
に

属
す
る
各
月
の
末
日
現
在
に
お
け
る
法
の
施
行
地
内
に
有
す
る
事
務
所
又
は
事
業
所
の
従
業
者
の
う
ち
非
課

属
す
る
各
月
の
末
日
現
在
に
お
け
る
法
の
施
行
地
内
に
有
す
る
事
務
所
又
は
事
業
所
の
従
業
者
の
う
ち
非
課

税
事
業
以
外
の
事
業

法
第
7
2
条
の
２
第
１
項
第
１
号
及
び
第
３
号
に
掲
げ
る
事
業
に
限
る

以
下
こ
の
記

税
事
業
以
外
の
事
業

法
第
7
2
条
の
２
第
１
項
第
１
号
に
掲
げ
る
事
業
に
限
る

以
下
こ
の
記
載
要
領
に
お

（
。

（
。

載
要
領
に
お
い
て
同
じ

に
係
る
者
の
数
を
合
計
し
た
数
を
当
該
事
業
年
度
の
月
数
で
除
し
て
得
た
数

い
て
同
じ

に
係
る
者
の
数
を
合
計
し
た
数
を
当
該
事
業
年
度
の
月
数
で
除
し
て
得
た
数

そ
の
数
に
１

。
）

（
。
）

（

そ
の
数
に
１
人
に
満
た
な
い
端
数
を
生
じ
た
と
き
は

こ
れ
を
１
人
と
す
る

と
を
合
計
し
た
数
を
記
載

人
に
満
た
な
い
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
１
人
と
す
る

と
を
合
計
し
た
数
を
記
載
す
る
こ
と

、
。
）

、
。
）

。

す
る
こ
と
。

1
3
略

1
3
同
左

［
(
)～
(
)

］
［
(
)～
(
)

］

７
次
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
に
は

国
内
に
お
け
る
非
課
税
事
業
又
は
収
入
金
額
課
税
事
業
に

５
次
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
に
は

国
内
に
お
け
る
非
課
税
事
業
又
は
収
入
金
額
課
税
事
業
に

、
「

、
「

係
る
期
末
の
従
業
者
数
㊳

の
欄
に
は

当
該
事
業
年
度
に
属
す
る
各
月
の
末
日
現
在
に
お
け
る
恒
久
的
施

係
る
期
末
の
従
業
者
数
㊴

の
欄
に
は

当
該
事
業
年
度
に
属
す
る
各
月
の
末
日
現
在
に
お
け
る
恒
久
的
施

」
、

」
、

設
の
従
業
者
の
う
ち
非
課
税
事
業
又
は
収
入
金
額
課
税
事
業

以
下
こ
の
記
載
要
領
に
お
い
て

非
課
税
事

設
の
従
業
者
の
う
ち
非
課
税
事
業
又
は
収
入
金
額
課
税
事
業

以
下
こ
の
記
載
要
領
に
お
い
て
非
課
税
事

（
「

（
「

業
等

と
い
う

に
係
る
者
の
数
を
合
計
し
た
数
を
当
該
事
業
年
度
の
月
数
で
除
し
て
得
た
数

そ
の
数

業
等

と
い
う

に
係
る
者
の
数
を
合
計
し
た
数
を
当
該
事
業
年
度
の
月
数
で
除
し
て
得
た
数
そ
の
数

」
。
）

（
」

。
）

（

に
１
人
に
満
た
な
い
端
数
を
生
じ
た
と
き
は

こ
れ
を
１
人
と
す
る

以
下
こ
の
記
載
要
領
に
お
い
て
同
じ

に
１
人
に
満
た
な
い
端
数
を
生
じ
た
と
き
は

こ
れ
を
１
人
と
す
る

以
下
こ
の
記
載
要
領
に
お
い
て
同
じ

、
。

、
。

を
記
載
し

国
内
に
お
け
る
事
務
所
又
は
事
業
所
の
期
末
の
従
業
者
数
㊴

の
欄
に
は

各
事
業
年

を
記
載
し

国
内
に
お
け
る
事
務
所
又
は
事
業
所
の
期
末
の
従
業
者
数
㊵

の
欄
に
は

各
事
業
年

。
）

、
「

」
、

。
）

、
「

」
、

度
に
属
す
る
各
月
の
末
日
現
在
に
お
け
る
恒
久
的
施
設
の
従
業
者
の
う
ち
非
課
税
事
業
等
に
係
る
者
の
数
を

度
に
属
す
る
各
月
の
末
日
現
在
に
お
け
る
恒
久
的
施
設
の
従
業
者
の
う
ち
非
課
税
事
業
等
に
係
る
者
の
数
を

合
計
し
た
数
を
当
該
事
業
年
度
の
月
数
で
除
し
て
得
た
数
と
各
事
業
年
度
に
属
す
る
各
月
の
末
日
現
在
に
お

合
計
し
た
数
を
当
該
事
業
年
度
の
月
数
で
除
し
て
得
た
数
と
各
事
業
年
度
に
属
す
る
各
月
の
末
日
現
在
に
お

け
る
恒
久
的
施
設
の
従
業
者
の
う
ち
非
課
税
事
業
等
以
外
の
事
業

法
第
7
2
条
の
２
第
１
項
第
１
号
及
び
第

け
る
恒
久
的
施
設
の
従
業
者
の
う
ち
非
課
税
事
業
等
以
外
の
事
業

法
第
7
2
条
の
２
第
１
項
第
１
号
に
掲
げ

（
（

３
号
に
掲
げ
る
事
業
に
限
る

以
下
こ
の
記
載
要
領
に
お
い
て

そ
の
他
の
事
業
と
い
う

に
係
る
者

る
事
業
に
限
る

以
下
こ
の
記
載
要
領
に
お
い
て

そ
の
他
の
事
業

と
い
う

に
係
る
者
の
数
を
合
計

。
「

」
。
）

。
「

」
。
）

の
数
を
合
計
し
た
数
を
当
該
事
業
年
度
の
月
数
で
除
し
て
得
た
数

そ
の
数
に
１
人
に
満
た
な
い
端
数
を
生

し
た
数
を
当
該
事
業
年
度
の
月
数
で
除
し
て
得
た
数

そ
の
数
に
１
人
に
満
た
な
い
端
数
を
生
じ
た
と
き
は

（
（

じ
た
と
き
は
こ
れ
を
１
人
と
す
る

と
を
合
計
し
た
数
を
記
載
す
る
こ
と

こ
れ
を
１
人
と
す
る

と
を
合
計
し
た
数
を
記
載
す
る
こ
と

、
。
）

。
、

。
）

。

1
3
略

1
3
同
左

［
(
)～
(
)

］
［
(
)～
(
)

］

８
略

６
同
左

［
］

［
］

９
略

７
同
左

［
］

［
］

10
略

８
同
左

［
］

［
］

第
六
号
様
式
別
表
五
の
二
の
四
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
五
条
関
係
）

第
六
号
様
式
別
表
五
の
二
の
四
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
五
条
関
係
）

［
様
式

略
］

［
様
式

同
上
］

第
６
号
様
式
別
表
５
の
２
の
４
記
載
要
領

第
６
号
様
式
別
表
５
の
２
の
４
記
載
要
領

１
略

１
同
左

［
］

［
］

２
特
定
子
会
社
に
対
す
る
貸
付
金
及
び
保
有
す
る
特
定
子
会
社
の
発
行
す
る
社
債
の
金
額
等

の
各
欄
は

２
特
定
子
会
社
に
対
す
る
貸
付
金
及
び
保
有
す
る
特
定
子
会
社
の
発
行
す
る
社
債
の
金
額
等

の
各
欄
は

「
」

「
」

各
事
業
年
度
に
係
る
政
令
第
2
0
条
の
２
の
2
2
各
号
に
掲
げ
る
金
額
が
あ
る
場
合
に

同
条
第
１
号
か
ら
第

各
事
業
年
度
に
係
る
政
令
第
2
0
条
の
２
の
2
1
各
号
に
掲
げ
る
金
額
が
あ
る
場
合
に

同
条
第
１
号
か
ら
第

、
、

、
、

４
号
ま
で
に
掲
げ
る
金
額
の
合
計
額
を
記
載
す
る
こ
と

こ
の
場
合
に
お
い
て

当
該
各
号
第
４
号
を
除

４
号
ま
で
に
掲
げ
る
金
額
の
合
計
額
を
記
載
す
る
こ
と

こ
の
場
合
に
お
い
て

当
該
各
号

第
４
号
を
除

。
、

（
。

、
（

く
に
掲
げ
る
金
額
の
計
算
に
関
す
る
明
細
書
を
添
付
す
る
こ
と

く
に
掲
げ
る
金
額
の
計
算
に
関
す
る
明
細
書
を
添
付
す
る
こ
と

。
）

。
。
）

。

３
略

３
同
左

［
］

［
］

第
六
号
様
式
別
表
五
の
三
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
ロ
ー
ズ
色
）
（
第
五
条
関
係
）

第
六
号
様
式
別
表
五
の
三
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
ロ
ー
ズ
色
）
（
第
五
条
関
係
）

［
様
式

別
紙
三
十
三

挿
入
］

［
様
式

別
紙
三
十
二

挿
入
］

第
六
号
様
式
別
表
五
の
三
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
ロ
ー
ズ
色
）
（
第
五
条
関
係
）

第
六
号
様
式
別
表
五
の
三
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
ロ
ー
ズ
色
）
（
第
五
条
関
係
）

［
様
式

略
］

［
様
式

同
上
］

第
６
号
様
式
別
表
５
の
３
記
載
要
領

第
６
号
様
式
別
表
５
の
３
記
載
要
領

１
こ
の
明
細
書
は

法
第
7
2
条
の
２
第
１
項
第
１
号
イ
又
は
第
３
号
イ
に
掲
げ
る
法
人
が

法
第
7
2
条
の
1
5
１

こ
の
明
細
書
は

法
第
7
2
条
の
２
第
１
項
第
１
号
イ
に
掲
げ
る
法
人
が

法
第
7
2
条
の
1
5
に
規
定
す
る
報

、
、

、
、



に
規
定
す
る
報
酬
給
与
額
の
内
訳
に
つ
い
て
記
載
し

事
務
所
又
は
事
業
所
所
在
地
の
道
府
県
知
事

２
以

酬
給
与
額
の
内
訳
に
つ
い
て
記
載
し

事
務
所
又
は
事
業
所
所
在
地
の
道
府
県
知
事

２
以
上
の
道
府
県
に

、
（

、
（

上
の
道
府
県
に
事
務
所
又
は
事
業
所
を
有
す
る
法
人
に
あ
っ
て
は

主
た
る
事
務
所
又
は
事
業
所
所
在
地
の

事
務
所
又
は
事
業
所
を
有
す
る
法
人
に
あ
っ
て
は

主
た
る
事
務
所
又
は
事
業
所
所
在
地
の
道
府
県
知
事

、
、

）

道
府
県
知
事
に
第
６
号
様
式
別
表
５
の
２
に
併
せ
て
提
出
す
る
こ
と

に
第
６
号
様
式
別
表
５
の
２
に
併
せ
て
提
出
す
る
こ
と

）
、

。
、

。

２
略

２
同
左

［
］

［
］

第
１
号

「
３

法
第
7
2条
の
２
第
１
項

・
に
掲
げ
る
事
業

と
な
っ
て
い
る
箇
所
に
つ
い
て
は
事
業
の
区

新
設

、
［

］
第
３
号

」

分
に
応
じ

第
１
号
と
第
３
号
の
い
ず
れ
か
を
○
印
で
囲
ん
で
表
示
す
る
こ
と

、
「

」
「

」
。

４
法
第
7
2
条
の
２
第
１
項
第
１
号
に
掲
げ
る
事
業
と
同
項
第
３
号
に
掲
げ
る
事
業
と
を
併
せ
て
行
う
法
人
に

新
設

［
］

あ
っ
て
は

そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
に
係
る
報
酬
給
与
額
の
計
算
の
別
を
明
ら
か
に
し
て
記
載
し
そ
れ
ぞ
れ
の

、
、

事
業
ご
と
に
提
出
す
る
こ
と
。

５
略

３
同
左

［
］

［
］

第
六
号
様
式
別
表
五
の
三
の
二
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
五
条
関
係
）

第
六
号
様
式
別
表
五
の
三
の
二
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
五
条
関
係
）

［
様
式

別
紙
三
十
五

挿
入
］

［
様
式

別
紙
三
十
四

挿
入
］

第
６
号
様
式
別
表
５
の
３
の
２
記
載
要
領

第
６
号
様
式
別
表
５
の
３
の
２
記
載
要
領

１
こ
の
明
細
書
は
法
第
7
2条
の
1
5第
２
項
各
号
に
掲
げ
る
法
人
が
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
の
内
訳
に

こ
の
明
細
書
は
法
第
7
2条
の
1
5第
２
項
各
号
に
掲
げ
る
法
人
が
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
の
内
訳
に
つ

、
、

、
、

つ
い
て
記
載
し

事
務
所
又
は
事
業
所
所
在
地
の
道
府
県
知
事

２
以
上
の
道
府
県
に
事
務
所
又
は
事
業
所

い
て
記
載
し
事
務
所
又
は
事
業
所
所
在
地
の
道
府
県
知
事
２
以
上
の
道
府
県
に
事
務
所
又
は
事
業
所
を
有

、
（

、
（

を
有
す
る
法
人
に
あ
っ
て
は
主
た
る
事
務
所
又
は
事
業
所
所
在
地
の
道
府
県
知
事
に

第
６
号
様
式
別

す
る
法
人
に
あ
っ
て
は
主
た
る
事
務
所
又
は
事
業
所
所
在
地
の
道
府
県
知
事
に
第
６
号
様
式
別
表
５
の

、
）

、
、

）
、

表
５
の
３
に
併
せ
て
提
出
す
る
こ
と

３
に
併
せ
て
提
出
す
る
こ
と

。
。

第
１
号

「
２

法
第
72条
の
２
第
１
項
・
に
掲
げ
る
事
業

と
な
っ
て
い
る
箇
所
に
つ
い
て
は

事
業
の
区

、
第
３
号

」

分
に
応
じ

第
１
号
と

第
３
号
の
い
ず
れ
か
を
○
印
で
囲
ん
で
表
示
す
る
こ
と

、
「

」
「

」
。

３
法
第
72
条
の
２
第
１
項
第
１
号
に
掲
げ
る
事
業
と
同
項
第
３
号
に
掲
げ
る
事
業
と
を
併
せ
て
行
う
法
人
に

あ
っ
て
は
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
に
係
る
労
働
者
派
遣
等
の
明
細
の
別
を
明
ら
か
に
し
て
記
載
し

そ
れ
ぞ
れ

、
、

の
事
業
ご
と
に
提
出
す
る
こ
と
。

第
六
号
様
式
別
表
五
の
四
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
ロ
ー
ズ
色
）
（
第
五
条
関
係
）

第
六
号
様
式
別
表
五
の
四
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
ロ
ー
ズ
色
）
（
第
五
条
関
係
）

［
様
式

別
紙
三
十
七

挿
入
］

［
様
式

別
紙
三
十
六

挿
入
］

第
六
号
様
式
別
表
五
の
四
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
ロ
ー
ズ
色
）
（
第
五
条
関
係
）

第
六
号
様
式
別
表
五
の
四
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
ロ
ー
ズ
色
）
（
第
五
条
関
係
）

［
様
式

略
］

［
様
式

同
上
］

第
６
号
様
式
別
表
５
の
４
記
載
要
領

第
６
号
様
式
別
表
５
の
４
記
載
要
領

１
こ
の
明
細
書
は

法
第
7
2
条
の
２
第
１
項
第
１
号
イ
又
は
第
３
号
イ
に
掲
げ
る
法
人
が
法
第
7
2
条
の
1
6
１

こ
の
明
細
書
は

法
第
7
2
条
の
２
第
１
項
第
１
号
イ
に
掲
げ
る
法
人
が

法
第
7
2
条
の
1
6
に
規
定
す
る
純

、
、

、
、

に
規
定
す
る
純
支
払
利
子
の
内
訳
に
つ
い
て
記
載
し

事
務
所
又
は
事
業
所
所
在
地
の
道
府
県
知
事

２
以

支
払
利
子
の
内
訳
に
つ
い
て
記
載
し

事
務
所
又
は
事
業
所
所
在
地
の
道
府
県
知
事

２
以
上
の
道
府
県
に

、
（

、
（

上
の
道
府
県
に
事
務
所
又
は
事
業
所
を
有
す
る
法
人
に
あ
っ
て
は

主
た
る
事
務
所
又
は
事
業
所
所
在
地
の

事
務
所
又
は
事
業
所
を
有
す
る
法
人
に
あ
っ
て
は

主
た
る
事
務
所
又
は
事
業
所
所
在
地
の
道
府
県
知
事

、
、

）

道
府
県
知
事

に
第
６
号
様
式
別
表
５
の
２
に
併
せ
て
提
出
す
る
こ
と

に
第
６
号
様
式
別
表
５
の
２
に
併
せ
て
提
出
す
る
こ
と

）
、

。
、

。

２
略

２
同
左

［
］

［
］

第
１
号

「
３

法
第
72条
の
２
第
１
項
・
に
掲
げ
る
事
業

と
な
っ
て
い
る
箇
所
に
つ
い
て
は

事
業
の
区

新
設

、
［

］
第
３
号

」

分
に
応
じ

第
１
号
と

第
３
号
の
い
ず
れ
か
を
○
印
で
囲
ん
で
表
示
す
る
こ
と

、
「

」
「

」
。

４
法
第
7
2
条
の
２
第
１
項
第
１
号
に
掲
げ
る
事
業
と
同
項
第
３
号
に
掲
げ
る
事
業
と
を
併
せ
て
行
う
法
人
に

新
設

［
］



あ
っ
て
は

そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
に
係
る
純
支
払
利
子
の
計
算
の
別
を
明
ら
か
に
し
て
記
載
し

そ
れ
ぞ
れ
の

、
、

事
業
ご
と
に
提
出
す
る
こ
と
。

５
略

３
同
左

［
］

［
］

第
六
号
様
式
別
表
五
の
五
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
ロ
ー
ズ
色
）
（
第
五
条
関
係
）

第
六
号
様
式
別
表
五
の
五
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
ロ
ー
ズ
色
）
（
第
五
条
関
係
）

［
様
式

別
紙
三
十
九

挿
入
］

［
様
式

別
紙
三
十
八

挿
入
］

第
六
号
様
式
別
表
五
の
五
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
ロ
ー
ズ
色
）
（
第
五
条
関
係
）

第
六
号
様
式
別
表
五
の
五
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
ロ
ー
ズ
色
）
（
第
五
条
関
係
）

［
様
式

略
］

［
様
式

同
上
］

第
６
号
様
式
別
表
５
の
５
記
載
要
領

第
６
号
様
式
別
表
５
の
５
記
載
要
領

１
こ
の
明
細
書
は

法
第
7
2
条
の
２
第
１
項
第
１
号
イ
又
は
第
３
号
イ
に
掲
げ
る
法
人
が
法
第
7
2
条
の
1
7
１

こ
の
明
細
書
は

法
第
7
2
条
の
２
第
１
項
第
１
号
イ
に
掲
げ
る
法
人
が

法
第
7
2
条
の
1
7
に
規
定
す
る
純

、
、

、
、

に
規
定
す
る
純
支
払
賃
借
料
の
内
訳
に
つ
い
て
記
載
し

事
務
所
又
は
事
業
所
所
在
地
の
道
府
県
知
事
２

支
払
賃
借
料
の
内
訳
に
つ
い
て
記
載
し

事
務
所
又
は
事
業
所
所
在
地
の
道
府
県
知
事

２
以
上
の
道
府
県

、
（

、
（

以
上
の
道
府
県
に
事
務
所
又
は
事
業
所
を
有
す
る
法
人
に
あ
っ
て
は

主
た
る
事
務
所
又
は
事
業
所
所
在
地

に
事
務
所
又
は
事
業
所
を
有
す
る
法
人
に
あ
っ
て
は

主
た
る
事
務
所
又
は
事
業
所
所
在
地
の
道
府
県
知
事

、
、

の
道
府
県
知
事
に

第
６
号
様
式
別
表
５
の
２
に
併
せ
て
提
出
す
る
こ
と

に
第
６
号
様
式
別
表
５
の
２
に
併
せ
て
提
出
す
る
こ
と

）
、

。
）

、
。

２
略

２
同
左

［
］

［
］

第
１
号

「
３

法
第
72条
の
２
第
１
項
・
に
掲
げ
る
事
業

と
な
っ
て
い
る
箇
所
に
つ
い
て
は

事
業
の
区

新
設

、
［

］
第
３
号

」

分
に
応
じ

第
１
号
と

第
３
号
の
い
ず
れ
か
を
○
印
で
囲
ん
で
表
示
す
る
こ
と

、
「

」
「

」
。

４
法
第
7
2
条
の
２
第
１
項
第
１
号
に
掲
げ
る
事
業
と
同
項
第
３
号
に
掲
げ
る
事
業
と
を
併
せ
て
行
う
法
人
に

新
設

［
］

あ
っ
て
は

そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
に
係
る
純
支
払
賃
借
料
の
計
算
の
別
を
明
ら
か
に
し
て
記
載
し

そ
れ
ぞ
れ

、
、

の
事
業
ご
と
に
提
出
す
る
こ
と
。

５
略

３
同
左

［
］

［
］

第
六
号
様
式
別
表
五
の
六
の
二
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
五
条
関
係
）

第
六
号
様
式
別
表
五
の
六
の
二
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
五
条
関
係
）

［
様
式

別
紙
四
十
一

挿
入
］

［
様
式

別
紙
四
十

挿
入
］

第
６
号
様
式
別
表
５
の
６
の
２
記
載
要
領

第
６
号
様
式
別
表
５
の
６
の
２
記
載
要
領

１
こ
の
明
細
書
は

法
第
7
2
条
の
２
第
１
項
第
１
号
イ
又
は
第
３
号
イ
に
掲
げ
る
法
人
が

法
附
則
第
９
条

１
こ
の
明
細
書
は

法
第
72条
の
２
第
１
項
第
１
号
イ
に
掲
げ
る
法
人
が
法
附
則
第
９
条
第
13項
か
ら
第
1

、
、

、
、

第
1
3
項
か
ら
第
1
7
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
控
除
を
受
け
る
場
合
に
記
載
し

事
務
所
又
は
事
業
所
所
在
地
の

7項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
控
除
を
受
け
る
場
合
に
記
載
し
事
務
所
又
は
事
業
所
所
在
地
の
道
府
県
知
事
に

、
、

、

道
府
県
知
事
に

第
６
号
様
式
別
表
５
の
２
に
併
せ
て
提
出
す
る
こ
と

第
６
号
様
式
別
表
５
の
２
に
併
せ
て
提
出
す
る
こ
と

、
。

。

第
１
号

「
２

法
第
72条
の
２
第
１
項
・

に
掲
げ
る
事
業

と
な
っ
て
い
る
箇
所
に
つ
い
て
は
事
業
の
区

新
設

、
［

］
第
３
号

」

分
に
応
じ

第
１
号
と
第
３
号

の
い
ず
れ
か
を
○
印
で
囲
ん
で
表
示
す
る
こ
と

、
「

」
「

」
。

３
法
第
7
2
条
の
２
第
１
項
第
１
号
に
掲
げ
る
事
業
と
同
項
第
３
号
に
掲
げ
る
事
業
と
を
併
せ
て
行
う
法
人
に

新
設

［
］

あ
っ
て
は

そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
に
係
る
付
加
価
値
額
か
ら
の
控
除
額
に
つ
い
て
計
算
の
別
を
明
ら
か
に
し

、
、

て
記
載
し
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
ご
と
に
提
出
す
る
こ
と

、
。

４
前
事
業
年
度
又
は
前
連
結
事
業
年
度
④

の
月
数
が
６
月
に
満
た
な
い
場
合
で
あ
っ
て
当
該
月
数
が

２
同
左

「
」

、
［

］

租
税
特
別
措
置
法
第
4
2
条
の
1
2
の
５
第
３
項
第
４
号
又
は
第
6
8
条
の
1
5
の
６
第
３
項
第
３
号
に
規
定
す
る
適

用
年
度
の
月
数
に
満
た
な
い
と
き
は

次
に
掲
げ
る
各
欄
の
記
載
に
当
た
っ
て
は

そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る

、
、

と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

1
国
内
雇
用
者
に
対
す
る
給
与
等
の
支
給
額
⑤
の
欄
連
結
申
告
法
人
法
人
税
法
第
２
条
第
1
6号

1
国
内
雇
用
者
に
対
す
る
給
与
等
の
支
給
額
⑤
の
欄
連
結
申
告
法
人
法
人
税
法
第
２
条
第
1
6号

(
)
「

」
（

(
)
「

」
（

に
規
定
す
る
連
結
申
告
法
人
を
い
う
以
下
こ
の
記
載
要
領
に
お
い
て
同
じ

以
外
の
法
人
に
あ
っ
て

に
規
定
す
る
連
結
申
告
法
人
を
い
う
以
下
こ
の
記
載
要
領
に
お
い
て
同
じ

以
外
の
法
人
に
あ
っ
て

。
。
）

。
。
）



は
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
27条
の
12の
４
の
２
第
６
項
第
２
号
イ
に
規
定
す
る
前
一
年
事
業
年
度
等

は
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
27条
の
12の
５
第
６
項
第
２
号
イ
に
規
定
す
る
前
一
年
事
業
年
度
等
同

（

同
号
イ
の
前
事
業
年
度
を
除
く

に
係
る
同
号
イ
に
規
定
す
る
給
与
等
支
給
額
又
は
同
条
第
５
項
第

号
イ
の
前
事
業
年
度
を
除
く

に
係
る
同
号
イ
に
規
定
す
る
給
与
等
支
給
額
又
は
同
条
第
５
項
第
２
号

（
。
）

。
）

２
号
イ
に
規
定
す
る
連
結
事
業
年
度
等

同
号
イ
の
連
結
事
業
年
度
を
除
く

に
係
る
同
号
イ
に
規
定

イ
に
規
定
す
る
連
結
事
業
年
度
等
同
号
イ
の
連
結
事
業
年
度
を
除
く

に
係
る
同
号
イ
に
規
定
す
る

（
。
）

（
。
）

す
る
給
与
等
支
給
額
を

連
結
申
告
法
人
に
あ
っ
て
は
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
39
条
の
46
の
２
第
６

給
与
等
支
給
額
を
連
結
申
告
法
人
に
あ
っ
て
は
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
39
条
の
47第
６
項
第
２
号

、
、

項
第
２
号
イ
に
規
定
す
る
前
一
年
連
結
事
業
年
度
等
同
号
イ
の
前
連
結
事
業
年
度
を
除
く

に
係
る

イ
に
規
定
す
る
前
一
年
連
結
事
業
年
度
等
同
号
イ
の
前
連
結
事
業
年
度
を
除
く

に
係
る
同
号
イ
に

（
。
）

（
。
）

同
号
イ
に
規
定
す
る
給
与
等
支
給
額
又
は
同
条
第
５
項
第
２
号
イ
に
規
定
す
る
事
業
年
度
等
同
号
イ
の

規
定
す
る
給
与
等
支
給
額
又
は
同
条
第
５
項
第
２
号
イ
に
規
定
す
る
事
業
年
度
等
同
号
イ
の
事
業
年
度

（
（

事
業
年
度
を
除
く

に
係
る
同
号
イ
に
規
定
す
る
給
与
等
支
給
額
を
同
欄
の
上
段
に
外
書
と
し
て
記

を
除
く

に
係
る
同
号
イ
に
規
定
す
る
給
与
等
支
給
額
を
同
欄
の
上
段
に
外
書
と
し
て
記
載
す
る
こ

。
）

、
。
）

、

載
す
る
こ
と

と
。

。

2

・

3
略

2

・

3
同
左

［
(
)
(
)

］
［
(
)
(
)

］

５
略

３
同
左

［
］

［
］

６
①
の
う
ち
所
得
等
課
税
事
業
に
係
る
額
又
は
①

×

㉓
／
㉕

⑳
の
欄
は

雇
用
者
給
与
等
支
給
額

４
①
の
う
ち
所
得
等
課
税
事
業
に
係
る
額
⑳

の
欄
は

雇
用
者
給
与
等
支
給
額
①

の
う
ち
法
附
則

「
」

、
「

「
」

、
「

」

①
の
う
ち
法
第
7
2
条
の
２
第
１
項
第
１
号
に
掲
げ
る
事
業
事
業
税
を
課
さ
れ
な
い
事
業
を
除
く

以
下

第
９
条
第
1
6
項
に
規
定
す
る
事
業
税
を
課
さ
れ
な
い
事
業
又
は
法
第
7
2
条
の
２
第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る
事

」
（

。

こ
の
記
載
要
領
に
お
い
て
所
得
等
課
税
事
業
と
い
う

に
係
る
額
を
記
載
す
る
こ
と

業
以
下
こ
の
記
載
要
領
に
お
い
て

非
課
税
事
業
等

と
い
う

以
外
の
事
業
に
係
る
額
を
記
載
す
る

「
」

。
）

。
（

「
」

。
）

こ
と
。

７
①
の
う
ち
収
入
金
額
等
課
税
事
業
に
係
る
額
又
は
①

×

㉔
／
㉕

㉑
の
欄
は

雇
用
者
給
与
等
支

新
設

「
」

、
「

［
］

給
額
①

の
う
ち
法
第
7
2条
の
２
第
１
項
第
３
号
に
掲
げ
る
事
業

以
下
こ
の
記
載
要
領
に
お
い
て
収
入

」
（

「

金
額
等
課
税
事
業
と
い
う

に
係
る
額
を
記
載
す
る
こ
と

」
。
）

。

８
次
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は

国
内
に
お
け
る
所
得
等
課
税
事
業
に
係
る
期
末
の
従
業
者
数

５
次
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は

国
内
に
お
け
る
所
得
等
課
税
事
業
に
係
る
期
末
の
従
業
者
数

、
「

、
「

㉓
の
欄
に
は

当
該
事
業
年
度
に
属
す
る
各
月
の
末
日
現
在
に
お
け
る
法
の
施
行
地
内
に
有
す
る
事
務
所

㉒
の
欄
に
は

当
該
事
業
年
度
に
属
す
る
各
月
の
末
日
現
在
に
お
け
る
法
の
施
行
地
内
に
有
す
る
事
務
所

」
、

」
、

又
は
事
業
所
の
従
業
者
の
う
ち
所
得
等
課
税
事
業
に
係
る
者
の
数
を
合
計
し
た
数
を
当
該
事
業
年
度
の
月
数

又
は
事
業
所
の
従
業
者
の
う
ち
所
得
等
課
税
事
業
法
第
7
2条
の
２
第
１
項
第
１
号
に
掲
げ
る
事
業
を
い
う

（

で
除
し
て
得
た
数

そ
の
数
に
１
人
に
満
た
な
い
端
数
を
生
じ
た
と
き
は

こ
れ
を
１
人
と
す
る

以
下
こ

以
下
こ
の
記
載
要
領
に
お
い
て
同
じ

に
係
る
者
の
数
を
合
計
し
た
数
を
当
該
事
業
年
度
の
月
数
で
除

（
、

。
。

。
）

の
記
載
要
領
に
お
い
て
同
じ

を
記
載
し

国
内
に
お
け
る
収
入
金
額
等
課
税
事
業
に
係
る
期
末
の
従

し
て
得
た
数

そ
の
数
に
１
人
に
満
た
な
い
端
数
を
生
じ
た
と
き
は

こ
れ
を
１
人
と
す
る

以
下
こ
の
記

。
）

、
「

（
、

。

業
者
数
㉔

の
欄
に
は

当
該
事
業
年
度
に
属
す
る
各
月
の
末
日
現
在
に
お
け
る
法
の
施
行
地
内
に
有
す
る

載
要
領
に
お
い
て
同
じ

を
記
載
し

国
内
に
お
け
る
事
務
所
又
は
事
業
所
の
期
末
の
従
業
者
数
㉓

」
、

。
）

、
「

」

事
務
所
又
は
事
業
所
の
従
業
者
の
う
ち
収
入
金
額
等
課
税
事
業
に
係
る
者
の
数
を
合
計
し
た
数
を
当
該
事
業

の
欄
に
は

当
該
事
業
年
度
に
属
す
る
各
月
の
末
日
現
在
に
お
け
る
法
の
施
行
地
内
に
有
す
る
事
務
所
又
は

、

年
度
の
月
数
で
除
し
て
得
た
数

そ
の
数
に
１
人
に
満
た
な
い
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
１
人
と
す

事
業
所
の
従
業
者
の
う
ち
所
得
等
課
税
事
業
に
係
る
者
の
数
を
合
計
し
た
数
を
当
該
事
業
年
度
の
月
数
で
除

（
、

る
以
下
こ
の
記
載
要
領
に
お
い
て
同
じ

を
記
載
し

国
内
に
お
け
る
事
務
所
又
は
事
業
所
の
期
末

し
て
得
た
数
と
当
該
事
業
年
度
に
属
す
る
各
月
の
末
日
現
在
に
お
け
る
法
の
施
行
地
内
に
有
す
る
事
務
所
又

。
。
）

、
「

の
従
業
者
数
㉕

の
欄
に
は

当
該
事
業
年
度
に
属
す
る
各
月
の
末
日
現
在
に
お
け
る
法
の
施
行
地
内
に
有

は
事
業
所
の
従
業
者
の
う
ち
非
課
税
事
業
等
に
係
る
者
の
数
を
合
計
し
た
数
を
当
該
事
業
年
度
の
月
数
で
除

」
、

す
る
事
務
所
又
は
事
業
所
の
従
業
者
の
う
ち
所
得
等
課
税
事
業
に
係
る
者
の
数
を
合
計
し
た
数
を
当
該
事
業

し
て
得
た
数

そ
の
数
に
１
人
に
満
た
な
い
端
数
を
生
じ
た
と
き
は

こ
れ
を
１
人
と
す
る

と
を
合
計

（
、

。
）

年
度
の
月
数
で
除
し
て
得
た
数

当
該
事
業
年
度
に
属
す
る
各
月
の
末
日
現
在
に
お
け
る
法
の
施
行
地
内
に

し
た
数
を
記
載
す
る
こ
と

、
。

有
す
る
事
務
所
又
は
事
業
所
の
従
業
者
の
う
ち
収
入
金
額
等
課
税
事
業
に
係
る
者
の
数
を
合
計
し
た
数
を
当

該
事
業
年
度
の
月
数
で
除
し
て
得
た
数
及
び
当
該
事
業
年
度
に
属
す
る
各
月
の
末
日
現
在
に
お
け
る
法
の
施

行
地
内
に
有
す
る
事
務
所
又
は
事
業
所
の
従
業
者
の
う
ち
事
業
税
を
課
さ
れ
な
い
事
業
又
は
法
第
7
2
条
の
２

第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る
事
業

（以
下
こ
の
記
載
要
領
に
お
い
て

「非
課
税
事
業
等

と
い
う

に
係
る

」
。
）

者
の
数
を
合
計
し
た
数
を
当
該
事
業
年
度
の
月
数
で
除
し
て
得
た
数

そ
の
数
に
１
人
に
満
た
な
い
端
数
を

（

生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
１
人
と
す
る

を
合
計
し
た
数
を
記
載
す
る
こ
と

、
。
）

。

1
所
得
等
課
税
事
業
又
は
収
入
金
額
等
課
税
事
業
以
下
こ
の
記
載
要
領
に
お
い
て
所
得
等
課
税
事
業

1
所
得
等
課
税
事
業
を
行
う
法
人
が
事
業
年
度
の
中
途
に
お
い
て
非
課
税
事
業
等
を
開
始
し
た
場
合

(
)

（
「

(
)

等
と
い
う

を
行
う
法
人
が
事
業
年
度
の
中
途
に
お
い
て
非
課
税
事
業
等
を
開
始
し
た
場
合

」
。
）

2
非
課
税
事
業
等
を
行
う
法
人
が
事
業
年
度
の
中
途
に
お
い
て
所
得
等
課
税
事
業
等
を
開
始
し
た
場
合

2
非
課
税
事
業
等
を
行
う
法
人
が
事
業
年
度
の
中
途
に
お
い
て
所
得
等
課
税
事
業
を
開
始
し
た
場
合

(
)

(
)



3
所
得
等
課
税
事
業
等
と
非
課
税
事
業
等
と
を
併
せ
て
行
う
法
人
が
事
業
年
度
の
中
途
に
お
い
て
所
得
等

3
所
得
等
課
税
事
業
と
非
課
税
事
業
等
と
を
併
せ
て
行
う
法
人
が
事
業
年
度
の
中
途
に
お
い
て
所
得
等
課

(
)

(
)

課
税
事
業
等
又
は
非
課
税
事
業
等
を
廃
止
し
た
場
合

税
事
業
又
は
非
課
税
事
業
等
を
廃
止
し
た
場
合

第
六
号
様
式
別
表
五
の
七

削
除

第
六
号
様
式
別
表
五
の
七
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
五
条
関
係
）

※

様
式
省
略

第
六
号
様
式
別
表
六
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
五
条
関
係
）

第
六
号
様
式
別
表
六
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
五
条
関
係
）

［
様
式

別
紙
四
十
三

挿
入
］

［
様
式

別
紙
四
十
二

挿
入
］

第
６
号
様
式
別
表
６
記
載
要
領

第
６
号
様
式
別
表
６
記
載
要
領

１
こ
の
計
算
書
は
電
気
供
給
業
及
び
ガ
ス
供
給
業
を
行
う
法
人
が
課
税
標
準
と
な
る
収
入
金
額
の
計
算
を

こ
の
計
算
書
は
電
気
供
給
業
及
び
ガ
ス
供
給
業
を
行
う
法
人
が
課
税
標
準
と
な
る
収
入
金
額
の
計
算
を
行

、
、

行
う
場
合
に
記
載
し
第
６
号
様
式
又
は
第
６
号
様
式
そ
の
２
の
申
告
書
に
添
付
す
る
こ
と
こ
の
場

う
場
合
に
記
載
し
第
６
号
様
式
の
申
告
書
に
添
付
す
る
こ
と
こ
の
場
合
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
事
業
を
併

、
（

）
。

、
。

、

合
に
お
い
て
法
第
72
条
の
２
第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る
事
業
の
う
ち
電
気
供
給
業
と
ガ
ス
供
給
業
と
を
併

せ
て
行
う
法
人
は
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
ご
と
に
記
載
す
る
こ
と

、
、

。

せ
て
行
う
法
人
は
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
ご
と
に
記
載
す
る
こ
と

、
。

第
２
号

「
２

法
第
72条
の
２
第
１
項
・

に
掲
げ
る
事
業

と
な
っ
て
い
る
箇
所
に
つ
い
て
は
事
業
の
区

、
第
３
号

」

分
に
応
じ

第
２
号
と
第
３
号

の
い
ず
れ
か
を
○
印
で
囲
ん
で
表
示
す
る
こ
と

、
「

」
「

」
。

３
法
第
72
条
の
２
第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る
事
業
電
気
供
給
業
及
び
ガ
ス
供
給
業
に
限
る

と
同
項
第

（
。
）

３
号
に
掲
げ
る
事
業
と
を
併
せ
て
行
う
法
人
に
あ
っ
て
は
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
に
係
る
収
入
金
額
の
計
算
の

、

別
を
明
ら
か
に
し
て
記
載
し

そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
ご
と
に
提
出
す
る
こ
と

、
。

第
六
号
様
式
別
表
七
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
五
条
関
係
）

第
六
号
様
式
別
表
七
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
五
条
関
係
）

［
様
式

略
］

［
様
式

同
上
］

第
６
号
様
式
別
表
７
記
載
要
領

第
６
号
様
式
別
表
７
記
載
要
領

こ
の
計
算
書
は

生
命
保
険
会
社
又
は
外
国
生
命
保
険
会
社
等
が
課
税
標
準
と
な
る
収
入
金
額
の
計
算
を
行

こ
の
計
算
書
は

生
命
保
険
会
社
又
は
外
国
生
命
保
険
会
社
等
が
課
税
標
準
と
な
る
収
入
金
額
の
計
算
を
行

、
、

う
場
合
に
記
載
し
第
６
号
様
式
又
は
第
６
号
様
式
そ
の
２

の
申
告
書
に
添
付
す
る
こ
と

う
場
合
に
記
載
し
第
６
号
様
式
の
申
告
書
に
添
付
す
る
こ
と

、
（

）
。

、
。

第
六
号
様
式
別
表
八
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
五
条
関
係
）

第
六
号
様
式
別
表
八
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
五
条
関
係
）

［
様
式

略
］

［
様
式

同
上
］

第
６
号
様
式
別
表
８
記
載
要
領

第
６
号
様
式
別
表
８
記
載
要
領

こ
の
計
算
書
は

損
害
保
険
会
社
若
し
く
は
外
国
損
害
保
険
会
社
等
少
額
短
期
保
険
業
者
又
は
株
式
会
社

こ
の
計
算
書
は

損
害
保
険
会
社
若
し
く
は
外
国
損
害
保
険
会
社
等
少
額
短
期
保
険
業
者
又
は
株
式
会
社

、
、

、
、

日
本
貿
易
保
険
が
課
税
標
準
と
な
る
収
入
金
額
の
計
算
を
行
う
場
合
に
記
載
し

第
６
号
様
式
又
は
第
６
号
様

日
本
貿
易
保
険
が
課
税
標
準
と
な
る
収
入
金
額
の
計
算
を
行
う
場
合
に
記
載
し

第
６
号
様
式
の
申
告
書
に
添

、
、

式
そ
の
２
の
申
告
書
に
添
付
す
る
こ
と

付
す
る
こ
と

（
）

。
。

第
六
号
様
式
別
表
九
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
五
条
関
係
）

第
六
号
様
式
別
表
九
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
五
条
関
係
）

［
様
式

別
紙
四
十
五

挿
入
］

［
様
式

別
紙
四
十
四

挿
入
］

第
６
号
様
式
別
表
９
記
載
要
領

第
６
号
様
式
別
表
９
記
載
要
領

１
こ
の
明
細
書
は

欠
損
金
額
若
し
く
は
個
別
欠
損
金
額
に
つ
い
て
法
第
7
2
条
の
2
3
第
１
項
若
し
く
は
第
４

１
こ
の
明
細
書
は

欠
損
金
額
若
し
く
は
個
別
欠
損
金
額
に
つ
い
て
法
第
7
2
条
の
2
3
第
１
項
若
し
く
は
第
４

、
、

項
の
規
定
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
法
人
税
法
第
5
7
条
第
１
項
若
し
く
は
所
得
税
法
等
の
一

項
の
規
定
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
法
人
税
法
第
5
7
条
第
１
項
若
し
く
は
所
得
税
法
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律

平
成
2
7
年
法
律
第
９
号

第
２
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
法
人
税
法

以
下
こ
の

部
を
改
正
す
る
法
律

平
成
2
7
年
法
律
第
９
号

第
２
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
法
人
税
法
以
下
こ
の

（
）

（
（

）
（



記
載
要
領
に
お
い
て

平
成
2
7
年
旧
法
人
税
法
と
い
う

第
5
7
条
第
１
項
若
し
く
は
政
令
第
2
1
条
第
１

記
載
要
領
に
お
い
て

平
成
2
7
年
旧
法
人
税
法

と
い
う

第
5
7
条
第
１
項
若
し
く
は
政
令
第
2
1
条
第
１

「
」

。
）

「
」

。
）

項
若
し
く
は
地
方
税
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

平
成
27
年
政
令
第
16
1号

第
１
条
の
規
定
に

項
若
し
く
は
地
方
税
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
平
成
27年
政
令
第
16
1号

第
１
条
の
規
定
に

（
）

（
）

よ
る
改
正
前
の
政
令

以
下
こ
の
記
載
要
領
に
お
い
て
平
成
2
7
年
旧
政
令

と
い
う

第
2
1
条
第
１
項

よ
る
改
正
前
の
政
令

以
下
こ
の
記
載
要
領
に
お
い
て

平
成
2
7
年
旧
政
令
と
い
う

第
2
1
条
第
１
項

（
「

」
。
）

（
「

」
。
）

の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
法
人
又
は
欠
損
金
額
若
し
く
は
個
別
欠
損
金
額
に
つ
い
て
法
第
72条
の
2

の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
法
人
又
は
欠
損
金
額
若
し
く
は
個
別
欠
損
金
額
に
つ
い
て
法
第
72条
の
2

3第
１
項
若
し
く
は
第
４
項
の
規
定
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
法
人
税
法
第
5
8条
第
１
項
若
し

3第
１
項
若
し
く
は
第
４
項
の
規
定
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
法
人
税
法
第
5
8条
第
１
項
若
し

く
は
平
成
27
年
旧
法
人
税
法
第
58
条
第
１
項
若
し
く
は
政
令
第
21
条
第
１
項
若
し
く
は
平
成
27
年
旧
政
令
第
2

く
は
平
成
27
年
旧
法
人
税
法
第
58
条
第
１
項
若
し
く
は
政
令
第
21
条
第
１
項
若
し
く
は
平
成
27
年
旧
政
令
第
2

1条
第
１
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
法
人
が
記
載
し
第
６
号
様
式
又
は
第
６
号
様
式
そ
の
２

1条
第
１
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
法
人
が
記
載
し
第
６
号
様
式
の
申
告
書
に
添
付
す
る
こ
と

、
（

、

の
申
告
書
に
添
付
す
る
こ
と

）
。

。

第
１
号

「
２

法
第
7
2条
の
２
第
１
項
・
に
掲
げ
る
事
業

と
な
っ
て
い
る
箇
所
に
つ
い
て
は

事
業
の
区

新
設

、
［

］
第
３
号

」

区
に
応
じ

第
１
号
と

第
３
号
の
い
ず
れ
か
を
○
印
で
囲
ん
で
表
示
す
る
こ
と

、
「

」
「

」
。

３
法
第
7
2
条
の
２
第
１
項
第
１
号
に
掲
げ
る
事
業
と
同
項
第
３
号
に
掲
げ
る
事
業
と
を
併
せ
て
行
う
法
人

新
設

（
［

］

同
項
第
１
号
ロ
に
掲
げ
る
法
人
に
限
る

に
あ
っ
て
は

そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
に
係
る
欠
損
金
額
等
又
は
災

。
）

、

害
損
失
金
の
計
算
の
別
を
明
ら
か
に
し
て
記
載
し
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
ご
と
に
提
出
す
る
こ
と

、
。

４
法
人
課
税
信
託
の
受
託
者
が
当
該
法
人
課
税
信
託
に
つ
い
て

第
６
号
様
式
又
は
第
６
号
様
式

そ
の
２

２
法
人
課
税
信
託
の
受
託
者
が
当
該
法
人
課
税
信
託
に
つ
い
て

第
６
号
様
式
の
申
告
書
に
添
付
す
る
場
合

、
（

、

の
申
告
書
に
添
付
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は

法
人
名

の
欄
に
は
法
人
課
税
信
託
の
名
称
を
併
記
す
る

に
あ
っ
て
は

法
人
名
の
欄
に
は
法
人
課
税
信
託
の
名
称
を
併
記
す
る
こ
と

）
、
「

」
、
「

」
。

こ
と
。

５
控
除
前
所
得
金
額
①

の
欄
は

第
６
号
様
式
別
表
５
を
提
出
す
る
法
人
に
あ
っ
て
は

同
欄
中
第

３
控
除
前
所
得
金
額
①

の
欄
は

第
６
号
様
式
別
表
５
を
提
出
す
る
法
人
に
あ
っ
て
は

同
欄
中

第
「

」
、

、
「

「
」

、
、

「

６
号
様
式

○

6
7
と
あ
る
の
は
別
表
５
㉔
と
読
み
替
え
て
計
算
し
た
金
額
を
記
載
す
る
こ
と

６
号
様
式

○

6
8
と
あ
る
の
は
別
表
５
㉔
と
読
み
替
え
て
計
算
し
た
金
額
を
記
載
す
る
こ
と

」
「

」
。

」
「

」
。

６
略

４
同
左

［
］

［
］

７
略

５
同
左

［
］

［
］

第
六
号
様
式
別
表
十
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
五
条
関
係
）

第
六
号
様
式
別
表
十
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
五
条
関
係
）

［
様
式

別
紙
四
十
七

挿
入
］

［
様
式

別
紙
四
十
六

挿
入
］

第
６
号
様
式
別
表
10記
載
要
領

第
６
号
様
式
別
表
10記
載
要
領

１
更
生
欠
損
金
額
等
の
控
除
明
細
書

の
各
欄
は

欠
損
金
額
又
は
個
別
欠
損
金
額
に
つ
い
て
次
に
掲

１
更
生
欠
損
金
額
等
の
控
除
明
細
書

の
各
欄
は

欠
損
金
額
又
は
個
別
欠
損
金
額
に
つ
い
て
次
に
掲

「
」

、
、

「
」

、
、

げ
る
法
人
が
記
載
し

1
に
掲
げ
る
法
人
に
あ
っ
て
は
第
６
号
様
式
又
は
第
６
号
様
式
そ
の
２

に
添
付

げ
る
法
人
が
記
載
し

1
に
掲
げ
る
法
人
に
あ
っ
て
は
第
６
号
様
式
に
添
付
し

2
に
掲
げ
る
法
人
に

、
(
)

（
）

、
(
)

、
(
)

し
2
に
掲
げ
る
法
人
に
あ
っ
て
は
第
６
号
様
式
別
表
５
の
２
に
併
せ
て
提
出
す
る
こ
と

あ
っ
て
は
第
６
号
様
式
別
表
５
の
２
に
併
せ
て
提
出
す
る
こ
と

、
(
)

。
。

1
法
第
72
条
の
23
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
法
人
税
法
第
59条
第
１
項
の
規

1
法
第
72
条
の
23
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
法
人
税
法
第
59条
第
１
項
東

(
)

(
)

（

定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
法
人

日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
平
成
23年
法
律
第
29号

（

以
下
震
災
特
例
法
と
い
う

第
17
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を

）
（

「
」

。
）

含
む

の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
法
人

。
）

2
法
第
7
2条
の
1
8第
１
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
政
令
第
2
0条
の
２
の
1
2の
規
定

2
法
第
7
2条
の
1
8第
１
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
政
令
第
2
0条
の
２
の
1
2の
規
定

(
)

(
)

に
よ
る
読
替
え
後
の
法
人
税
法
第
59
条
第
１
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
法
人

に
よ
る
読
替
え
後
の
法
人
税
法
第
59
条
第
１
項
震
災
特
例
法
第
17条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

（

て
適
用
す
る
場
合
を
含
む

の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
法
人

。
）

２
民
事
再
生
等
評
価
換
え
が
行
わ
れ
る
場
合
の
再
生
等
欠
損
金
額
等
の
控
除
明
細
書
の
各
欄
は

欠
損

２
民
事
再
生
等
評
価
換
え
が
行
わ
れ
る
場
合
の
再
生
等
欠
損
金
額
等
の
控
除
明
細
書

の
各
欄
は

欠
損

「
」

、
「

」
、

金
額
又
は
個
別
欠
損
金
額
に
つ
い
て

次
に
掲
げ
る
法
人
が
記
載
し

1
に
掲
げ
る
法
人
に
あ
っ
て
は
第
６

金
額
又
は
個
別
欠
損
金
額
に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る
法
人
が
記
載
し

1
に
掲
げ
る
法
人
に
あ
っ
て
は
第
６

、
、
(
)

、
、
(
)

号
様
式
又
は
第
６
号
様
式
そ
の
２
に
添
付
し

2
に
掲
げ
る
法
人
に
あ
っ
て
は
第
６
号
様
式
別
表
５
の

号
様
式
に
添
付
し

2
に
掲
げ
る
法
人
に
あ
っ
て
は
第
６
号
様
式
別
表
５
の
２
に
併
せ
て
提
出
す
る
こ
と

（
）

、
(
)

、
(
)

。

２
に
併
せ
て
提
出
す
る
こ
と
。



1
法
第
72
条
の
23
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
法
人
税
法
第
59条
第
２
項
東

1
法
第
72
条
の
23
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
法
人
税
法
第
59条
第
２
項
震

(
)

（
(
)

（

日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
平
成
23年
法
律
第
29号

災
特
例
法
第
17条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
み
法
人
税
法
第
59条
第
２

（
、

以
下
こ
の
記
載
要
領
に
お
い
て
震
災
特
例
法
と
い
う

第
17
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

項
第
３
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
に
限
る

の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
法
人

。
「

」
。
）

。
）

え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
み
法
人
税
法
第
59条
第
２
項
第
３
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
に
限

、

る
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
法
人

。
）

2
略

2
同
左

［
(
)

］
［
(
)

］

第
１
号

「
３

法
第
72条
の
２
第
１
項
・
に
掲
げ
る
事
業

と
な
っ
て
い
る
箇
所
に
つ
い
て
は
事
業
の
区

新
設

、
［

］
第
３
号

」

分
に
応
じ

第
１
号

と
第
３
号
の
い
ず
れ
か
を
○
印
で
囲
ん
で
表
示
す
る
こ
と

、
「

」
「

」
。

４
法
第
7
2
条
の
２
第
１
項
第
１
号
に
掲
げ
る
事
業
と
同
項
第
３
号
に
掲
げ
る
事
業
と
を
併
せ
て
行
う
法
人
に

新
設

［
］

あ
っ
て
は

そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
に
係
る
欠
損
金
額
又
は
個
別
欠
損
金
額
の
計
算
の
別
を
明
ら
か
に
し
て
記
載

、

し
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
ご
と
に
提
出
す
る
こ
と

、
。

５
略

３
同
左

［
］

［
］

６
略

４
同
左

［
］

［
］

第
六
号
様
式
別
表
十
一
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
五
条
関
係
）

第
六
号
様
式
別
表
十
一
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
五
条
関
係
）

［
様
式

別
紙
四
十
九

挿
入
］

［
様
式

別
紙
四
十
八

挿
入
］

第
６
号
様
式
別
表
11記
載
要
領

第
６
号
様
式
別
表
11記
載
要
領

１
こ
の
明
細
書
は
欠
損
金
額
又
は
個
別
欠
損
金
額
に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る
法
人
が
記
載
し

1
に
掲
げ

１
こ
の
明
細
書
は
欠
損
金
額
又
は
個
別
欠
損
金
額
に
つ
い
て

次
に
掲
げ
る
法
人
が
記
載
し

1
に
掲
げ

、
、

、
(
)

、
、

、
(
)

る
法
人
に
あ
っ
て
は
第
６
号
様
式
又
は
第
６
号
様
式

そ
の
２
に
添
付
し

2
に
掲
げ
る
法
人
に
あ
っ
て

る
法
人
に
あ
っ
て
は
第
６
号
様
式
に
添
付
し

2
に
掲
げ
る
法
人
に
あ
っ
て
は
第
６
号
様
式
別
表
５
の
２
に

（
）

、
(
)

、
(
)

は
第
６
号
様
式
別
表
５
の
２
に
併
せ
て
提
出
す
る
こ
と

併
せ
て
提
出
す
る
こ
と

。
。

1
法
第
7
2条
の
2
3第
１
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
法
人
税
法
第
5
9条
第
２
項
東

1
法
第
7
2条
の
2
3第
１
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
法
人
税
法
第
5
9条
第
２
項
同

(
)

（
(
)

（

日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
平
成
23年
法
律
第
29号

項
第
３
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く

又
は
同
条
第
３
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う

（
。
）

以
下
こ
の
記
載
要
領
に
お
い
て
震
災
特
例
法
と
い
う

第
17
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

と
す
る
法
人

。
「

」
。
）

え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
み
法
人
税
法
第
59条
第
２
項
第
３
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
を
除

、

く
又
は
同
条
第
３
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
法
人

。
）

2
法
第
7
2条
の
1
8第
１
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
政
令
第
2
0条
の
２
の
1
2の
規
定

2
法
第
7
2条
の
1
8第
１
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
政
令
第
2
0条
の
２
の
1
2の
規
定

(
)

(
)

に
よ
る
読
替
え
後
の
法
人
税
法
第
59
条
第
２
項
震
災
特
例
法
第
17条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

に
よ
る
読
替
え
後
の
法
人
税
法
第
59
条
第
２
項
同
項
第
３
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く

（
（

て
適
用
す
る
場
合
を
含
み
法
人
税
法
第
59
条
第
２
項
第
３
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く

又
は
同
条
第
３
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
法
人

、
。
）

又
は
同
条
第
３
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
法
人

。
）

第
１
号

「
２

法
第
72条
の
２
第
１
項
・
に
掲
げ
る
事
業

と
な
っ
て
い
る
箇
所
に
つ
い
て
は

事
業
の
区

新
設

、
［

］
第
３
号

」

分
に
応
じ

第
１
号
と

第
３
号
の
い
ず
れ
か
を
○
印
で
囲
ん
で
表
示
す
る
こ
と

、
「

」
「

」
。

３
法
第
7
2
条
の
２
第
１
項
第
１
号
に
掲
げ
る
事
業
と
同
項
第
３
号
に
掲
げ
る
事
業
と
を
併
せ
て
行
う
法
人
に

新
設

［
］

あ
っ
て
は

そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
に
係
る
欠
損
金
額
又
は
個
別
欠
損
金
額
の
計
算
の
別
を
明
ら
か
に
し
て
記
載

、

し
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
ご
と
に
提
出
す
る
こ
と

、
。

４
７

略
２
５

同
左

～
［

］
～

［
］

第
六
号
様
式
別
表
十
二
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
五
条
関
係
）

第
六
号
様
式
別
表
十
二
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
五
条
関
係
）

［
様
式

別
紙
五
十
一

挿
入
］

［
様
式

別
紙
五
十

挿
入
］



第
６
号
様
式
別
表
12記
載
要
領

第
６
号
様
式
別
表
12記
載
要
領

１
略

１
同
左

［
］

［
］

法
第
72条
の
２
第
１
項

「

２
第
１
号

と
な
っ
て
い
る
箇
所
に
つ
い
て
は
事
業
の
区
分
に
応
じ

第
１
号

新
設

、
、
「

［
］

・
に
掲
げ
る
事
業

第
３
号

」

と
第
３
号
の
い
ず
れ
か
を
○
印
で
囲
ん
で
表
示
す
る
こ
と

」
「

」
。

３
法
第
7
2
条
の
２
第
１
項
第
１
号
に
掲
げ
る
事
業
と
同
項
第
３
号
に
掲
げ
る
事
業
と
を
併
せ
て
行
う
法
人

新
設

（
［

］

同
項
第
１
号
ロ
に
掲
げ
る
法
人
に
限
る

に
あ
っ
て
は

そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
に
係
る
欠
損
金
額
等
又
は
災

。
）

、

害
損
失
金
の
計
算
の
別
を
明
ら
か
に
し
て
記
載
し
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
ご
と
に
提
出
す
る
こ
と

、
。

４
８

略
２
６

同
左

～
［

］
～

［
］

第
六
号
様
式
別
表
十
三
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
五
条
関
係
）

第
六
号
様
式
別
表
十
三
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
五
条
関
係
）

［
様
式

別
紙
五
十
三

挿
入
］

［
様
式

別
紙
五
十
二

挿
入
］

第
６
号
様
式
別
表
13記
載
要
領

第
６
号
様
式
別
表
13記
載
要
領

１
こ
の
明
細
書
は

法
人
が
法
人
税
法
施
行
令
第
1
1
2
条
第
５
項
第
１
号

同
条
第
1
1
項
に
お
い
て
準
用
す

こ
の
明
細
書
は
法
人
が
法
人
税
法
施
行
令
第
112
条
第
５
項
第
１
号

同
条
第
11
項
に
お
い
て
準
用
す
る

、
（

、
（

る
場
合
を
含
む

に
規
定
す
る
特
定
資
産
譲
渡
等
損
失
額
と
な
る
金
額
の
計
算
を
行
う
場
合
に
お
い
て

場
合
を
含
む

に
規
定
す
る
特
定
資
産
譲
渡
等
損
失
額
と
な
る
金
額
の
計
算
を
行
う
場
合
に
お
い
て

同
条

。
）

、
。
）

、

同
条
第
７
項
同
条
第
1
1項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
又

第
７
項
同
条
第
1
1項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
又
は
法
人

（
。
）

（
。
）

は
法
人
税
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

平
成
2
9
年
政
令
第
1
0
6
号

第
１
条
の
規
定
に
よ
る
改

税
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

平
成
2
9
年
政
令
第
1
0
6
号

第
１
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
法

（
）

（
）

正
前
の
法
人
税
法
施
行
令
第
1
1
2条
第
５
項
第
１
号

同
条
第
1
1
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

人
税
法
施
行
令
第
1
1
2
条
第
５
項
第
１
号

同
条
第
1
1
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

に
規
定
す
る

（
。
）

（
。
）

に
規
定
す
る
特
定
資
産
譲
渡
等
損
失
額
と
な
る
金
額
の
計
算
を
行
う
場
合
に
お
い
て
同
条
第
７
項
同
条

場
合
に
該
当
す
る
場
合
に
記
載
す
る
こ
と

、
（

。

第
11
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
に
記
載
す
る
こ
と

。
）

。

法
第
7
2条
の
２
第
１
項

「

２
第
１
号

と
な
っ
て
い
る
箇
所
に
つ
い
て
は
事
業
の
区
分
に
応
じ

第
１
号

、
、
「

・
に
掲
げ
る
事
業

第
３
号

」

と
第
３
号
の
い
ず
れ
か
を
○
印
で
囲
ん
で
表
示
す
る
こ
と

」
「

」
。

３
法
第
72
条
の
２
第
１
項
第
１
号
に
掲
げ
る
事
業
と
同
項
第
３
号
に
掲
げ
る
事
業
と
を
併
せ
て
行
う
法
人
（

同
項
第
１
号
ロ
に
掲
げ
る
法
人
に
限
る

に
あ
っ
て
は
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
に
係
る
特
定
資
産
譲
渡
等
損

。
）

、

失
額
と
な
る
金
額
の
計
算
の
別
を
明
ら
か
に
し
て
記
載
し
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
ご
と
に
提
出
す
る
こ
と

、
。

第
六
号
様
式
別
表
十
三
の
二
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
五
条
関
係
）

第
六
号
様
式
別
表
十
三
の
二
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
五
条
関
係
）

［
様
式

別
紙
五
十
五

挿
入
］

［
様
式

別
紙
五
十
四

挿
入
］

第
６
号
様
式
別
表
13の
２
記
載
要
領

第
６
号
様
式
別
表
13の
２
記
載
要
領

１
略

１
同
左

［
］

［
］

法
第
72条
の
２
第
１
項

「

２
第
１
号

と
な
っ
て
い
る
箇
所
に
つ
い
て
は
事
業
の
区
分
に
応
じ

第
１
号

新
設

、
、
「

［
］

・
に
掲
げ
る
事
業

第
３
号

」

と
第
３
号
の
い
ず
れ
か
を
○
印
で
囲
ん
で
表
示
す
る
こ
と

」
「

」
。

３
法
第
7
2
条
の
２
第
１
項
第
１
号
に
掲
げ
る
事
業
と
同
項
第
３
号
に
掲
げ
る
事
業
と
を
併
せ
て
行
う
法
人

新
設

（
［

］

同
項
第
１
号
ロ
に
掲
げ
る
法
人
に
限
る

に
あ
っ
て
は

そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
に
係
る
欠
損
金
額
等
又
は
災

。
）

、

害
損
失
金
の
計
算
の
別
を
明
ら
か
に
し
て
記
載
し
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
ご
と
に
提
出
す
る
こ
と

、
。



４
略

２
同
左

［
］

［
］

５
略

３
同
左

［
］

［
］

第
六
号
様
式
別
表
十
三
の
三
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
五
条
関
係
）

第
六
号
様
式
別
表
十
三
の
三
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
五
条
関
係
）

［
様
式

別
紙
五
十
七

挿
入
］

［
様
式

別
紙
五
十
六

挿
入
］

第
６
号
様
式
別
表
1
3の
３
記
載
要
領

第
６
号
様
式
別
表
1
3の
３
記
載
要
領

１
こ
の
明
細
書
は

法
人
税
法
施
行
令
第
1
1
3
条
第
５
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
法
人
が
記
載
し

第
６

こ
の
明
細
書
は

法
人
税
法
施
行
令
第
1
1
3
条
第
５
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
法
人
が
記
載
し

第
６
号

、
、

、
、

号
様
式
別
表
12に
併
せ
て
提
出
す
る
こ
と

様
式
別
表
12
に
併
せ
て
提
出
す
る
こ
と

。
。

法
第
72条
の
２
第
１
項

「

２
第
１
号

と
な
っ
て
い
る
箇
所
に
つ
い
て
は

事
業
の
区
分
に
応
じ

第
１
号

、
、
「

・
に
掲
げ
る
事
業

第
３
号

」

と
第
３
号
の
い
ず
れ
か
を
○
印
で
囲
ん
で
表
示
す
る
こ
と

」
「

」
。

３
法
第
72
条
の
２
第
１
項
第
１
号
に
掲
げ
る
事
業
と
同
項
第
３
号
に
掲
げ
る
事
業
と
を
併
せ
て
行
う
法
人
（

同
項
第
１
号
ロ
に
掲
げ
る
法
人
に
限
る

に
あ
っ
て
は
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
に
係
る
欠
損
金
額
等
又
は
災

。
）

、

害
損
失
金
の
計
算
の
別
を
明
ら
か
に
し
て
記
載
し
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
ご
と
に
提
出
す
る
こ
と

、
。

第
六
号
様
式
別
表
十
四
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
五
条
関
係
）

第
六
号
様
式
別
表
十
四
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
五
条
関
係
）

［
様
式

別
紙
五
十
九

挿
入
］

［
様
式

別
紙
五
十
八

挿
入
］

第
六
号
様
式
別
表
十
四
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
五
条
関
係
）

第
六
号
様
式
別
表
十
四
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
五
条
関
係
）

［
様
式

別
紙
六
十
一

挿
入
］

［
様
式

別
紙
六
十

挿
入
］

第
６
号
様
式
別
表
14記
載
要
領

第
６
号
様
式
別
表
14記
載
要
領

１
こ
の
計
算
書
は

法
人
の
事
業
税
に
係
る
税
額
の
算
出
に
お
い
て
標
準
税
率
以
外
の
税
率
が
適
用
さ
れ
る

１
こ
の
計
算
書
は

法
人
の
事
業
税
に
係
る
税
額
の
算
出
に
お
い
て
標
準
税
率
以
外
の
税
率
が
適
用
さ
れ
る

、
、

法
人
が
特
別
法
人
事
業
税
又
は
地
方
法
人
特
別
税
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
平
成
2

法
人
が
特
別
法
人
事
業
税
又
は
地
方
法
人
特
別
税
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
平
成
2

、
（

（
、

（
（

8年
法
律
第
1
3号

附
則
第
3
1条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
第
９

8年
法
律
第
1
3号

附
則
第
3
1条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
第
９

）
）

条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
地
方
法
人
特
別
税
等
に
関
す
る
暫
定
措
置
法
に
規
定
す
る
地
方
法
人
特
別
税
を

条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
地
方
法
人
特
別
税
等
に
関
す
る
暫
定
措
置
法
に
規
定
す
る
地
方
法
人
特
別
税
を

い
う

の
課
税
標
準
と
な
る
基
準
法
人
所
得
割
額
又
は
基
準
法
人
収
入
割
額
の
計
算
を
行
う
場
合
に
記
載

い
う

の
課
税
標
準
と
な
る
基
準
法
人
所
得
割
額
又
は
基
準
法
人
収
入
割
額
の
計
算
を
行
う
場
合
に
記
載

。
）

。
）

し
第
６
号
様
式
又
は
第
６
号
様
式
そ
の
２
の
申
告
書
に
併
せ
て
提
出
す
る
こ
と

し
第
６
号
様
式
の
申
告
書
に
併
せ
て
提
出
す
る
こ
と

、
（

）
。

、
。

２
４
略

２
４
同
左

［
～

］
［

～
］

第
六
号
の
三
様
式
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
草
色
）
（
第
三
条
・
第
五
条
・
第
十
条
の
二
関

第
六
号
の
三
様
式
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
草
色
）
（
第
三
条
・
第
五
条
・
第
十
条
の
二
関

係
）

係
）

［
様
式

別
紙
六
十
三

挿
入
］

［
様
式

別
紙
六
十
二

挿
入
］

第
六
号
の
三
様
式
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
草
色
）
（
第
三
条
・
第
五
条
・
第
十
条
の
二
関

第
六
号
の
三
様
式
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
草
色
）
（
第
三
条
・
第
五
条
・
第
十
条
の
二
関

係
）

係
）

［
様
式

略
］

［
様
式

同
上
］

第
６
号
の
３
様
式
記
載
要
領

第
６
号
の
３
様
式
記
載
要
領

１
こ
の
申
告
書
は

法
第
7
2
条
の
２
第
１
項
第
１
号
又
は
第
２
号
に
掲
げ
る
事
業
を
行
う
法
人

同
項
第
１

１
こ
の
申
告
書
は

前
事
業
年
度
又
は
前
連
結
事
業
年
度
の
法
人
税
割
額
並
び
に
前
事
業
年
度
の
事
業
税
額

、
（

、

号
に
掲
げ
る
事
業
と
同
項
第
２
号
に
掲
げ
る
事
業
と
を
併
せ
て
行
う
法
人
を
含
み

同
項
第
３
号
に
掲
げ
る

及
び
特
別
法
人
事
業
税
額
又
は
地
方
法
人
特
別
税
額
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
平
成
2

、
（

（

事
業
を
行
う
法
人
を
除
く

が
前
事
業
年
度
又
は
前
連
結
事
業
年
度
の
法
人
税
割
額
並
び
に
前
事
業
年
度

8年
法
律
第
13
号
附
則
第
31
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
第
９

。
）

）

の
事
業
税
額
及
び
特
別
法
人
事
業
税
額
を
基
礎
に
し
て
中
間
申
告
を
す
る
場
合
に
使
用
す
る
こ
と

条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
地
方
法
人
特
別
税
等
に
関
す
る
暫
定
措
置
法
に
規
定
す
る
地
方
法
人
特
別
税
の

。

額
を
い
う

を
基
礎
に
し
て
中
間
申
告
を
す
る
場
合
に
使
用
す
る
こ
と

。
）

。



２
９

略
２
９
同
左

［
～

］
［

～
］

第
六
号
の
三
様
式
（
そ
の
２
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
草
色
）
（
第
三
条
・
第
五
条
・
第
十
条
の
二
関

［
新
設
］

係
）

［
様
式

別
紙
六
十
四

挿
入
］

第
七
号
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
三
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）

第
七
号
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
三
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）

［
様
式

略
］

［
様
式

同
上
］

第
７
号
様
式
記
載
要
領

第
７
号
様
式
記
載
要
領

１
こ
の
明
細
書
は
内
国
法
人
が
法
第
53条
第
24項
及
び
第
321
条
の
８
第
24
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場

１
こ
の
明
細
書
は

内
国
法
人
が
法
第
53条
第
24項
及
び
第
321
条
の
８
第
24
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場

、
、

合
に
記
載
し

東
京
都
内
に
事
務
所
又
は
事
業
所
を
有
す
る
内
国
法
人
が
東
京
都
に
提
出
す
る
第
６
号
様
式

合
に
記
載
し

東
京
都
内
に
事
務
所
又
は
事
業
所
を
有
す
る
内
国
法
人
が
東
京
都
に
提
出
す
る
第
６
号
様
式

、
、

若
し
く
は
第
６
号
様
式

そ
の
２

の
申
告
書
又
は
第
1
0
号
の
３
様
式
の
更
正
請
求
書
に
添
付
す
る
場
合
は

の
申
告
書
又
は
第
1
0
号
の
３
様
式
の
更
正
請
求
書
に
添
付
す
る
場
合
は

そ
の
２

に
よ
り

そ
れ
以
外
の

（
）

（
）

、

そ
の
２

に
よ
り

そ
れ
以
外
の
場
合
は

そ
の
１

に
よ
る
こ
と

な
お

そ
の
２
は

そ
の
１

場
合
は

そ
の
１

に
よ
る
こ
と

な
お

そ
の
２

は
そ
の
１

に
代
え
て
使
用
し
て
差
し
支
え
な

（
）

、
（

）
。

、
（

）
（

（
）

。
、
（

）
（

）

に
代
え
て
使
用
し
て
差
し
支
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と

い
も
の
で
あ
る
こ
と

）
。

。

２
法
人
課
税
信
託
の
受
託
者
が
当
該
法
人
課
税
信
託
に
つ
い
て

第
６
号
様
式
若
し
く
は
第
６
号
様
式
そ

２
法
人
課
税
信
託
の
受
託
者
が
当
該
法
人
課
税
信
託
に
つ
い
て

第
６
号
様
式
の
申
告
書
又
は
第
1
0
号
の
３

、
（

、

の
２

の
申
告
書
又
は
第
1
0
号
の
３
様
式
の
更
正
請
求
書
に
添
付
す
る
場
合
に
は

法
人
名

の
欄
に
は

様
式
の
更
正
請
求
書
に
添
付
す
る
場
合
に
は

法
人
名

の
欄
に
は
法
人
課
税
信
託
の
名
称
を
併
記
す
る

）
、
「

」
、
「

」

法
人
課
税
信
託
の
名
称
を
併
記
す
る
こ
と

こ
と

。
。

３

（そ
の
１

）の
記
載
に
当
た

て
は
次
に
よ
る
こ
と

３

（そ
の
１

）の
記
載
に
当
た
て
は
次
に
よ
る
こ
と

っ
、

。
っ

、
。

1
4
略

1
4
同
左

［
(
)～
(
)

］
［
(
)～
(
)

］

5
各
道
府
県
ご
と
に
算
定
し
た
法
人
税
割
額
⑩
の
欄
は
第
６
号
様
式
又
は
第
６
号
様
式
そ
の
２

5
各
道
府
県
ご
と
に
算
定
し
た
法
人
税
割
額
⑩
の
欄
は
第
６
号
様
式
の

法
人
税
割
額
⑦
の
欄

(
)
「

」
、

（
(
)
「

」
、

「
」

の
法
人
税
割
額
⑦
の
欄
の
金
額
か
ら
道
府
県
民
税
の
特
定
寄
附
金
税
額
控
除
額
⑧
の
欄
の
金

の
金
額
か
ら
道
府
県
民
税
の
特
定
寄
附
金
税
額
控
除
額
⑧
の
欄
の
金
額
を
控
除
し
た
金
額
を
記
載
す

）
「

」
「

」
「

」

額
を
控
除
し
た
金
額
を
記
載
す
る
こ
と

る
こ
と

。
。

４

（そ
の
２

）の
記
載
に
当
た

て
は
次
に
よ
る
こ
と

４

（そ
の
２

）の
記
載
に
当
た
て
は
次
に
よ
る
こ
と

っ
、

。
っ

、
。

1
4
略

1
4
同
左

［
(
)～
(
)

］
［
(
)～
(
)

］

5
各
都
道
府
県
ご
と
に
算
定
し
た
法
人
税
割
額
⑪

の
欄
は
第
６
号
様
式
又
は
第
６
号
様
式
そ
の

5
各
都
道
府
県
ご
と
に
算
定
し
た
法
人
税
割
額
⑪
の
欄
は
第
６
号
様
式
の
法
人
税
割
額
⑦

の
(
)
「

」
、

（
(
)
「

」
、

「
」

２
の
法
人
税
割
額
⑦
の
欄
の
金
額
か
ら
道
府
県
民
税
の
特
定
寄
附
金
税
額
控
除
額
⑧
の
欄
の

欄
の
金
額
か
ら
道
府
県
民
税
の
特
定
寄
附
金
税
額
控
除
額
⑧
の
欄
の
金
額
を
控
除
し
た
金
額
を
記
載

）
「

」
「

」
「

」

金
額
を
控
除
し
た
金
額
を
記
載
す
る
こ
と

す
る
こ
と

。
。

6
略

6
同
左

［
(
)

］
［
(
)

］

５
略

５
同
左

［
］

［
］

第
七
号
の
二
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
三
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）

第
七
号
の
二
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
三
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）

［
様
式

略
］

［
様
式

同
上
］

第
７
号
の
２
様
式
記
載
要
領

第
７
号
の
２
様
式
記
載
要
領

１
こ
の
明
細
書
は
外
国
に
お
い
て
課
さ
れ
た
外
国
の
法
人
税
等
の
額
を
法
第
5
3条
第
2
6項
及
び
第
3
21条
の

１
こ
の
明
細
書
は
外
国
に
お
い
て
課
さ
れ
た
外
国
の
法
人
税
等
の
額
を
法
第
5
3条
第
2
6項
及
び
第
3
21条
の

、
、

８
第
2
6
項
の
規
定
に
よ
り
法
人
税
割
額
か
ら
控
除
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
記
載
し

東
京
都
内
に
事
務
所
又

８
第
2
6
項
の
規
定
に
よ
り
法
人
税
割
額
か
ら
控
除
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
記
載
し

東
京
都
内
に
事
務
所
又

、
、

は
事
業
所
を
有
す
る
法
人
が
東
京
都
に
提
出
す
る
第
６
号
様
式
若
し
く
は
第
６
号
様
式

そ
の
２

の
申
告

は
事
業
所
を
有
す
る
法
人
が
東
京
都
に
提
出
す
る
第
６
号
様
式
の
申
告
書
又
は
第
1
0
号
の
３
様
式
の
更
正
請

（
）

書
又
は
第
1
0
号
の
３
様
式
の
更
正
請
求
書
に
添
付
す
る
場
合
は

そ
の
２
に
よ
り

そ
れ
以
外
の
場
合
は

求
書
に
添
付
す
る
場
合
は

そ
の
２

に
よ
り

そ
れ
以
外
の
場
合
は

そ
の
１

に
よ
る
こ
と
な
お

（
）

、
（

）
、

（
）

。
、

そ
の
１

に
よ
る
こ
と

な
お

そ
の
２
は

そ
の
１

に
代
え
て
使
用
し
て
差
し
支
え
な
い
も
の

そ
の
２
は
そ
の
１
に
代
え
て
使
用
し
て
差
し
支
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と

（
）

。
、
（

）
（

）
（

）
（

）
。

で
あ
る
こ
と
。

２
法
人
課
税
信
託
の
受
託
者
が
当
該
法
人
課
税
信
託
に
つ
い
て

第
６
号
様
式
若
し
く
は
第
６
号
様
式

そ
２

法
人
課
税
信
託
の
受
託
者
が
当
該
法
人
課
税
信
託
に
つ
い
て

第
６
号
様
式
の
申
告
書
又
は
第
1
0
号
の
３

、
（

、

の
２

の
申
告
書
又
は
第
1
0
号
の
３
様
式
の
更
正
請
求
書
に
添
付
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は

法
人
名

の
様
式
の
更
正
請
求
書
に
添
付
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は

法
人
名

の
欄
に
は
法
人
課
税
信
託
の
名
称
を
併

）
、
「

」
、
「

」



欄
に
は
法
人
課
税
信
託
の
名
称
を
併
記
す
る
こ
と

記
す
る
こ
と

。
。

３

（そ
の
１

）の
記
載
に
当
た
て
は
次
に
よ
る
こ
と

３

（そ
の
１

）の
記
載
に
当
た
て
は
次
に
よ
る
こ
と

っ
、

。
っ

、
。

1
3
略

1
3
同
左

［
(
)～
(
)

］
［
(
)～
(
)

］

4
各
道
府
県
ご
と
に
算
定
し
た
法
人
税
割
額
⑰
の
欄
は
第
６
号
様
式
又
は
第
６
号
様
式
そ
の
２

4
各
道
府
県
ご
と
に
算
定
し
た
法
人
税
割
額
⑰

の
欄
は
第
６
号
様
式
の
法
人
税
割
額
⑦
の
欄

(
)
「

」
、

（
(
)
「

」
、

「
」

の
法
人
税
割
額
⑦
の
欄
の
金
額
か
ら
道
府
県
民
税
の
特
定
寄
附
金
税
額
控
除
額
⑧
の
欄
の
金

の
金
額
か
ら
道
府
県
民
税
の
特
定
寄
附
金
税
額
控
除
額
⑧
の
欄
の
金
額
及
び
外
国
関
係
会
社
等
に

）
「

」
「

」
「

」
「

額
及
び

外
国
関
係
会
社
等
に
係
る
控
除
対
象
所
得
税
額
等
相
当
額
又
は
個
別
控
除
対
象
所
得
税
額
等
相

係
る
控
除
対
象
所
得
税
額
等
相
当
額
又
は
個
別
控
除
対
象
所
得
税
額
等
相
当
額
の
控
除
額
⑨
の
欄
の
金

「
」

当
額
の
控
除
額
⑨
の
欄
の
金
額
を
控
除
し
た
金
額
を
記
載
す
る
こ
と

額
を
控
除
し
た
金
額
を
記
載
す
る
こ
と

」
。

。

４

（そ
の
２

）の
記
載
に
当
た
て
は
次
に
よ
る
こ
と

４

（そ
の
２

）の
記
載
に
当
た
て
は
次
に
よ
る
こ
と

っ
、

。
っ

、
。

1
4
略

1
4
同
左

［
(
)～
(
)

］
［
(
)～
(
)

］

5
各
都
道
府
県
ご
と
に
算
定
し
た
法
人
税
割
額
⑱
の
欄
は

第
６
号
様
式
又
は
第
６
号
様
式
そ
の

5
各
都
道
府
県
ご
と
に
算
定
し
た
法
人
税
割
額
⑱
の
欄
は

第
６
号
様
式
の
法
人
税
割
額
⑦
の

(
)
「

」
、

（
(
)
「

」
、

「
」

２
の

法
人
税
割
額
⑦
の
欄
の
金
額
か
ら
道
府
県
民
税
の
特
定
寄
附
金
税
額
控
除
額
⑧
の
欄
の

欄
の
金
額
か
ら
道
府
県
民
税
の
特
定
寄
附
金
税
額
控
除
額
⑧

の
欄
の
金
額
及
び
外
国
関
係
会
社
等

）
「

」
「

」
「

」
「

金
額
及
び
外
国
関
係
会
社
等
に
係
る
控
除
対
象
所
得
税
額
等
相
当
額
又
は
個
別
控
除
対
象
所
得
税
額
等

に
係
る
控
除
対
象
所
得
税
額
等
相
当
額
又
は
個
別
控
除
対
象
所
得
税
額
等
相
当
額
の
控
除
額
⑨
の
欄
の

「
」

相
当
額
の
控
除
額
⑨
の
欄
の
金
額
を
控
除
し
た
金
額
を
記
載
す
る
こ
と

金
額
を
控
除
し
た
金
額
を
記
載
す
る
こ
と

」
。

。

6
略

6
同
左

［
(
)

］
［
(
)

］

第
七
号
の
三
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
附
則
第
二
条
の
六
・
第
二
条
の
六
の
二
・
第
三
条
関
係
）

第
七
号
の
三
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
附
則
第
二
条
の
六
・
第
二
条
の
六
の
二
・
第
三
条
関
係
）

［
様
式

別
紙
六
十
六

挿
入
］

［
様
式

別
紙
六
十
五

挿
入
］

第
７
号
の
３
様
式
記
載
要
領

第
７
号
の
３
様
式
記
載
要
領

１
こ
の
明
細
書
は

法
附
則
第
８
条
の
２
の
２
第
１
項
若
し
く
は
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
法
人
税
割
額
か
ら

１
こ
の
明
細
書
は

法
附
則
第
８
条
の
２
の
２
第
１
項
若
し
く
は
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
法
人
税
割
額
か
ら

、
、

控
除
し
よ
う
と
す
る
場
合
又
は
法
附
則
第
９
条
の
２
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
事
業
税
額
か
ら
控
除
し
よ

控
除
し
よ
う
と
す
る
場
合
又
は
法
附
則
第
９
条
の
２
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
事
業
税
額
か
ら
控
除
し
よ

う
と
す
る
場
合
に
記
載
し

事
務
所
又
は
事
業
所
所
在
の
道
府
県
知
事
に

第
６
号
様
式
若
し
く
は
第
６
号

う
と
す
る
場
合
に
記
載
し
事
務
所
又
は
事
業
所
所
在
の
道
府
県
知
事
に
第
６
号
様
式
の
申
告
書
又
は
第
1

、
、

、
、

様
式
そ
の
２

の
申
告
書
又
は
第
1
0号
の
３
様
式
の
更
正
請
求
書
に
添
付
す
る
こ
と

0号
の
３
様
式
の
更
正
請
求
書
に
添
付
す
る
こ
と

（
）

。
。

ま
た

上
記
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
法
人
に
あ
っ
て
は
寄
附
金
を
受
け
た
法
附
則
第
８
条
の
２
の
２

ま
た

上
記
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
法
人
に
あ
っ
て
は

寄
附
金
を
受
け
た
法
附
則
第
８
条
の
２
の
２

、
、

、
、

第
１
項
又
は
第
９
条
の
２
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
認
定
地
方
公
共
団
体
が
当
該
寄
附
金
の
受
領
に
つ
い
て

第
１
項
又
は
第
９
条
の
２
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
認
定
地
方
公
共
団
体
が
当
該
寄
附
金
の
受
領
に
つ
い
て

地
域
再
生
法
施
行
規
則
第
14条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
す
る
書
類
の
写
し
も
併
せ
て
添
付
す
る
こ
と

地
域
再
生
法
施
行
規
則
第
14条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
す
る
書
類
の
写
し
も
併
せ
て
添
付
す
る
こ
と

。
。

２
４
略

２
４
同
左

［
～

］
［

～
］

第
十
号
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
三
条
・
第
五
条
・
第
十
条
の
二
関
係
）

第
十
号
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
三
条
・
第
五
条
関
係
）

［
様
式

別
紙
六
十
八

挿
入
］

［
様
式

別
紙
六
十
七

挿
入
］

第
10
号
様
式
記
載
要
領

第
10
号
様
式
記
載
要
領

１
こ
の
明
細
書
は

２
以
上
の
道
府
県
に
事
務
所
若
し
く
は
事
業
所
を
有
す
る
法
人
又
は
東
京
都
の
特
別
区

１
こ
の
明
細
書
は

２
以
上
の
道
府
県
に
事
務
所
若
し
く
は
事
業
所
を
有
す
る
法
人
又
は
東
京
都
の
特
別
区

、
、

及
び
市
町
村
に
事
務
所
若
し
く
は
事
業
所
を
有
す
る
法
人
が
第
６
号
様
式
若
し
く
は
第
６
号
様
式
そ
の

及
び
市
町
村
に
事
務
所
若
し
く
は
事
業
所
を
有
す
る
法
人
が

第
６
号
様
式
第
６
号
の
２
様
式
又
は
第
６

、
（

、
、

２
第
６
号
の
２
様
式
又
は
第
６
号
の
３
様
式

法
第
7
2
条
の
4
8
第
２
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
事
業

号
の
３
様
式

法
第
7
2
条
の
4
8第
２
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
事
業
税
の
申
告
を
す
る
場
合
に
限
る

）
、

（
（

。
）

税
の
申
告
を
す
る
場
合
に
限
る

若
し
く
は
第
６
号
の
３
様
式

そ
の
２

法
第
7
2
条
の
4
8
第
２
項
た

の
申
告
書
を
提
出
す
る
場
合
に

そ
の
申
告
書
に
添
付
し
て
１
通
を
提
出
す
る
こ
と

た
だ
し
主
た
る
事

。
）

（
）
（

、
。

、

だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
事
業
税
の
申
告
を
す
る
場
合
に
限
る

）の
申
告
書
を
提
出
す
る
場
合
に

そ
の
申

務
所
又
は
事
業
所

外
国
法
人
に
あ
っ
て
は

こ
の
法
律
の
施
行
地
に
お
い
て
行
う
事
業
の
責
任
者
が
主
と

。
、

（
、

告
書
に
添
付
し
て
１
通
を
提
出
す
る
こ
と

た
だ
し

主
た
る
事
務
所
又
は
事
業
所

外
国
法
人
に
あ
っ
て

し
て
執
務
す
る
恒
久
的
施
設
所
在
地
の
道
府
県
知
事
に
対
し
て
は
写
し
１
通
を
添
付
す
る
こ
と

。
、

（
）

、
。

は
こ
の
法
律
の
施
行
地
に
お
い
て
行
う
事
業
の
責
任
者
が
主
と
し
て
執
務
す
る
恒
久
的
施
設

所
在
地
の

、
）

道
府
県
知
事
に
対
し
て
は
写
し
１
通
を
添
付
す
る
こ
と

、
。

２
法
人
課
税
信
託
の
受
託
者
が
当
該
法
人
課
税
信
託
に
つ
い
て

第
６
号
様
式
若
し
く
は
第
６
号
様
式

そ
２

法
人
課
税
信
託
の
受
託
者
が
当
該
法
人
課
税
信
託
に
つ
い
て

第
６
号
様
式

第
６
号
の
２
様
式
又
は
第

、
（

、
、

の
２

第
６
号
の
２
様
式
又
は
第
６
号
の
３
様
式
若
し
く
は
第
６
号
の
３
様
式
そ
の
２

の
申
告
書
に

６
号
の
３
様
式
の
申
告
書
に
添
付
す
る
場
合
に
は

法
人
名

の
欄
に
は
法
人
課
税
信
託
の
名
称
を
併
記

）
、

（
）

、
「

」



添
付
す
る
場
合
に
は

法
人
名
の
欄
に
は
法
人
課
税
信
託
の
名
称
を
併
記
す
る
こ
と

す
る
こ
と

、
「

」
。

。

第
１
号

「
・

３
事
業
税
法
第
72
条
の
２
第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る
事
業

と
な
っ
て
い
る
箇
所
に
つ
い
て
は

新
設

、
［

］
・
第
３
号

」

事
業
の
区
分
に
応
じ

第
１
号

第
２
号

又
は

第
３
号

の
該
当
す
る
も
の
を
○
印
で
囲
ん
で

、
「

」
、
「

」
「

」

表
示
す
る
こ
と
。

４
法
第
7
2
条
の
２
第
１
項
第
１
号
に
掲
げ
る
事
業
と
同
項
第
３
号
に
掲
げ
る
事
業
と
を
併
せ
て
行
う
法
人
及

新
設

［
］

び
同
項
第
２
号
に
掲
げ
る
事
業
と
同
項
第
３
号
に
掲
げ
る
事
業
と
を
併
せ
て
行
う
法
人
に
あ
っ
て
は
そ
れ

、

ぞ
れ
の
事
業
に
係
る
課
税
標
準
額
の
計
算
の
別
を
明
ら
か
に
し
て
記
載
し

そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
ご
と
に
提
出

、

す
る
こ
と

こ
の
場
合
に
お
い
て

道
府
県
民
税
に
つ
い
て
は

い
ず
れ
か
一
方
の
明
細
書
に
記
載
す
る
こ

。
、

、

と
。

５
法
第
7
2
条
の
２
第
１
項
第
１
号
に
掲
げ
る
事
業

同
項
第
２
号
に
掲
げ
る
事
業
及
び
同
項
第
３
号
に
掲
げ

新
設

、
［

］

る
事
業
を
併
せ
て
行
う
法
人
に
あ
っ
て
は

各
事
業
に
係
る
課
税
標
準
額
の
計
算
の
別
を
明
ら
か
に
し
て
記

、

載
し

同
項
第
１
号
に
掲
げ
る
事
業
及
び
同
項
第
２
号
に
掲
げ
る
事
業
と
同
項
第
３
号
に
掲
げ
る
事
業
と
に

、

分
け
て
提
出
す
る
こ
と

こ
の
場
合
に
お
い
て

道
府
県
民
税
に
つ
い
て
は

い
ず
れ
か
一
方
の
明
細
書
に

。
、

、

記
載
す
る
こ
と
。

６
連
結
法
人

法
人
税
法
第
２
条
第
1
2
号
の
７
の
２
に
規
定
す
る
連
結
法
人
を
い
う

以
下
こ
の
記
載
要
領

３
連
結
法
人

法
人
税
法
第
２
条
第
1
2
号
の
７
の
２
に
規
定
す
る
連
結
法
人
を
い
う

以
下
こ
の
記
載
要
領

（
。

（
。

に
お
い
て
同
じ

及
び
連
結
法
人
で
あ
っ
た
法
人
が
第
６
号
様
式
又
は
第
６
号
様
式

そ
の
２

の
申
告

に
お
い
て
同
じ

及
び
連
結
法
人
で
あ
っ
た
法
人
が
第
６
号
様
式
の
申
告
書
に
添
付
す
る
場
合
に
は

。
）

（
）

。
）

、
「

書
に
添
付
す
る
場
合
に
は

法
人
税
法
の
規
定
に
よ
っ
て
計
算
し
た
法
人
税
額
①

の
欄
か
ら

退
職
年

法
人
税
法
の
規
定
に
よ
っ
て
計
算
し
た
法
人
税
額
①

の
欄
か
ら

退
職
年
金
等
積
立
金
に
係
る
法
人
税
額

、
「

」
「

」
「

金
等
積
立
金
に
係
る
法
人
税
額
④

ま
で
の
欄
は
記
載
し
な
い
こ
と
と
し

差
引
計
⑤

の
欄
に
第
６
号

④
ま
で
の
欄
は
記
載
し
な
い
こ
と
と
し

差
引
計
⑤

の
欄
に
第
６
号
様
式
別
表
１
の

課
税
標
準
と

」
、
「

」
」

、
「

」
「

様
式
別
表
１
の

課
税
標
準
と
な
る
個
別
帰
属
法
人
税
額
又
は
法
人
税
額
⑦

の
欄
の
金
額
を
記
載
す
る
こ

な
る
個
別
帰
属
法
人
税
額
又
は
法
人
税
額
⑦
の
欄
の
金
額
を
記
載
す
る
こ
と

「
」

」
。

と
。

７
道
府
県
内
に
恒
久
的
施
設
を
有
す
る
外
国
法
人
が
第
６
号
様
式
又
は
第
６
号
様
式

そ
の
２

の
申
告
書

４
道
府
県
内
に
恒
久
的
施
設
を
有
す
る
外
国
法
人
が
第
６
号
様
式
の
申
告
書
に
添
付
す
る
場
合
に
は

法
（

）
、
「

に
添
付
す
る
場
合
に
は

法
人
税
法
の
規
定
に
よ
っ
て
計
算
し
た
法
人
税
額
①

の
欄
か
ら

退
職
年
金

人
税
法
の
規
定
に
よ
っ
て
計
算
し
た
法
人
税
額
①

の
欄
か
ら

退
職
年
金
等
積
立
金
に
係
る
法
人
税
額
④

、
「

」
「

」
「

等
積
立
金
に
係
る
法
人
税
額
④

の
欄
ま
で
は
記
載
し
な
い
こ
と
と
し

差
引
計
⑤
の
欄
に
第
６
号
様

の
欄
ま
で
は
記
載
し
な
い
こ
と
と
し

差
引
計
⑤

の
欄
に
第
６
号
様
式
別
表
１
の
２
の
課
税
標
準

」
、
「

」
」

、
「

」
「

式
別
表
１
の
２
の
課
税
標
準
と
な
る
法
人
税
額
④
の
欄
の
金
額
を
記
載
す
る
こ
と

と
な
る
法
人
税
額
④
の
欄
の
金
額
を
記
載
す
る
こ
と

「
」

。
」

。

８
12

略
５
９

同
左

～
［

］
～

［
］

第
十
号
の
三
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
六
条
の
五
関
係
）

第
十
号
の
三
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
六
条
の
五
関
係
）

［
様
式

別
紙
七
十

挿
入
］

［
様
式

別
紙
六
十
九

挿
入
］

第
10
号
の
３
様
式
記
載
要
領

第
10
号
の
３
様
式
記
載
要
領

１
こ
の
請
求
書
は

法
人
の
道
府
県
民
税
又
は
事
業
税
若
し
く
は
特
別
法
人
事
業
税
若
し
く
は
地
方
法
人
特

１
こ
の
請
求
書
は

法
人
の
道
府
県
民
税
又
は
事
業
税
若
し
く
は
特
別
法
人
事
業
税
若
し
く
は
地
方
法
人
特

、
、

別
税

地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律

平
成
2
8
年
法
律
第
1
3
号

附
則
第
3
1
条
第
２
項
の
規

別
税

地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律

平
成
2
8
年
法
律
第
1
3
号

附
則
第
3
1
条
第
２
項
の
規

（
（

）
（

（
）

定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
第
９
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
地
方
法
人
特
別

定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
第
９
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
地
方
法
人
特
別

税
等
に
関
す
る
暫
定
措
置
法
に
規
定
す
る
地
方
法
人
特
別
税
を
い
う

に
つ
い
て

法
第
2
0
条
の
９
の
３

税
等
に
関
す
る
暫
定
措
置
法
に
規
定
す
る
地
方
法
人
特
別
税
を
い
う

に
つ
い
て
法
第
2
0
条
の
９
の
３

。
）

、
。
）

、

第
１
項
若
し
く
は
第
２
項

第
5
3
条
の
２

第
7
2
条
の
3
3
又
は
第
7
2
条
の
4
8
の
２
第
４
項
の
規
定
に
基
づ
き

第
１
項
若
し
く
は
第
２
項
第
5
3
条
の
２

第
7
2
条
の
3
3
の
２
又
は
第
7
2
条
の
4
8
の
２
第
４
項
の
規
定
に
基

、
、

、
、

更
正
の
請
求
を
す
る
場
合
に
使
用
す
る
こ
と

づ
き
更
正
の
請
求
を
す
る
場
合
に
使
用
す
る
こ
と

。
。

２
６
略

２
６
同
左

［
～

］
［

～
］

事
業
税

「



法
第
72条

の
２
第
１
項

第
１
号

７

・

と
な
っ
て
い
る
箇
所
に
つ
い
て
は

事
業
の
区
分
に
応
じ

第
１
号

第
２

新
設

、
、
「

」
、
「

［
］

第
２
号
・
第
３
号

に
掲
げ
る
事
業
」

号
又
は
第
３
号
の
該
当
す
る
も
の
を
○
印
で
囲
ん
で
表
示
す
る
こ
と

」
「

」
。

８
法
第
7
2
条
の
２
第
１
項
第
１
号
に
掲
げ
る
事
業
と
同
項
第
３
号
に
掲
げ
る
事
業
と
を
併
せ
て
行
う
法
人
及

新
設

［
］

び
同
項
第
２
号
に
掲
げ
る
事
業
と
同
項
第
３
号
に
掲
げ
る
事
業
と
を
併
せ
て
行
う
法
人
が
事
業
税
の
更
正
の

請
求
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は

そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
に
係
る
課
税
標
準
等
及
び
税
額
等
の
計
算
の
別
を
明
ら

、

か
に
し
て
記
載
し
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
ご
と
に
提
出
す
る
こ
と

、
。

９
法
第
7
2
条
の
２
第
１
項
第
１
号
に
掲
げ
る
事
業

同
項
第
２
号
に
掲
げ
る
事
業
及
び
同
項
第
３
号
に
掲
げ

新
設

、
［

］

る
事
業
を
併
せ
て
行
う
法
人
が
事
業
税
の
更
正
の
請
求
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は

各
事
業
に
係
る
課
税
標

、

準
等
及
び
税
額
等
の
計
算
の
別
を
明
ら
か
に
し
て
記
載
し

同
項
第
１
号
に
掲
げ
る
事
業
及
び
同
項
第
２
号

、

に
掲
げ
る
事
業
と
同
項
第
３
号
に
掲
げ
る
事
業
と
に
分
け
て
提
出
す
る
こ
と
。

10
略

７
同
左

［
］

［
］

11
略

８
同
左

［
］

［
］

1
2

更
正
の
請
求
を
す
る
理
由
及
び
請
求
を
す
る
に
至
っ
た
事
情
の
詳
細
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

９
更
正
の
請
求
を
す
る
理
由
及
び
請
求
を
す
る
に
至
っ
た
事
情
の
詳
細
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

「
」

「
」

の
欄
に
は

そ
の
理
由
等
を
具
体
的
に
記
載
す
る
と
と
も
に

課
税
標
準
等
又
は
税
額
等
が
過
大
で
あ
る
こ

の
欄
に
は

そ
の
理
由
等
を
具
体
的
に
記
載
す
る
と
と
も
に

課
税
標
準
等
又
は
税
額
等
が
過
大
で
あ
る
こ

、
、

、
、

と
等
の
事
実
を
証
す
る
資
料

法
第
5
3
条
の
２
又
は
第
7
2
条
の
3
3
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き
更
正
の
請
求
を

と
等
の
事
実
を
証
す
る
資
料

法
第
5
3
条
の
２
又
は
第
7
2
条
の
3
3
の
２
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き
更
正
の
請

（
（

す
る
場
合
に
は

法
人
税
の
更
正
通
知
書
写

を
添
付
す
る
こ
と

な
お

こ
の
更
正
の
請
求
が

租
税
条

求
を
す
る
場
合
に
は

法
人
税
の
更
正
通
知
書
写

を
添
付
す
る
こ
と

な
お

こ
の
更
正
の
請
求
が

租
、

）
。

、
、

、
）

。
、

、

約
等
の
実
施
に
伴
う
所
得
税
法

法
人
税
法
及
び
地
方
税
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
第
７
条
第
１
項
に
規

税
条
約
等
の
実
施
に
伴
う
所
得
税
法

法
人
税
法
及
び
地
方
税
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
第
７
条
第
１
項

、
、

定
す
る
合
意
に
基
づ
く
国
税
通
則
法
第
2
4
条
又
は
第
2
6
条
の
規
定
に
よ
る
更
正
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に

に
規
定
す
る
合
意
に
基
づ
く
国
税
通
則
法
第
2
4
条
又
は
第
2
6
条
の
規
定
に
よ
る
更
正
に
係
る
も
の
で
あ
る
場

は
当
該
欄
に
租
税
条
約
の
実
施
に
係
る
も
の
と
記
載
す
る
こ
と

合
に
は
当
該
欄
に
租
税
条
約
の
実
施
に
係
る
も
の
と
記
載
す
る
こ
と

、
「

」
。

、
「

」
。

1
3

略
1
0

同
左

［
］

［
］

第
十
号
の
五
様
式
（
第
三
条
の
四
・
第
三
条
の
四
の
三
・
第
五
条
の
二
の
三
・
第
五
条
の
四
関
係
）

第
十
号
の
五
様
式
（
第
三
条
の
四
・
第
三
条
の
四
の
三
・
第
五
条
の
二
・
第
五
条
の
四
関
係
）

［
様
式

別
紙
七
十
二

挿
入
］

［
様
式

別
紙
七
十
一

挿
入
］

第
10号
の
５
様
式
記
載
要
領
略

第
10号
の
５
様
式
記
載
要
領
同
左

［
］

［
］

第
十
四
号
の
二
様
式
（
第
六
条
の
七
関
係
）

第
十
四
号
の
二
様
式
（
第
七
条
関
係
）

［
様
式

別
紙
七
十
四

挿
入
］

［
様
式

別
紙
七
十
三

挿
入
］

第
14号
の
２
様
式
記
載
要
領
略

第
14号
の
２
様
式
記
載
要
領
同
左

［
］

［
］

第
十
四
号
の
三
様
式
（
第
六
条
の
九
関
係
）

第
十
四
号
の
三
様
式
（
第
七
条
関
係
）

［
様
式

別
紙
七
十
六

挿
入
］

［
様
式

別
紙
七
十
五

挿
入
］

第
十
六
号
の
四
十
三
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
九
条
の
五
及
び
第
九
条
の
十
七
関
係
）

第
十
六
号
の
四
十
三
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
九
条
の
五
及
び
第
九
条
の
十
七
関
係
）

［
様
式

略
］

［
様
式

同
上
］

［第
16号
の
43
様
式
記
載
要
領
別
紙
七
十
八
挿
入

］

［第
16号
の
43
様
式
記
載
要
領
別
紙
七
十
七
挿
入

］

第
十
七
号
様
式
（
第
十
条
関
係
）

第
十
七
号
様
式
（
第
十
条
関
係
）

［
様
式

別
紙
八
十

挿
入
］

［
様
式

別
紙
七
十
九

挿
入
］



第
二
十
号
様
式
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
十
条
関
係
）

第
二
十
号
様
式
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
十
条
関
係
）

［
様
式

略
］

［
様
式

同
上
］

第
二
十
号
様
式
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
十
条
関
係
）

第
二
十
号
様
式
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
十
条
関
係
）

［
様
式

略
］

［
様
式

同
上
］

第
2
0号
様
式
記
載
要
領

第
2
0号
様
式
記
載
要
領

１
９

略
１
９
同
左

［
～

］
［

～
］

1
0

法
人
税
法
の
規
定
に
よ

て
計
算
し
た
法
人
税
額
①

の
欄
は

法
人
税
の
申
告
書

（別
表
１

）の
1
0

法
人
税
法
の
規
定
に
よ

て
計
算
し
た
法
人
税
額
①

の
欄
は

法
人
税
の
申
告
書

（別
表
１

）の
「

っ
」

、
「

「
っ

」
、

「

法
人
税
額
計

の
欄
の
金
額

（こ
の
欄
の
上
段
に
使
途
秘
匿
金
の
支
出
の
額
の
4
0
％
相
当
額
が
記
載
さ
れ
て

法
人
税
額
計

の
欄
の
金
額

（こ
の
欄
の
上
段
に
使
途
秘
匿
金
の
支
出
の
額
の
4
0
％
相
当
額
が
記
載
さ
れ
て

」
」

い
る
場
合
に
は

当
該
額
を
加
算
し
た
金
額

）を
記
載
し

括
弧
内
に
は

土
地
譲
渡
利
益
金
額
に
対
す
る

い
る
場
合
に
は

当
該
額
を
加
算
し
た
金
額

）を
記
載
し

括
弧
内
に
は

土
地
譲
渡
利
益
金
額
に
対
す
る

、
、

、
、

、
、

法
人
税
額

特
別
控
除
取
戻
税
額
及
び
使
途
秘
匿
金
の
支
出
に
対
す
る
法
人
税
額

（使
途
秘
匿
金
の
支
出
の

法
人
税
額

リ
ス
特
別
控
除
取
戻
税
額
及
び
使
途
秘
匿
金
の
支
出
に
対
す
る
法
人
税
額

（使
途
秘
匿
金
の

、
、

ー

額
の
4
0％
相
当
額

）の
合
計
額
を
記
載
す
る
こ
と

支
出
の
額
の
4
0％
相
当
額

）の
合
計
額
を
記
載
す
る
こ
と

。
。

11
1
7
略

11
1
7
同
左

［
～

］
［

～
］

第
二
十
号
様
式
別
表
一
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
十
条
関
係
）

第
二
十
号
様
式
別
表
一
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
十
条
関
係
）

［
様
式

略
］

［
様
式

同
上
］

第
二
十
号
様
式
別
表
一
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
十
条
関
係
）

第
二
十
号
様
式
別
表
一
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
十
条
関
係
）

［
様
式

略
］

［
様
式

同
上
］

第
20
号
様
式
別
表
１
記
載
要
領

第
20
号
様
式
別
表
１
記
載
要
領

１
４
略

１
４
同
左

［
～

］
［

～
］

５
法
人
税
法
の
規
定
に
よ

て
計
算
し
た
連
結
法
人
税
額
に
係
る
個
別
帰
属
額
又
は
法
人
税
法
の
規
定
に

５
法
人
税
法
の
規
定
に
よ

て
計
算
し
た
連
結
法
人
税
額
に
係
る
個
別
帰
属
額
又
は
法
人
税
法
の
規
定
に

「
っ

「
っ

よ
て
計
算
し
た
法
人
税
額
①

の
欄
は

連
結
申
告
法
人

（法
人
税
法
第
２
条
第
1
6号
に
規
定
す
る
連
結

よ
て
計
算
し
た
法
人
税
額
①

の
欄
は

連
結
申
告
法
人

（法
人
税
法
第
２
条
第
1
6号
に
規
定
す
る
連
結

っ
」

、
っ

」
、

申
告
法
人
を
い
う

以
下
こ
の
記
載
要
領
に
お
い
て
同
じ

）に
あ

て
は

当
該
連
結
申
告
法
人
に
係
る

申
告
法
人
を
い
う

以
下
こ
の
記
載
要
領
に
お
い
て
同
じ

）に
あ
て
は
当
該
連
結
申
告
法
人
に
係
る

。
。

っ
、

。
。

っ
、

法
人
税
の
明
細
書

（別
表
５
の
２
2
付
表

）の
当
期
分
4
4

欄
の

当
期
発
生
額
②

の
欄
の
金
額

法
人
税
の
明
細
書

（別
表
５
の
２
2
付
表

）の
当
期
分
4
4

欄
の

当
期
発
生
額
②

の
欄
の
金
額

(
)

「
(
)」

「
」

(
)

「
(
)」

「
」

（連
結
地
方
法
人
税
個
別
帰
属
額
を
除
く

）に
所
得
税
額
の
控
除
額
の
個
別
帰
属
額

（法
人
税
の
明
細

（連
結
地
方
法
人
税
個
別
帰
属
額
を
除
く

）に
所
得
税
額
の
控
除
額
の
個
別
帰
属
額

（法
人
税
の
明
細

。
、

。
、

書

（別
表
６
の
２
1

）の
22
の
欄
の
金
額

）

外
国
税
額
の
控
除
額
の
個
別
帰
属
額

（法
人
税
の
明
細
書

書

（別
表
６
の
２
1

）の
22
の
欄
の
金
額

）

外
国
税
額
の
控
除
額
の
個
別
帰
属
額

（法
人
税
の
明
細
書

(
)

(
)

、
(
)

(
)

、

（別
表
６
の
２
2
付
表

）の
18
の
欄
の
金
額

）

分
配
時
調
整
外
国
税
相
当
額
の
個
別
帰
属
額

（法
人
税

（別
表
６
の
２
2
付
表

）の
18
の
欄
の
金
額

）

分
配
時
調
整
外
国
税
相
当
額
の
個
別
帰
属
額

（法
人
税

(
)

(
)

、
(
)

(
)

、

の
明
細
書

（別
表
６
の
２

（２
の
２

）
）の

2
7
の
欄
の
金
額

）

連
結
欠
損
金
の
繰
戻
し
に
よ
る
還
付
金

の
明
細
書

（別
表
６
の
２

（２
の
２

）
）の

2
7
の
欄
の
金
額

）

連
結
欠
損
金
の
繰
戻
し
に
よ
る
還
付
金

(
)

、
(
)

、

の
個
別
帰
属
額
及
び
個
別
控
除
対
象
所
得
税
額
等
相
当
額
の
個
別
帰
属
額

（法
人
税
の
明
細
書

（別
表
1
7

の
個
別
帰
属
額
及
び
個
別
控
除
対
象
所
得
税
額
等
相
当
額
の
個
別
帰
属
額

（法
人
税
の
明
細
書

（別
表
1
7

（３
の
1
2

）
）の

1
1
の
欄
の
金
額

）の
合
計
額
を
加
算
し
た
金
額
を
記
載
し
括
弧
内
に
は
個
別
帰
属
特

（３
の
1
2

）
）の

1
1
の
欄
の
金
額

）の
合
計
額
を
加
算
し
た
金
額
を
記
載
し

括
弧
内
に
は
個
別
帰
属
特

(
)

、
(
)

、

別
控
除
取
戻
税
額
等

（個
別
帰
属
特
別
控
除
取
戻
税
額
等
が
な
い
場
合
に
は

零

）を
記
載
す
る
こ
と

別
控
除
取
戻
税
額
等

（個
別
帰
属
特
別
控
除
取
戻
税
額
等
が
な
い
場
合
に
は
零

）を
記
載
す
る
こ
と

、
。

、
。

ま
た

連
結
申
告
法
人
以
外
の
法
人
に
あ

て
は

法
人
税
の
申
告
書

（別
表
１

）の
法
人
税
額
計

ま
た

連
結
申
告
法
人
以
外
の
法
人
に
あ

て
は

法
人
税
の
申
告
書

（別
表
１

）の
法
人
税
額
計

、
っ

、
「

」
、

っ
、

「
」

の
欄
の
金
額

（こ
の
欄
の
上
段
に
使
途
秘
匿
金
の
支
出
の
額
の
4
0
％
相
当
額
が
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は

の
欄
の
金
額

（こ
の
欄
の
上
段
に
使
途
秘
匿
金
の
支
出
の
額
の
4
0
％
相
当
額
が
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は

当
該

法
人
税
額
計

の
欄
の
金
額
に
当
該
額
を
加
算
し
た
金
額

）を
記
載
し

括
弧
内
に
は
特
別
控
除

当
該

法
人
税
額
計

の
欄
の
金
額
に
当
該
額
を
加
算
し
た
金
額

）を
記
載
し

括
弧
内
に
は
連
結
納
税

、
「

」
、

、
「

」
、

取
戻
税
額

使
途
秘
匿
金
の
支
出
に
対
す
る
法
人
税
額
及
び
土
地
譲
渡
利
益
金
額
に
対
す
る
法
人
税
額
の
合

の
承
認
の
取
消
し
に
よ
る
取
戻
税
額

リ
ス
特
別
控
除
取
戻
税
額

使
途
秘
匿
金
の
支
出
に
対
す
る
法
人

、
、

ー
、

計
額
を
記
載
す
る
こ
と

税
額
及
び
土
地
譲
渡
利
益
金
額
に
対
す
る
法
人
税
額
の
合
計
額
を
記
載
す
る
こ
と

。
。

６
８
略

６
８
同
左

［
～

］
［

～
］

第
二
十
号
様
式
別
表
一
の
二
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
十
条
関
係
）

第
二
十
号
様
式
別
表
一
の
二
（
提
出
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
十
条
関
係
）

［
様
式

略
］

［
様
式

同
上
］

第
二
十
号
様
式
別
表
一
の
二
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
十
条
関
係
）

第
二
十
号
様
式
別
表
一
の
二
（
入
力
用
）
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
セ
ピ
ア
色
）
（
第
十
条
関
係
）



［
様
式

略
］

［
様
式

同
上
］

第
20
号
様
式
別
表
１
の
２
記
載
要
領

第
20
号
様
式
別
表
１
の
２
記
載
要
領

１
３
略

１
３
同
左

［
～

］
［

～
］

４
法
人
税
法
の
規
定
に
よ

て
計
算
し
た
法
人
税
額
①

の
欄
は

法
人
税
の
申
告
書

（別
表
１
の
３

）

４
法
人
税
法
の
規
定
に
よ

て
計
算
し
た
法
人
税
額
①

の
欄
は

法
人
税
の
申
告
書

（別
表
１
の
３

）

「
っ

」
、

「
っ

」
、

の
法
人
税
額
計
6
及
び
法
人
税
額
計
2
9
の
欄
の
金
額

（こ
れ
ら
の
欄
の
上
段
に
使
途
秘
匿
金
の

の
法
人
税
額
計
6
及
び
法
人
税
額
計
2
9
の
欄
の
金
額

（こ
れ
ら
の
欄
の
上
段
に
使
途
秘
匿
金
の

「
(
)」

「
(
)」

「
(
)」

「
(
)」

支
出
の
額
の
4
0
％
相
当
額
が
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は

当
該
欄
の
金
額
に
当
該
額
を
加
算
し
た
金
額

）

支
出
の
額
の
4
0
％
相
当
額
が
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は

当
該
欄
の
金
額
に
当
該
額
を
加
算
し
た
金
額

）

、
、

を
記
載
し

括
弧
内
に
は
特
別
控
除
取
戻
税
額

使
途
秘
匿
金
の
支
出
に
対
す
る
法
人
税
額
及
び
土
地
譲
渡

を
記
載
し

括
弧
内
に
は
リ

ス
特
別
控
除
取
戻
税
額

使
途
秘
匿
金
の
支
出
に
対
す
る
法
人
税
額
及
び
土

、
、

、
ー

、

利
益
金
額
に
対
す
る
法
人
税
額
の
合
計
額
を
記
載
す
る
こ
と

地
譲
渡
利
益
金
額
に
対
す
る
法
人
税
額
の
合
計
額
を
記
載
す
る
こ
と

。
。

第
二
十
号
様
式
別
表
二
の
三
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
十
条
関
係
）

第
二
十
号
様
式
別
表
二
の
三
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
十
条
関
係
）

［
様
式

略
］

［
様
式

同
上
］

第
2
0号
様
式
別
表
２
の
３
記
載
要
領

第
2
0号
様
式
別
表
２
の
３
記
載
要
領

１
こ
の
明
細
書
は

当
該
事
業
年
度
開
始
の
日
前
1
0
年
以
内
に
開
始
し
た
事
業
年
度

法
人
税
法
第
8
0
条
第

１
こ
の
明
細
書
は

当
該
事
業
年
度
開
始
の
日
前
1
0
年
以
内
に
開
始
し
た
事
業
年
度
法
人
税
法
第
8
0
条
第

、
（

、
（

５
項
又
は
第
144
条
の
13第

11
項
に
規
定
す
る
中
間
期
間
を
含
む

又
は
当
該
連
結
事
業
年
度
開
始
の
日
前

５
項
又
は
第
144
条
の
13第

11
項
に
規
定
す
る
中
間
期
間
を
含
む

又
は
当
該
連
結
事
業
年
度
開
始
の
日
前

。
）

。
）

10年
以
内
に
開
始
し
た
事
業
年
度
法
人
税
法
第
80
条
第
５
項
又
は
第
144
条
の
13
第
11
項
に
規
定
す
る
中
間

10年
以
内
に
開
始
し
た
事
業
年
度

法
人
税
法
第
80
条
第
５
項
又
は
第
144
条
の
13
第
11項
に
規
定
す
る
中
間

（
（

期
間
を
含
む

に
お
い
て
生
じ
た
内
国
法
人
の
控
除
対
象
還
付
法
人
税
額
法
第
3
21条
の
８
第
1
2項
第
１

期
間
を
含
む

に
お
い
て
生
じ
た
内
国
法
人
の
控
除
対
象
還
付
法
人
税
額
法
第
3
21条
の
８
第
1
2項
第
１

。
）

（
。
）

（

号
に
規
定
す
る
内
国
法
人
の
控
除
対
象
還
付
法
人
税
額
を
い
う

以
下
こ
の
記
載
要
領
に
お
い
て
同
じ

号
に
規
定
す
る
内
国
法
人
の
控
除
対
象
還
付
法
人
税
額
を
い
う

以
下
こ
の
記
載
要
領
に
お
い
て
同
じ

。
。
）

。
。
）

外
国
法
人
の
恒
久
的
施
設
帰
属
所
得
に
係
る
控
除
対
象
還
付
法
人
税
額

同
項
第
２
号
に
規
定
す
る
外
国

外
国
法
人
の
恒
久
的
施
設
帰
属
所
得
に
係
る
控
除
対
象
還
付
法
人
税
額

同
項
第
２
号
に
規
定
す
る
外
国

、
（

、
（

法
人
の
恒
久
的
施
設
帰
属
所
得
に
係
る
控
除
対
象
還
付
法
人
税
額
を
い
う

以
下
こ
の
記
載
要
領
に
お
い
て

法
人
の
恒
久
的
施
設
帰
属
所
得
に
係
る
控
除
対
象
還
付
法
人
税
額
を
い
う

以
下
こ
の
記
載
要
領
に
お
い
て

。
。

同
じ

外
国
法
人
の
恒
久
的
施
設
非
帰
属
所
得
に
係
る
控
除
対
象
還
付
法
人
税
額

同
項
第
３
号
に
規

同
じ

外
国
法
人
の
恒
久
的
施
設
非
帰
属
所
得
に
係
る
控
除
対
象
還
付
法
人
税
額

同
項
第
３
号
に
規

。
）
、

（
。
）
、

（

定
す
る
外
国
法
人
の
恒
久
的
施
設
非
帰
属
所
得
に
係
る
控
除
対
象
還
付
法
人
税
額
を
い
う

以
下
こ
の
記
載

定
す
る
外
国
法
人
の
恒
久
的
施
設
非
帰
属
所
得
に
係
る
控
除
対
象
還
付
法
人
税
額
を
い
う

以
下
こ
の
記
載

。
。

要
領
に
お
い
て
同
じ

及
び
当
該
事
業
年
度
又
は
連
結
事
業
年
度
開
始
の
日
前
1
0
年
以
内
に
開
始
し
た
連

要
領
に
お
い
て
同
じ

及
び
当
該
事
業
年
度
又
は
連
結
事
業
年
度
開
始
の
日
前
1
0
年
以
内
に
開
始
し
た
連

。
）

。
）

結
事
業
年
度

法
人
税
法
第
8
1
条
の
3
1
第
５
項
に
規
定
す
る
中
間
期
間
を
含
む

に
お
い
て
生
じ
た
控
除

結
事
業
年
度

同
法
第
8
1
条
の
3
1
第
５
項
に
規
定
す
る
中
間
期
間
を
含
む

に
お
い
て
生
じ
た
控
除
対
象

（
。
）

（
。
）

対
象
個
別
帰
属
還
付
税
額
法
第
32
1条
の
８
第
15項
に
規
定
す
る
控
除
対
象
個
別
帰
属
還
付
税
額
を
い
う

個
別
帰
属
還
付
税
額
法
第
32
1条
の
８
第
15項
に
規
定
す
る
控
除
対
象
個
別
帰
属
還
付
税
額
を
い
う
以
下

（
。

（
。

以
下
こ
の
記
載
要
領
に
お
い
て
同
じ

に
つ
い
て

同
条
第
1
2
項
又
は
第
1
5
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ

こ
の
記
載
要
領
に
お
い
て
同
じ

に
つ
い
て

同
条
第
1
2
項
又
は
第
1
5
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と

。
）

、
。
）

、

う
と
す
る
法
人
が
記
載
し
第
20
号
様
式
の
申
告
書
に
添
付
す
る
こ
と

す
る
法
人
が
記
載
し
第
20号
様
式
の
申
告
書
に
添
付
す
る
こ
と

、
。

、
。

２
４
略

２
４
同
左

［
～

］
［

～
］

第
二
十
号
の
五
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
附
則
第
二
条
の
六
関
係
）

第
二
十
号
の
五
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
附
則
第
二
条
の
六
関
係
）

［
様
式

別
紙
八
十
二

挿
入
］

［
様
式

別
紙
八
十
一

挿
入
］

第
20号
の
５
様
式
記
載
要
領
略

第
20号
の
５
様
式
記
載
要
領
同
左

［
］

［
］

第
二
十
二
号
の
二
の
二
様
式
（
第
十
条
の
二
の
九
・
第
十
条
の
二
の
十
関
係
）

第
二
十
二
号
の
二
の
二
様
式
（
第
十
条
の
二
の
八
・
第
十
条
の
二
の
九
関
係
）

［
様
式

別
紙
八
十
四

挿
入
］

［
様
式

別
紙
八
十
三

挿
入
］

第
2
2号
の
２
の
２
様
式
記
載
要
領

略
第
2
2号
の
２
の
２
様
式
記
載
要
領
同
左

［
］

［
］

第
三
十
三
号
の
四
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
十
五
条
の
十
二
関
係
）

第
三
十
三
号
の
四
様
式
（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）
（
第
十
五
条
の
十
二
関
係
）

［
様
式

略
］

［
様
式

同
上
］

［第
33号
の
４
様
式
記
載
要
領
別
紙
八
十
六
挿
入

］

［第
33号
の
４
様
式
記
載
要
領
別
紙
八
十
五
挿
入

］

備
考

表
中
及
び
表
中
に
挿
入
さ
れ
る
別
紙
の
［

］
の
記
載
並
び
に
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。





附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら

施
行
す
る
。

一

第
一
号
の
三
様
式
、
第
一
号
の
四
様
式
、
第
三
号
様
式
別
表
、
第
四
号
様
式
、
第
四
号
の
二
様
式
、
第
五
号
の

二
様
式
及
び
第
十
七
号
様
式
の
改
正
規
定

令
和
三
年
一
月
一
日

二

第
六
条
の
九
の
改
正
規
定

令
和
四
年
一
月
一
日

三

第
六
号
様
式
別
表
五
の
六
の
二
記
載
要
領
の
改
正
規
定
（
「第

2
7
条
の
1
2
の
５
第
６
項
第
２
号
イ

」
を
「第

2
7

条
の
1
2
の
４
の
２
第
６
項
第
２
号
イ

」
に
改
め
る
部
分
及
び
「第

3
9
条
の
4
7
第
６
項
第
２
号
イ

」
を
「第

3
9
条
の

4
6
の
２
第
６
項
第
２
号
イ

」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）

特
定
高
度
情
報
通
信
技
術
活
用
シ
ス
テ
ム
の
開
発
供

給
及
び
導
入
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
三
十
七
号
）
の
施
行
の
日


